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　千葉市では、障害福祉に関し、既存の制度の拡充のみでは対応できな
い課題が顕在化するとともに、様々な問題が相互に関連し合い、短期間
で結果を出すことが難しい状況であることから、平成２９年４月に「千
葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を策定しました。
その第１段階の実施計画として、平成３０年３月に策定した「第４次千
葉市障害者計画・第５期千葉市障害福祉計画・第１期千葉市障害児福
祉計画」に基づき、より支援が必要な方に手が差し伸べられる共生社会
の実現に向けて、各種施策の充実を図ってきました。
　一方、国においても、平成３０年３月に障害者基本計画（第４次）を策
定し、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に取り組むとともに、障害者権利条約や障
害者差別解消法の理念、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催の動きを踏ま
え、社会のあらゆる場面におけるバリア（社会的障壁）の除去に向けた取組みを推進しています。
これらを踏まえて、この度、令和３年度からの３年間を計画期間とする「第５次千葉市障害者計画・
第６期千葉市障害福祉計画・第２期千葉市障害児福祉計画」を策定しました。
　本計画では、障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者が、自
らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、必要な支援が多様な
地域の担い手により提供される共生社会を構築することを基本理念としました。
　また、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」の第２段階の実施計画として、親亡き後
を見据えた支援、発達障害者への支援、重度の障害のある方たちへの支援の３つの重点課題につい
て引き続き取り組むこととし、相談支援の充実、地域生活支援の充実などの６つの基本目標を立て
ました。
　更に、障害福祉サービス、障害児通所支援等の見込量などを一体的に定め、様々な分野にわたる
施策を総合的に推進することとしました。
　今後は、本計画に基づき、市民の皆様をはじめ、関係機関や各種団体の方々との連携、協働のも
と、基本理念の実現に向けて全力で取り組んでまいりますので、一層のご理解・ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　結びに、本計画策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました市民の皆様、特に障害の
ある方やそのご家族、そして、千葉市障害者施策推進協議会委員の皆様をはじめ、関係各位に厚く
お礼申し上げます。

はじめに

令和３年３月 千葉市長 神谷　俊一





第１部　総　論
第１章　計画の策定にあたって
　１　計画策定の趣旨 
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第２章　本市の障害者の現状
　１　障害者数の推移
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　　（２）知的障害者
　　（３）精神障害者

　２　実態調査結果
　　（１）障害者ご本人について
　　（２）ご家族や介助者について
　　（３）医療的ケアを行っている人
　　（４）希望する相談制度
　　（５）療育・保育について困っていること
　　（６）学校・教育について
　　（７）一般就労のために必要なこと
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第３章　計画の基本的な考え方
　１　基本理念
　２　計画の視点
　３　計画の構成
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第３部　障害福祉サービスの見込量等
第１章　成果目標
　１　施設入所者の地域生活への移行
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　　（１）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用
　　（２）障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有
　　（３）指導監査結果の関係市町村との共有
第３章　指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策
　１　指定障害福祉サービス等の見込量算定の考え方
　２　指定障害福祉サービス等の見込量確保の方策
　３　指定障害福祉サービス等の見込量
第４章　地域生活支援事業の実施に関する事項
　１　必須事業
　２　任意事業

第４部　障害児通所支援等の見込量等
　第１章　成果目標
　１　児童発達支援センターの設置
　２　保育所等訪問支援の充実
　３　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保
　４　主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保
　５　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置
　６　医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置
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第２章　指定通所支援等の見込量と確保の方策
　１　指定通所支援等の見込量算定の考え方
　２　指定通所支援等の見込量確保の方策
　３　指定通所支援等の見込量
　
第５部　計画の推進に向けて
　　１　関係機関・地域等との連携
　２　進行管理と評価
　３　計画の弾力的運用

資料編 
　１　計画策定過程
　２　千葉市障害者施策推進協議会条例
　３　千葉市障害者施策推進協議会委員名簿
○主な用語解説
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１　計画策定の趣旨
　
　本市では、平成 29年４月に 10年後の共生社会に向けたビジョンを定めた「千葉市における障
害福祉施策に係る中長期指針」を策定し、相互に関連している様々な問題を総合的に捉え、かつ、長
期的な視点をもって取組むこととしました。
　この中長期指針を踏まえた第１段階の実施計画として、平成 30年３月に、「第４次千葉市障害
者計画」「第５期千葉市障害福祉計画」「第１期千葉市障害児福祉計画」を策定し、「すべての障害者
が、自らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、障害のある人も
ない人も共に活動することで相互の理解を深め、より支援が必要な方に手が差し伸べられる共生
社会を構築する」という基本理念のもと、様々な障害者施策や障害福祉サービスの供給量の確保等
を通じて障害者の自立と社会参加の促進に取り組んできました。
　国においては、障害者基本法の一部改正（平成 23年８月施行）や障害者差別解消法の制定（平成
28年４月施行）など障害者権利条約の批准に向けた法の整備が行われ、いわゆる「社会モデル」の
考え方や「合理的配慮」の概念が取り入れられました。更に、平成 30年４月から、障害者基本計画
（第４次）の計画期間が開始され、令和３年４月には、障害福祉サービスや障害児支援等の報酬改定
が見込まれています。
　現在、障害者やその家族の高齢化は更に進展し、高齢の親が障害者を介護する状況や、障害者本
人が要介護状態にある親や配偶者を介護しなければならない状況など、各家庭の介護力が低下し
ており、地域社会全体で障害者を支えていくことが強く求められています。
　特に、地域で生活する障害者の中には、法定サービスを基本とした既存の制度のみでは解決が難
しい課題を抱えている方たちがおり、その対応が求められています。
　また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、すべての障害
者に対する市民の意識を変え、多様性を理解し尊重することができる共生社会の実現に向けこれ
まで展開してきた施策を、現行の「第４次千葉市障害者計画」に引き続き取組み、オリパラレガシー
として継承することが必要です。
　これらの状況のもと、本計画は、中長期指針を踏まえた第２段階の実施計画として、「第４次千葉
市障害者計画」の到達点や令和元年度に実施した障害者生活実態・意向調査の結果を踏まえ、障害
者が地域において自立した生活を送り、障害の有無によって分け隔てられること　　　　　　　
なく社会参加できることを目指し、相談支援、地域生活支援、保健・医療、教育、生　　　　　　　
活環境など幅広い分野を対象とした障害者施策の総合的な計画として策定するも　　　　　　　
のです。
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第１部　総　論　╱　第１章　計画の策定にあたって

２　計画の位置付け・他計画との関係
　
（１）位置付け
　　この計画は、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を上位方針とした実施計画で
　あり、障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法
　第 88 条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の 20 の規定に基づく「市
　町村障害児福祉計画」を一体的に策定した本市の障害者施策に関する計画となります。
　　また、この計画は、「基本計画」を上位計画とする本市の障害者施策に関する個別部門計画とな
　ります。

（２）他計画との関係
　　「千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）」、「支え合いのまち千葉　推進計画（千
　葉市地域福祉計画）」、「千葉市こどもプラン」、「特別支援教育推進基本計画」、「千葉市バリアフ
　リーマスタープラン」等、関連計画との整合を図りながら策定します。

３　計画の期間
　
　本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。
　なお、計画期間中において、法制度の改正や社会情勢の大きな変化が生じた場合は、必要に応じ
て見直しを行うこととします。

４　「障害者」とは
　
　この計画が対象とする障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持
する者ばかりではなく、療育の必要な児童、発達障害者、難病患者、精神障害者通院医療費の公費負
担を受けている人、重度の意識障害のある人など、日常生活や社会生活で支援を必要とするすべて
の人とします。
　なお、平成 26 年１月の障害者権利条約の批准に先立って改正された障害者基本法において、障
害者が受ける制限を「機能障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対する
ことによって生ずる」とする、いわゆる「社会モデル」の考え方が取り入れられたことから、これま
で「障害」と表記してきたものの一部に、正確には「機能障害」と表記すべきものがありますが、この
計画では、引き続き「障害」の表記で統一しています。

〈障害者総合支援法・児童福祉法〉（障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針）

〈障害者基本法〉

基本
構想

新基本計画

障害者計画

障害福祉施策に係る中長期指針

障害福祉計画

実施計画

基本構想で定める基本
目標等を実現するため
の、基本方針、今後の施
策展開等

国の障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とすると
ともに市の基本構想に則した障害者のための施策に関する基
本的な計画（障害者基本法第11条）

本市の障害福祉施策の課題解決に向けて、総合的かつ長期的
な視点を持った方向性を示す指針（平成29年度～令和8年度）

障害福祉サービス、地域生活支
援事業の提供体制の確保に関
する計画（障害者総合支援法第
88 条）
①障害者の地域生活や一般就
　労への移行等に関する数値
　目標
②令和３年度から令和５年度
　までのサービス量等の必要
　量の見込みとその確保のた
　めの方策

新基本計画に基づく具体的な事業

市政運営の指針として、変化の激しい時代であっても変わることのない恒久的な都市づくりの基本理念・基本目標及び望ましい都市の姿を示す
（平成11年12月議決）

〔基　本　理　念〕　人間尊重・市民生活優先
〔基　本　目　標〕　人とまち　いきいきと幸せに輝く都市
〔望ましい都市の姿〕　①自然を身近に感じるまち・千葉市　　　②健やかに安心して暮らせるまち・千葉市　③安全で快適なまち・千葉市
　　　　　　　　　　④豊かな創造力をはぐくむまち・千葉市　⑤はつらつとした活力のあるまち・千葉市　⑥共に築いていくまち・千葉市

○計画の施策体系
　１　相談支援の充実　　　 　  ５　理解促進・社会参加の推進 
   ２　地域生活支援の充実　      　　・オリパラレガシー
   ３　保健･医療の充実        　　６  生活環境の整備
  ４　障害児支援の充実

障害児福祉計画
障害児通所支援、障害児相談支
援等の提供体制の確保に関す
る計画（児童福祉法第33条の
20）
①障害児の支援に関する数値
　目標
②令和 3 年度から令和 5 年度
　までのサービス量等の必要
　量の見込みとその確保のた
　めの方策

総合計画 個別部門計画

平成27年度

第５次
障害者

基本計画

平成28年度 平成29年度

第 3 次障害者基本計画
（平成 25～29 年度）

平成 26 年改正　指針 平成 29 年改正　指針 令和 2 年改正　指針

第 3 次障害者計画 第 4 次障害者計画 第 5次障害者計画

第２次実施計画 第 3 次実施計画

第 4 期障害福祉計画 第 5 期障害福祉計画

第 1 期障害児福祉計画

第 6期障害福祉計画

第 2期障害児福祉計画

第 4 次障害者基本計画

千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針
（平成 29～令和 8 年度）

新基本計画
（平成 24～令和 3 年度）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

国
の
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き

市
の
動
き
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   ３　保健･医療の充実        　　６  生活環境の整備
  ４　障害児支援の充実

障害児福祉計画
障害児通所支援、障害児相談支
援等の提供体制の確保に関す
る計画（児童福祉法第33条の
20）
①障害児の支援に関する数値
　目標
②令和 3 年度から令和 5 年度
　までのサービス量等の必要
　量の見込みとその確保のた
　めの方策

総合計画 個別部門計画

平成27年度

第５次
障害者

基本計画

平成28年度 平成29年度

第 3 次障害者基本計画
（平成 25～29 年度）

平成 26 年改正　指針 平成 29 年改正　指針 令和 2 年改正　指針

第 3 次障害者計画 第 4 次障害者計画 第 5次障害者計画

第２次実施計画 第 3 次実施計画

第 4 期障害福祉計画 第 5 期障害福祉計画

第 1 期障害児福祉計画

第 6期障害福祉計画

第 2期障害児福祉計画

第 4 次障害者基本計画

千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針
（平成 29～令和 8 年度）

新基本計画
（平成 24～令和 3 年度）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

国
の
動
き

市
の
動
き

市
の
障
害
者
関
連
計
画
等

【計画期間】

第 1 次
実施計画

（仮称）千葉市
基本計画
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

１　障害者数の推移
　
（１）身体障害者
　①身体障害者手帳の交付状況の推移
　　身体障害者手帳の交付状況の推移をみると、毎年度、増加傾向にあり、平成 27年度の 26,964
　人から令和元年度には 29,799 人となっています。

　②等級別身体障害者手帳の交付状況の推移
　　等級別に身体障害者手帳の交付状況の推移をみると、各年度とも１級と２級で全体の５割程
　度を占めています。構成割合には、ほとんど変化が見られません。

本市の障害者の現状第2章

年度
年齢階層

全　　　　　体

18歳未満

26,964

0

5,000

10,000
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図 1-1　身体障害者手帳の交付状況
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図 1-2　等級別身体障害者手帳の交付状況
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（２）知的障害者
　①療育手帳の交付状況の推移
　　療育手帳の交付状況の推移をみると、毎年度、増加傾向にあり、平成 27年度の 6,085 人から
　令和元年度には 7,192 人となっています。
　　また、18歳未満の比率は、全体の３割程度を占めています。

　③身体障害者手帳の交付状況（内訳）
　　身体障害者手帳の交付状況の内訳をみると「肢体不自由」が 49.5%で最も割合が高く、次いで
　「心臓機能障害」が 18.0%となっています。

図 1-3　身体障害者手帳の交付状況（内訳）　令和元年度

年度
年齢階層

全　　　　　体

18歳未満
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6,000

7,000

5,357 5,576

1,922

4,163

6,268

1,963

4,305

6,584

2,055

4,529

6,868

2,107

4,761

7,192

2,179

5,01318 歳以上

平成 27年度

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

18歳以上

18歳未満

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

（人）

障　害　部　位

全　　体
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聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害

肢体不自由

心臓機能障害

呼吸器機能障害

じん臓機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

免疫機能障害

肝臓機能障害

29,799 100.0％

1,779 6.0％

2,265 7.6％

372 1.2％

14,737 49.5％

5,371 18.0％

440 1.5％

2,715 9.1％

1,795 6.0％

31 0.1％

228 0.8％

66 0.2％

人数（人） 構成比（％）

（人）

図 2-1　療育手帳の交付状況
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（３）精神障害者
　①等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移
　　精神障害者保健福祉手帳の所持者の推移をみると、毎年度、増加傾向にあり、平成 27年度の
　6,430 人から、令和元年度には 9,162 人となっており、５年間で約 1.4 倍となっています。
　　また、等級では２級が最も多くなっています。

　②障害程度別療育手帳の交付状況の推移
　　障害程度別に療育手帳の交付状況をみると、各年度とも、重度が全体の４割程度を占めていま
　す。特に軽度が増加傾向にあります。

年度
障害程度

中度

重度 2,431

1,522

2,132

2,492

1,577

2,199

2,588

1,645

2,351

2,665

1,720

2,483

2,742

1,818

2,632軽度

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

（人）

0

1,000

4,000

7,000

8,000

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

（人）

図 2-2　障害程度別療育手帳の交付状況
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図 3-1　等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の交付状況
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　②精神障害者通院医療費公費負担患者数の推移
　　精神障害者の通院医療費公費負担患者数の推移をみると、総数では、平成 27年度の 13,394
　人から、令和元年度には 16,759 人となっています。
　　なお、令和元年度の内訳をみると、「うつ病等」が 8,233 人で最も多く、次いで「統合失調症」が
　4,112 人となっています。

２　実態調査結果
　　　　出典：「千葉市障害者計画等策定に係る実態調査報告書―障害者生活実態・意向調査―（令和２年３月）」

　
（１）障害者ご本人について
　①年齢
　　在宅の方（18歳以上）では「70～ 79歳」、施設に入所している方（18歳以上）では「40～ 49
　歳」、18歳未満の方では「９～ 11歳」、発達障害のある方（18歳以上）では「30～ 39歳」、発達障
　害のある方（18歳未満）では「３～５歳」が最も多くなっています。

図 3-2　病名別精神障害者通院医療費公費負担患者数の推移

年度
病名
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統合失調症

13,394

3,787

6,408

15,149

3,973

7,319

16,028

4,034

7,741

14,143

3,833

6,771

405 514 580484

259 292 311269

190 685 848231

327 64 64388

82 79 8077

1,003 1,080 1,1321,062

729 838 869748

204 305 369280

16,759

4,112

8,233

585

315

962

66

76

1,177

905

328

うつ病等

知的障害

人格障害

精神神経症

てんかん

その他

脳器質性
精神障害

中毒性
精神障害
その他の
精神疾患

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

（人）

【在宅の方（18歳以上）】 【施設に入所している方（18歳以上）】

【18歳未満の方】 【発達障害のある方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

80歳以上
16.7%

無回答
1.6%

無回答
1.5%

20歳未満
1.8%

無回答
0.3%

無回答 0.0%
0～2歳 0.0%

15歳以上
22.4%

15歳以上
11.5%

12～14歳
7.7%

6～8歳
26.9%

9～11歳 0.0%
3～5歳
53.8%

0～2歳
3.8% 3～5歳

14.0%

6～8歳
17.6%

9～11歳
23.4%

12～14歳
18.6%

20歳未満
0.3%20～29歳

9.0% 20～29歳
8.8%

30～39歳
8.5%

30～39歳
19.1%

40～49歳
12.5%

40～49歳
35.2%60～69歳

14.5%

60～69歳
9.7%

70～79歳
24.1%

70～79歳
2.7%

80歳以上 0.0%

50～59歳
11.6%

50～59歳
22.7%

n
（1,027）

無回答
1.5%

60歳以上
0.7% 20歳未満

5.8%

20～29歳
32.1%

40～49歳
22.6%

50～59歳
3.6%

30～39歳
33.6%

n
（330）

n
（393）

n
（137）

n
（26）
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　②精神障害者通院医療費公費負担患者数の推移
　　精神障害者の通院医療費公費負担患者数の推移をみると、総数では、平成 27年度の 13,394
　人から、令和元年度には 16,759 人となっています。
　　なお、令和元年度の内訳をみると、「うつ病等」が 8,233 人で最も多く、次いで「統合失調症」が
　4,112 人となっています。

２　実態調査結果
　　　　出典：「千葉市障害者計画等策定に係る実態調査報告書―障害者生活実態・意向調査―（令和２年３月）」

　
（１）障害者ご本人について
　①年齢
　　在宅の方（18歳以上）では「70～ 79歳」、施設に入所している方（18歳以上）では「40～ 49
　歳」、18歳未満の方では「９～ 11歳」、発達障害のある方（18歳以上）では「30～ 39歳」、発達障
　害のある方（18歳未満）では「３～５歳」が最も多くなっています。

図 3-2　病名別精神障害者通院医療費公費負担患者数の推移

年度
病名

総　　　　　数

統合失調症

13,394

3,787

6,408

15,149

3,973

7,319

16,028

4,034

7,741

14,143

3,833

6,771

405 514 580484

259 292 311269

190 685 848231

327 64 64388

82 79 8077

1,003 1,080 1,1321,062

729 838 869748

204 305 369280

16,759

4,112

8,233

585

315

962

66

76

1,177

905

328

うつ病等

知的障害

人格障害

精神神経症

てんかん

その他

脳器質性
精神障害

中毒性
精神障害
その他の
精神疾患

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

（人）

【在宅の方（18歳以上）】 【施設に入所している方（18歳以上）】

【18歳未満の方】 【発達障害のある方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

80歳以上
16.7%

無回答
1.6%

無回答
1.5%

20歳未満
1.8%

無回答
0.3%

無回答 0.0%
0～2歳 0.0%

15歳以上
22.4%

15歳以上
11.5%

12～14歳
7.7%

6～8歳
26.9%

9～11歳 0.0%
3～5歳
53.8%

0～2歳
3.8% 3～5歳

14.0%

6～8歳
17.6%

9～11歳
23.4%

12～14歳
18.6%

20歳未満
0.3%20～29歳

9.0% 20～29歳
8.8%

30～39歳
8.5%

30～39歳
19.1%

40～49歳
12.5%

40～49歳
35.2%60～69歳

14.5%

60～69歳
9.7%

70～79歳
24.1%

70～79歳
2.7%

80歳以上 0.0%

50～59歳
11.6%

50～59歳
22.7%

n
（1,027）

無回答
1.5%

60歳以上
0.7% 20歳未満

5.8%

20～29歳
32.1%

40～49歳
22.6%

50～59歳
3.6%

30～39歳
33.6%

n
（330）

n
（393）

n
（137）

n
（26）
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　②障害の種別
　　在宅の方（18 歳以上）では「身体障害者手帳」、施設に入所している方（18 歳以上）及び 18 歳
　未満の方では「療育手帳」が最も多くなっています。

（２）ご家族や介助者について
　①主な介助者の介助継続年数
　　在宅の方（18 歳以上）、18 歳未満の方、発達障害のある方（18 歳以上）では「５年以上～ 10 年 
　未満」、発達障害のある方（18 歳以上）では「30 年以上」が最も多くなっています。

【在宅の方（18歳以上）】
【在宅の方（18歳以上）】

【施設に入所している方（18歳以上）】

【18歳未満の方】

【18歳未満の方】

【発達障害のある方（18歳以上）】
【発達障害のある方（18歳以上）】 【発達障害のある方（18歳未満）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

  
n=（1,027） n=（330）

n=（137）
n=（393）

n=（26）

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

いずれもない

無回答

自立支援医療（精神通院医療）

いずれもない

無回答

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

いずれもない

無回答

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

いずれもない

無回答

自立支援医療（精神通院医療）

　
いずれもない

無回答

無回答
8.1%

1年未満
2.8%

30年以上
14.3%

25年以上～30年未満
6.1%

20年以上～25年未満
10.4%

15年以上～20年未満
11.2%

15年以上～18年未満
10.4%

10年以上～15年未満
11.8%

10年以上～15年未満
26.5%

5年以上～
　　　10年未満

18.7% 5年以上～
　　　10年未満

29.3%

1年以上～
　　　5年未満

16.7%

無回答
13.2%

1年未満
1.5%

1年以上～
　　　5年未満

19.1%

無回答
1.9%

1年未満
1.9%

30年以上
24.5%

25年以上～30年未満
15.1%

20年以上～25年未満
7.5% 15年以上～20年未満

11.3%

10年以上～15年未満
4.8%

15 年以上～18 年未満 0.0% 無回答 4.8%
1年未満 0.0%

10年以上～15年未満
15.1%

5年以上～
　　　10年未満

11.3%

5年以上～10年未満
47.6%

1年以上～
　　　5年未満

11.3%

1年以上～
　　5年未満

42.9%

66.5

20.2

16.0

15.9

0.9

0 20 40 60 80（％）

52.4

1.5

2.5

1.3

0 20 40 60 80（％）

62.6

19.2

65.4

3.8

11.5

0 20 40 60 80（％）

19.2

0.0

8.0

7.3

92.7

66.4

0 20 40 60 80 100
（％）

1.8

0.7

0.0

38.2
78.8

2.4

8.8

0.0

1.8

0 20 40 60 80
（％）

0.6

n
（509）

n
（393）

n
（53）

n
（21）
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　②障害の種別
　　在宅の方（18 歳以上）では「身体障害者手帳」、施設に入所している方（18 歳以上）及び 18 歳
　未満の方では「療育手帳」が最も多くなっています。

（２）ご家族や介助者について
　①主な介助者の介助継続年数
　　在宅の方（18 歳以上）、18 歳未満の方、発達障害のある方（18 歳以上）では「５年以上～ 10 年 
　未満」、発達障害のある方（18 歳以上）では「30 年以上」が最も多くなっています。

【在宅の方（18歳以上）】
【在宅の方（18歳以上）】

【施設に入所している方（18歳以上）】

【18歳未満の方】

【18歳未満の方】

【発達障害のある方（18歳以上）】
【発達障害のある方（18歳以上）】 【発達障害のある方（18歳未満）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

  
n=（1,027） n=（330）

n=（137）
n=（393）

n=（26）

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

いずれもない

無回答

自立支援医療（精神通院医療）

いずれもない

無回答

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

いずれもない

無回答

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

いずれもない

無回答

自立支援医療（精神通院医療）

　
いずれもない

無回答

無回答
8.1%

1年未満
2.8%

30年以上
14.3%

25年以上～30年未満
6.1%

20年以上～25年未満
10.4%

15年以上～20年未満
11.2%

15年以上～18年未満
10.4%

10年以上～15年未満
11.8%

10年以上～15年未満
26.5%

5年以上～
　　　10年未満

18.7% 5年以上～
　　　10年未満

29.3%

1年以上～
　　　5年未満

16.7%

無回答
13.2%

1年未満
1.5%

1年以上～
　　　5年未満

19.1%

無回答
1.9%

1年未満
1.9%

30年以上
24.5%

25年以上～30年未満
15.1%

20年以上～25年未満
7.5% 15年以上～20年未満

11.3%

10年以上～15年未満
4.8%

15 年以上～18 年未満 0.0% 無回答 4.8%
1年未満 0.0%

10年以上～15年未満
15.1%

5年以上～
　　　10年未満

11.3%

5年以上～10年未満
47.6%

1年以上～
　　　5年未満

11.3%

1年以上～
　　5年未満

42.9%

66.5

20.2

16.0

15.9

0.9

0 20 40 60 80（％）

52.4

1.5

2.5

1.3

0 20 40 60 80（％）

62.6

19.2

65.4

3.8

11.5

0 20 40 60 80（％）

19.2

0.0

8.0

7.3

92.7

66.4

0 20 40 60 80 100
（％）

1.8

0.7

0.0

38.2
78.8

2.4

8.8

0.0

1.8

0 20 40 60 80
（％）

0.6

n
（509）

n
（393）

n
（53）

n
（21）
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　② 主な介助者が困っていること
　　在宅の方（18 歳以上）及び発達障害のある方（18 歳以上）では「介助者の高齢化に不安があ
　る」、18歳未満の方では「代わりに介助を頼める人がいない」、発達障害のある方（18歳未満）で
　は「緊急時の対応に不安がある」が最も多くなっています。

【18 歳未満の方】

【発達障害のある方（18 歳以上）】

【発達障害のある方（18 歳未満）】

【在宅の方（18 歳以上）】

介助者の高齢化に不安がある

介助者自身の健康に不安がある

緊急時の対応に不安がある

代わりに介助を頼める人がいない

精神的な負担が大きい

長期の旅行や外出ができない

身体的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

休養や息抜きの時間がない

仕事に出られない

特に困っていることはない

よくわからない

その他

無回答

介助者の高齢化に不安がある
介助者自身の健康に不安がある

精神的な負担が大きい
代わりに介助を頼める人がいない

経済的な負担が大きい
緊急時の対応に不安がある
身体的な負担が大きい

休養や息抜きの時間がない
仕事に出られない

長期の旅行や外出ができない
特に困っていることはない

よくわからない
その他
無回答

代わりに介助を頼める人がいない
緊急時の対応に不安がある
精神的な負担が大きい
仕事に出られない

身体的な負担が大きい
休養や息抜きの時間がない

介助者自身の健康に不安がある
長期の旅行や外出ができない
介助者の高齢化に不安がある

経済的な負担が大きい
特に困っていることはない

よくわからない
その他
無回答

緊急時の対応に不安がある
精神的な負担が大きい
仕事に出られない

長期の旅行や外出ができない
休養や息抜きの時間がない

代わりに介助を頼める人がいない
介助者自身の健康に不安がある

身体的な負担が大きい
経済的な負担が大きい

介助者の高齢化に不安がある
特に困っていることはない

よくわからない
その他
無回答

45.2

36.5

31.8

30.6

27.7

24.4

20.8

18.9

14.7

8.4

13.6

2.9

9.6

1.6

0 20 40 60（％）

0 20 40 8060 （％）

62.3

49.1

47.2

39.6

30.2

24.5

20.8

13.2

11.3

1.9

7.5

0 20 40 60（％）

47.6

28.6

23.8

14.3

28.6

28.6

28.6

14.3

14.3

4.8

9.5

0.0

4.8

4.8

20.8

11.3

1.9

44.6

42.2

34.1

33.8

32.4

27.9

26.8

24.7

24.4

23.7

13.2

1.7

3.5

2.4

0 20 40 60（％）

n=（509）

n=（53）

n=（21）

n=（287）
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　② 主な介助者が困っていること
　　在宅の方（18 歳以上）及び発達障害のある方（18 歳以上）では「介助者の高齢化に不安があ
　る」、18歳未満の方では「代わりに介助を頼める人がいない」、発達障害のある方（18歳未満）で
　は「緊急時の対応に不安がある」が最も多くなっています。

【18 歳未満の方】

【発達障害のある方（18 歳以上）】

【発達障害のある方（18 歳未満）】

【在宅の方（18 歳以上）】

介助者の高齢化に不安がある

介助者自身の健康に不安がある

緊急時の対応に不安がある

代わりに介助を頼める人がいない

精神的な負担が大きい

長期の旅行や外出ができない

身体的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

休養や息抜きの時間がない

仕事に出られない

特に困っていることはない

よくわからない

その他

無回答

介助者の高齢化に不安がある
介助者自身の健康に不安がある

精神的な負担が大きい
代わりに介助を頼める人がいない

経済的な負担が大きい
緊急時の対応に不安がある
身体的な負担が大きい

休養や息抜きの時間がない
仕事に出られない

長期の旅行や外出ができない
特に困っていることはない

よくわからない
その他
無回答

代わりに介助を頼める人がいない
緊急時の対応に不安がある
精神的な負担が大きい
仕事に出られない

身体的な負担が大きい
休養や息抜きの時間がない

介助者自身の健康に不安がある
長期の旅行や外出ができない
介助者の高齢化に不安がある

経済的な負担が大きい
特に困っていることはない

よくわからない
その他
無回答

緊急時の対応に不安がある
精神的な負担が大きい
仕事に出られない

長期の旅行や外出ができない
休養や息抜きの時間がない

代わりに介助を頼める人がいない
介助者自身の健康に不安がある

身体的な負担が大きい
経済的な負担が大きい

介助者の高齢化に不安がある
特に困っていることはない

よくわからない
その他
無回答

45.2

36.5

31.8

30.6

27.7

24.4

20.8

18.9

14.7

8.4

13.6

2.9

9.6

1.6

0 20 40 60（％）
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（３）医療的ケアを行っている人
　　在宅の方（18歳以上）では「自分自身」、18歳未満の方では「家族（配偶者、母親、父親、その他の
　家族や親族）」が最も多くなっています。

（４） 希望する相談制度
　　いずれも「専門性の高い職員による相談」が最も多くなっています。

【発達障害のある方（18 歳以上）】 【発達障害のある方（18 歳未満）】

【18 歳未満の方】

【18 歳未満の方】

【在宅の方（18 歳以上）】

【在宅の方（18 歳以上）】

自分自身

医師

家族（配偶者、母親、父親、その他の家族や親族）

看護師

その他

無回答

専門性の高い職員による相談
近所で気軽に立ち寄れる相談
休日や夜間など緊急時の相談
プライバシーに配慮した相談
自分と同じ立場の人による相談
定期的に訪問してくれる相談

特に希望はない
その他
無回答

専門性の高い職員による相談
自分と同じ立場の人による相談
近所で気軽に立ち寄れる相談
休日や夜間など緊急時の相談
プライバシーに配慮した相談
定期的に訪問してくれる相談

特に希望はない
その他
無回答

専門性の高い職員による相談

近所で気軽に立ち寄れる相談

プライバシーに配慮した相談

休日や夜間など緊急時の相談

自分と同じ立場の人による相談

定期的に訪問してくれる相談

特に希望はない

その他

無回答

専門性の高い職員による相談

自分と同じ立場の人による相談

定期的に訪問してくれる相談

プライバシーに配慮した相談

近所で気軽に立ち寄れる相談

休日や夜間など緊急時の相談

特に希望はない

その他

無回答

家族（配偶者、母親、父親、その他の家族や親族）

看護師

自分自身

医師

その他

無回答
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34.1
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11.5

2.0

1.8

n=（515）

n=（61）

n=（1,027）

n=（137） n=（26）

n=（393）
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（３）医療的ケアを行っている人
　　在宅の方（18歳以上）では「自分自身」、18歳未満の方では「家族（配偶者、母親、父親、その他の
　家族や親族）」が最も多くなっています。

（４） 希望する相談制度
　　いずれも「専門性の高い職員による相談」が最も多くなっています。

【発達障害のある方（18 歳以上）】 【発達障害のある方（18 歳未満）】

【18 歳未満の方】

【18 歳未満の方】

【在宅の方（18 歳以上）】

【在宅の方（18 歳以上）】

自分自身

医師

家族（配偶者、母親、父親、その他の家族や親族）

看護師

その他

無回答

専門性の高い職員による相談
近所で気軽に立ち寄れる相談
休日や夜間など緊急時の相談
プライバシーに配慮した相談
自分と同じ立場の人による相談
定期的に訪問してくれる相談

特に希望はない
その他
無回答

専門性の高い職員による相談
自分と同じ立場の人による相談
近所で気軽に立ち寄れる相談
休日や夜間など緊急時の相談
プライバシーに配慮した相談
定期的に訪問してくれる相談

特に希望はない
その他
無回答

専門性の高い職員による相談

近所で気軽に立ち寄れる相談

プライバシーに配慮した相談

休日や夜間など緊急時の相談

自分と同じ立場の人による相談

定期的に訪問してくれる相談

特に希望はない

その他

無回答

専門性の高い職員による相談

自分と同じ立場の人による相談

定期的に訪問してくれる相談

プライバシーに配慮した相談

近所で気軽に立ち寄れる相談

休日や夜間など緊急時の相談

特に希望はない

その他

無回答

家族（配偶者、母親、父親、その他の家族や親族）

看護師

自分自身

医師

その他

無回答
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（６）学校・教育について
　①学校・教育について困っていること
　　「学校卒業後の進路に不安がある」が特に多くなっています。

　②学校卒業後の進路希望
　　「障害福祉サービス事業所（通所施設など）に通いたい」が最も多くなっています。

（５） 療育・保育について困っていること
　　いずれも「本人の成長に不安がある」が最も多くなっています。

【発達障害のある方（18 歳未満）】

【発達障害のある方（18 歳未満）】【18 歳未満の方】 【18 歳未満の方】

【18 歳未満の方】

本人の成長に不安がある
療育・保育に関する情報が少ない
通園・通所の送り迎えが大変

施設での療育・訓練の機会が少ない
友だちとの関係づくりがうまくできない

希望する施設や保育所（園）・幼稚園に入れない
小学校入学時の学校選択で困っている

費用など経済的負担が大きい
施設での療育・訓練の内容に問題がある

特に困っていることはない
その他
無回答

本人の成長に不安がある

通園・通所の送り迎えが大変

療育・保育に関する情報が少ない

友だちとの関係づくりがうまくできない

希望する施設や保育所（園）・幼稚園に入れない

費用など経済的負担が大きい

小学校入学時の学校選択で困っている

施設での療育・訓練の機会が少ない

施設での療育・訓練の内容に問題がある

特に困っていることはない

その他

無回答

学校卒業後の進路に不安がある
通学の送迎が大変

今後の学校選択について迷っている
療育・訓練を受ける機会が少ない
教職員の指導・支援の仕方が心配
教育・療育に関する情報が少ない

友だちとの関係づくりがうまくできない
学校のカリキュラムが本人に合わない

学校での介助が大変
特に困っていることはない

その他
無回答

学校卒業後の進路に不安がある
通学の送迎が大変

教育・療育に関する情報が少ない
教職員の指導・支援の仕方が心配

友だちとの関係づくりがうまくできない
今後の学校選択について迷っている
学校のカリキュラムが本人に合わない
療育・訓練を受ける機会が少ない

学校での介助が大変
特に困っていることはない

その他
無回答

0 20 40 60（％）

n=（26）

n=（393） n=（310） n=（5）

50.9

0 20 40 （％）60

46.2

42.3

38.5

30.8

23.1

19.2

19.2

7.7

7.7

3.8

3.8

0.0

障害福祉サービス事業所に通いたい

企業等に就職したい

大学・短大に進学したい

障害者高等技術専門校などに通いたい

専門学校に通いたい

自宅で就労したい（収入のある仕事）

就労・就学はしないで過ごしたい

わからない

その他

無回答
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4.5
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（６）学校・教育について
　①学校・教育について困っていること
　　「学校卒業後の進路に不安がある」が特に多くなっています。

　②学校卒業後の進路希望
　　「障害福祉サービス事業所（通所施設など）に通いたい」が最も多くなっています。

（５） 療育・保育について困っていること
　　いずれも「本人の成長に不安がある」が最も多くなっています。

【発達障害のある方（18 歳未満）】

【発達障害のある方（18 歳未満）】【18 歳未満の方】 【18 歳未満の方】

【18 歳未満の方】

本人の成長に不安がある
療育・保育に関する情報が少ない
通園・通所の送り迎えが大変

施設での療育・訓練の機会が少ない
友だちとの関係づくりがうまくできない

希望する施設や保育所（園）・幼稚園に入れない
小学校入学時の学校選択で困っている

費用など経済的負担が大きい
施設での療育・訓練の内容に問題がある

特に困っていることはない
その他
無回答

本人の成長に不安がある

通園・通所の送り迎えが大変

療育・保育に関する情報が少ない

友だちとの関係づくりがうまくできない

希望する施設や保育所（園）・幼稚園に入れない

費用など経済的負担が大きい

小学校入学時の学校選択で困っている

施設での療育・訓練の機会が少ない

施設での療育・訓練の内容に問題がある

特に困っていることはない

その他

無回答

学校卒業後の進路に不安がある
通学の送迎が大変

今後の学校選択について迷っている
療育・訓練を受ける機会が少ない
教職員の指導・支援の仕方が心配
教育・療育に関する情報が少ない

友だちとの関係づくりがうまくできない
学校のカリキュラムが本人に合わない

学校での介助が大変
特に困っていることはない

その他
無回答

学校卒業後の進路に不安がある
通学の送迎が大変

教育・療育に関する情報が少ない
教職員の指導・支援の仕方が心配

友だちとの関係づくりがうまくできない
今後の学校選択について迷っている
学校のカリキュラムが本人に合わない
療育・訓練を受ける機会が少ない

学校での介助が大変
特に困っていることはない

その他
無回答
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障害福祉サービス事業所に通いたい

企業等に就職したい

大学・短大に進学したい

障害者高等技術専門校などに通いたい

専門学校に通いたい

自宅で就労したい（収入のある仕事）

就労・就学はしないで過ごしたい

わからない

その他

無回答
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（７）一般就労のために必要なこと
　　在宅の方（18 歳以上）では「仕事探しから就労までの総合的な相談支援」、発達障害のある方   
　（18 歳以上）では「障害の特性に合った職業・雇用の拡大」が最も多くなっています。

（８）障害者がスポーツ活動をより多く行うために必要なこと
　　在宅の方（18 歳以上）では「一緒にスポーツをする仲間がいれば」、18 歳未満の方では「スポー
　ツを教えてくれる人がいれば」、発達障害のある方（18 歳以上）では「経済的な援助があれば」、発
　達障害のある方（18 歳未満）では「身近で気軽に、障害者が使える施設があれば」が最も多くなっ
　ています。

【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

【18歳未満の方】

【施設に入所している方（18歳以上）】

仕事探しから就労までの総合的な相談支援
障害や病気の状態に応じた柔軟な勤務体制

障害の特性に合った職業・雇用の拡大
障害者向けの求人情報の提供

障害理解を促進するための職場への働きかけ
働くための知識や能力を身につけるための職業訓練

職場を理解するための就労体験
職場施設のバリアフリー化

ジョブコーチなど職場に定着するための支援
特に必要なことはない

わからない
その他
無回答

障害の特性に合った職業・雇用の拡大
仕事探しから就労までの総合的な相談支援
障害や病気の状態に応じた柔軟な勤務形態

働くための知識や能力を身につけるための職業訓練
障害理解を促進するための職場への働きかけ

障害者向けの求人情報の提供
職場を理解するための就労体験

ジョブコーチなど職場に定着するための支援
職場施設のバリアフリー化

特に必要なことはない
その他

わからない
無回答

障害の特性に合った職業・雇用の拡大

障害や病気の状態に応じた柔軟な勤務形態

仕事探しから就労までの総合的な相談支援 一緒にスポーツをする仲間がいれば

身近で気軽に、障害者が使える施設があれば

安く使える施設があれば

スポーツを教えてくれる人がいれば

経済的な援助があれば

時間に余裕があれば

施設の環境・雰囲気が良くなれば

子どもを預けられるところがあれば

わからない

その他

無回答

経済的な援助があれば

一緒にスポーツをする仲間がいれば

身近で気軽に、障害者が使える施設があれば

安く使える施設があれば

時間に余裕があれば

スポーツを教えてくれる人がいれば

施設の環境・雰囲気が良くなれば

子どもを預けられるところがあれば

わからない

その他

無回答

身近で気軽に、障害者が使える施設があれば

一緒にスポーツをする仲間がいれば

スポーツを教えてくれる人がいれば

施設の環境・雰囲気が良くなれば

安く使える施設があれば

経済的な援助があれば

時間に余裕があれば

子どもを預けられるところがあれば

わからない

その他

無回答

スポーツを教えてくれる人がいれば

一緒にスポーツをする仲間がいれば

身近で気軽に、障害者が使える施設があれば

施設の環境・雰囲気が良くなれば

安く使える施設があれば

時間に余裕があれば

経済的な援助があれば

子どもを預けられるところがあれば

わからない

その他

無回答

障害理解を促進するための職場への働きかけ

ジョブコーチなど職場に定着するための支援

職場を理解するための就労体験

職場施設のバリアフリー化

障害者向けの求人情報の提供

特に必要なことはない

その他

無回答

働くための知識や能力を身につけるための職業訓練
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n=（137） n=（26）

n=（393）

0 20 40
（％）
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20.1
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1.9

14.3
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56.9

45.3
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8.8
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5.1

0.7
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40.6
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15.5

12.4
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19.7
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（％）
40
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27.7
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2.9

21.9
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0 20
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40 60

50.0
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23.1
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7.7

3.8

19.2

30.8

23.1

19.2

7.7

3.8

29.9

29.9

1.5

0 20 60
（％）

40

49.6

48.6

46.5

43.5

21.9

21.4

18.8

17.6

13.0

12.0

3.8

6.9

27.7

25.7

18.4

17.7

16.3

12.6

12.5

2.9

20.0

2.2

15.5

17.3

自分に合ったスポーツやサークルを
紹介する窓口があれば

自分に合ったスポーツやサークルを
紹介する窓口があれば

自分に合ったスポーツやサークルを
紹介する窓口があれば

自分に合ったスポーツやサークルを
紹介する窓口があれば
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（７）一般就労のために必要なこと
　　在宅の方（18 歳以上）では「仕事探しから就労までの総合的な相談支援」、発達障害のある方   
　（18 歳以上）では「障害の特性に合った職業・雇用の拡大」が最も多くなっています。

（８）障害者がスポーツ活動をより多く行うために必要なこと
　　在宅の方（18 歳以上）では「一緒にスポーツをする仲間がいれば」、18 歳未満の方では「スポー
　ツを教えてくれる人がいれば」、発達障害のある方（18 歳以上）では「経済的な援助があれば」、発
　達障害のある方（18 歳未満）では「身近で気軽に、障害者が使える施設があれば」が最も多くなっ
　ています。

【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

【18歳未満の方】

【施設に入所している方（18歳以上）】

仕事探しから就労までの総合的な相談支援
障害や病気の状態に応じた柔軟な勤務体制

障害の特性に合った職業・雇用の拡大
障害者向けの求人情報の提供

障害理解を促進するための職場への働きかけ
働くための知識や能力を身につけるための職業訓練

職場を理解するための就労体験
職場施設のバリアフリー化

ジョブコーチなど職場に定着するための支援
特に必要なことはない

わからない
その他
無回答

障害の特性に合った職業・雇用の拡大
仕事探しから就労までの総合的な相談支援
障害や病気の状態に応じた柔軟な勤務形態

働くための知識や能力を身につけるための職業訓練
障害理解を促進するための職場への働きかけ

障害者向けの求人情報の提供
職場を理解するための就労体験

ジョブコーチなど職場に定着するための支援
職場施設のバリアフリー化

特に必要なことはない
その他

わからない
無回答

障害の特性に合った職業・雇用の拡大

障害や病気の状態に応じた柔軟な勤務形態

仕事探しから就労までの総合的な相談支援 一緒にスポーツをする仲間がいれば

身近で気軽に、障害者が使える施設があれば

安く使える施設があれば

スポーツを教えてくれる人がいれば

経済的な援助があれば

時間に余裕があれば

施設の環境・雰囲気が良くなれば

子どもを預けられるところがあれば

わからない

その他

無回答

経済的な援助があれば

一緒にスポーツをする仲間がいれば

身近で気軽に、障害者が使える施設があれば

安く使える施設があれば

時間に余裕があれば

スポーツを教えてくれる人がいれば

施設の環境・雰囲気が良くなれば

子どもを預けられるところがあれば

わからない

その他

無回答

身近で気軽に、障害者が使える施設があれば

一緒にスポーツをする仲間がいれば

スポーツを教えてくれる人がいれば

施設の環境・雰囲気が良くなれば

安く使える施設があれば

経済的な援助があれば

時間に余裕があれば

子どもを預けられるところがあれば

わからない

その他

無回答

スポーツを教えてくれる人がいれば

一緒にスポーツをする仲間がいれば

身近で気軽に、障害者が使える施設があれば

施設の環境・雰囲気が良くなれば

安く使える施設があれば

時間に余裕があれば

経済的な援助があれば

子どもを預けられるところがあれば

わからない

その他

無回答

障害理解を促進するための職場への働きかけ

ジョブコーチなど職場に定着するための支援

職場を理解するための就労体験

職場施設のバリアフリー化

障害者向けの求人情報の提供

特に必要なことはない

その他

無回答

働くための知識や能力を身につけるための職業訓練

n=（1,027）

n=（137）

n=（330）

n=（1,027）

n=（137） n=（26）

n=（393）
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自分に合ったスポーツやサークルを
紹介する窓口があれば

自分に合ったスポーツやサークルを
紹介する窓口があれば

自分に合ったスポーツやサークルを
紹介する窓口があれば

自分に合ったスポーツやサークルを
紹介する窓口があれば
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（９）地域で生活するために必要なこと
　　いずれも「地域の人たちの障害に対する理解」が最も多くなっています。

（10）サービス利用について
　①訪問系サービスの利用意向
　　在宅の方（18歳以上）では「居宅介護（ホームヘルプ）」、18歳未満の方及び発達障害のある方
　（18歳未満）では「移動支援」、発達障害のある方（18歳以上）及び発達障害のある方（18歳未満）
　では「行動援護」が最も多くなっています。

【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

【18歳未満の方】

【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

【18歳未満の方】
n=（1,027）

n=（137） n=（26）

n=（393）

地域の人たちの障害に対する理解
経済的負担の軽減
医療体制の充実

障害者のための住宅の確保
訪問系サービスの充実

地域生活に関する相談支援
道路・交通・建物のバリアフリー化

災害時の支援
就労のための支援

グループホームなどの拡充
自立生活のための訓練・体験
日中活動系サービスの充実

特に必要なことはない
わからない
その他
無回答

地域の人たちの障害に対する理解
就労のための支援
経済的負担の軽減

地域生活に関する相談支援
障害者のための住宅の確保
自立生活のための訓練・体験

医療体制の充実
グループホームなどの拡充

訪問系サービスの充実
日中活動系サービスの充実

道路・交通・建物のバリアフリー化
災害時の支援

特に必要なことはない
わからない
その他
無回答

地域の人たちの障害に対する理解
自立生活のための訓練・体験

就労のための支援
障害者のための住宅の確保
地域生活に関する相談支援
日中活動系サービスの充実

経済的負担の軽減
災害時の支援

訪問系サービスの充実
グループホームなどの拡充

医療体制の充実
道路・交通・建物のバリアフリー化

特に必要なことはない
わからない
その他
無回答

地域の人たちの障害に対する理解
就労のための支援
経済的負担の軽減

自立生活のための訓練・体験
障害者のための住宅の確保
グループホームなどの拡充
日中活動系サービスの充実
訪問系サービスの充実

医療体制の充実
地域生活に関する相談支援

災害時の支援
道路・交通・建物のバリアフリー化

特に必要なことはない
わからない
その他
無回答

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥移動支援

⑦訪問入浴

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥移動支援

⑦訪問入浴

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥移動支援

⑦訪問入浴

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥移動支援

⑦訪問入浴

n=（1,027） n=（393） （％）

32.8
23.5

20.5
14.1

12.7
12.5

9.3
8.9

4.2
3.1
8.2

1.0
14.4

14.0
13.4

12.2

0 （％）20 40

41.7

24.4

23.3

18.3

22.1

35.4

20.9

0 10 50（％）20 30 40

16.8

10.9

18.2

8.0

9.5

13.1

10.2

0 20（％）10

26.9

15.4

34.6

11.5

15.4

34.6

15.4

0 40（％）10 20 30

35.1

30.0

34.1

13.5

24.9

43.8

22.6

0 20 50
（％）

10 30 40

n=（137） n=（26）

49.6
37.2
35.0

21.2
20.4

18.2
11.7
10.9

8.8
7.3

5.1
0.0

3.6

7.3

6.6

2.2

0 60（％）20 40

65.4

46.2
30.8
26.9

19.2

7.7
3.8

0.0
0.0

0.0

19.2
19.2

7.7

7.7

3.8
3.8

0 70（％）20 40 60

37.2
28.0

19.6
17.6

13.7
12.0
10.4

8.7
7.9
7.1

0.8
2.0
1.5

28.2

9.7
9.7

200 40
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

（９）地域で生活するために必要なこと
　　いずれも「地域の人たちの障害に対する理解」が最も多くなっています。

（10）サービス利用について
　①訪問系サービスの利用意向
　　在宅の方（18歳以上）では「居宅介護（ホームヘルプ）」、18歳未満の方及び発達障害のある方
　（18歳未満）では「移動支援」、発達障害のある方（18歳以上）及び発達障害のある方（18歳未満）
　では「行動援護」が最も多くなっています。

【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

【18歳未満の方】

【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】

【18歳未満の方】
n=（1,027）

n=（137） n=（26）

n=（393）

地域の人たちの障害に対する理解
経済的負担の軽減
医療体制の充実

障害者のための住宅の確保
訪問系サービスの充実

地域生活に関する相談支援
道路・交通・建物のバリアフリー化

災害時の支援
就労のための支援

グループホームなどの拡充
自立生活のための訓練・体験
日中活動系サービスの充実
特に必要なことはない

わからない
その他
無回答

地域の人たちの障害に対する理解
就労のための支援
経済的負担の軽減

地域生活に関する相談支援
障害者のための住宅の確保
自立生活のための訓練・体験

医療体制の充実
グループホームなどの拡充
訪問系サービスの充実

日中活動系サービスの充実
道路・交通・建物のバリアフリー化

災害時の支援
特に必要なことはない

わからない
その他
無回答

地域の人たちの障害に対する理解
自立生活のための訓練・体験

就労のための支援
障害者のための住宅の確保
地域生活に関する相談支援
日中活動系サービスの充実

経済的負担の軽減
災害時の支援

訪問系サービスの充実
グループホームなどの拡充

医療体制の充実
道路・交通・建物のバリアフリー化

特に必要なことはない
わからない
その他
無回答

地域の人たちの障害に対する理解
就労のための支援
経済的負担の軽減

自立生活のための訓練・体験
障害者のための住宅の確保
グループホームなどの拡充
日中活動系サービスの充実
訪問系サービスの充実

医療体制の充実
地域生活に関する相談支援

災害時の支援
道路・交通・建物のバリアフリー化

特に必要なことはない
わからない
その他
無回答

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥移動支援

⑦訪問入浴

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥移動支援

⑦訪問入浴

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥移動支援

⑦訪問入浴

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③行動援護

④同行援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥移動支援

⑦訪問入浴

n=（1,027） n=（393） （％）

32.8
23.5

20.5
14.1

12.7
12.5

9.3
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1.0
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10.9
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10.2

0 20（％）10

26.9

15.4
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13.5
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22.6
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n=（137） n=（26）

49.6
37.2
35.0

21.2
20.4

18.2
11.7
10.9

8.8
7.3

5.1
0.0

3.6

7.3

6.6

2.2

0 60（％）20 40

65.4

46.2
30.8
26.9

19.2

7.7
3.8

0.0
0.0

0.0

19.2
19.2

7.7

7.7

3.8
3.8

0 70（％）20 40 60

37.2
28.0

19.6
17.6

13.7
12.0
10.4

8.7
7.9
7.1

0.8
2.0
1.5

28.2

9.7
9.7

200 40
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　②日中活動系サービスの利用意向
　　在宅の方（18歳以上）では「短期入所（ショートステイ）」、発達障害のある方（18歳以上）では
　「就労定着支援」、18歳未満の方、発達障害のある方（18歳未満）では「放課後等デイサービス」が
　最も多くなっています。

　③居住系サービスの利用意向
　　18歳未満の方では、いずれのサービスの利用意向も３割を超えて高くなっています。

【発達障害のある方（18歳以上）】
【発達障害のある方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【在宅の方（18歳以上）】

【発達障害のある方（18歳未満）】
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　②日中活動系サービスの利用意向
　　在宅の方（18歳以上）では「短期入所（ショートステイ）」、発達障害のある方（18歳以上）では
　「就労定着支援」、18歳未満の方、発達障害のある方（18歳未満）では「放課後等デイサービス」が
　最も多くなっています。
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　④地域生活支援事業の利用意向
　　いずれも利用意向は「障害者相談支援事業」が最も多くなっています。

（11）サービス事業所について
　①開業年
　　「平成 26年以降」が最も多くなっています。

【在宅の方（18歳以上）】 【18歳未満の方】

【発達障害のある方（18歳以上）】 【発達障害のある方（18歳未満）】

　②提供しているサービス
　　「居宅介護」が最も多くなっています。
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　　いずれも利用意向は「障害者相談支援事業」が最も多くなっています。

（11）サービス事業所について
　①開業年
　　「平成 26年以降」が最も多くなっています。
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状

　③経営上の重視点
　　「職員の資質向上」が最も多くなっています。

　④サービスを提供する上での課題
　　「休日や夜間の対応が難しい」が最も多くなっています。

１　基本理念

　障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者が、
自らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、必要
な支援が多様な地域の担い手により提供される共生社会を構築する。

　本市の障害福祉が目指すべき方向性は、障害者が、その障害に起因して抱えるすべての生きづら

さの解消と、多様性を理解し尊重することができる共生社会の実現です。そのためには、すべての

人が障害特性や、障害者が努力をしている姿を理解し、障害者が自らの特性に合わせて、自らの選

択により、より良い生活を求める努力ができる環境をつくるとともに、その努力を地域のあらゆる

住民が、支え手・受け手に分かれるのでなく、地域・暮らし・生きがいをともに創り、高めあうこ

とができる社会を構築していくため、連携して様々な施策に取り組んでいくことが求められてい

ます。

　本市においては、平成８年度に策定した「障害者福祉推進計画」により、計画的に障害者施策の推

進に取組み、平成 18年度からは「障害者計画」「障害福祉計画」として、地域での生活の継続が可能

となるよう、障害者への支援の充実に努め、着実に障害福祉サービス等が進展してきました。

　しかし、共生社会の実現にあたり、障害者一人ひとりに寄り添う相談支援体制の整備、重度若し

くは特別な配慮を必要とする障害のある方へのサービス提供体制の整備、社会全体の障害者への

理解の不足の解消が、喫緊の課題として顕在化しており、これらの課題に中長期的な視点で対応す

るため、平成 29年４月に「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を策定しました。

　第５次となる本計画においては、この中長期指針で示された方向性を踏まえ、その第２段階の実

施計画として、障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者が、自

らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、必要な支援が多様な

地域の担い手により提供される共生社会の構築を目指します。

計画の基本的な考え方第３章
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運営資金の調達
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量的に、利用者の希望通り提供できていない
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質的に、利用者の希望通り提供できていない
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第１部　総　論　╱　第２章　本市の障害者の現状
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第１部　総　論　╱　第３章　計画の基本的な考え方

２　計画の視点
　基本理念を実現するための施策展開に当たっては、次の４つの視点に留意して、取り組むことと
します。

　①中長期指針を踏まえた将来を見据えた施策展開と利用者本位の支援
　　平成 29年４月に策定した「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」において示され
　た方向性を踏まえ、同指針の第２段階の実施計画として、より支援が必要な障害者への施策に重
　点的に取り組むとともに、相談支援、地域生活支援、保健・医療、教育、生活環境など幅広い分野
　を対象に、本市の障害者施策の推進の方向及び具体的方策を示す必要があります。
　　また、市の各分野における施策の企画・立案、実施等の各段階において、共生社会の実現を図
　るという観点から、各部門がそれぞれの事業について、障害者の高齢化・重度化への対応等、将
　来を見据えた障害者の視点に立った取組みが必要です。
　　更に、障害者の視点に立って施策展開するためには、当事者が各施策へ参加、参画することが
　重要であり、あらゆる機会を捉えて、障害者及び家族等のニーズや意見を、各施策に反映させて
　いくことが必要です。

　②ライフステージの全段階での相談とサービスの提供
　　共生社会を実現するため、障害者の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するととも
　に、障害者が必要とするサービスの提供を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくた
　めの取組みが必要です。
　　そのため、相談支援にあたっては、障害種別等によって異なる個々のニーズを的確に把握し、
　障害者のライフステージの全段階を通じた総合的な支援を行う必要があります。
　　また、サービスの提供にあたっては、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関
　係機関が連携を図り、切れ目のない支援を提供する体制を構築する必要があります。

　③誰もが安心して生活し、社会へ参加していくためのバリアフリー化の推進
　　障害者にやさしい社会は、障害者だけでなく、すべての市民にとってやさしい社会となります。
　　障害者の社会参加が進むにつれて、私たちの社会にあるバリアが見つかり、これらの地域にお
　ける障害者の自立や社会参加に係るバリアを一つひとつ無くすことで、すべての市民が自分ら
　しく生活できる共生社会が実現できます。
　　本市では、障害者への理解の促進や施設・設備の整備といったソフト、ハード両面にわたる社
　会のバリアフリー化の取組みについて、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会
　の開催決定を契機として進めてきましたが、この取組みを更に進める必要があります。

　④新しい生活様式の実践
　　令和２年５月、新型コロナウイルス感染症が流行する中、長期間にわたる感染拡大を防止する
　ため、国から「新しい生活様式」の実践例が示されました。
　　「新しい生活様式」の実践にあたっては、障害特性の理解も不可欠です。例えば、身体的距離を
　確保することも、視覚障害者にとって容易ではないこともあります。また、マスクの着用をすれ
　ば、聴覚障害者が口話をする妨げになることもあります。更に、手洗いの徹底は、肢体不自由のあ
　る身体障害者や知的障害者にとって、支援や工夫がなければ難しいこともあります。
　　各施策は、「新しい生活様式」を踏まえ推進しますが、いずれの施策についても障害者の視点
　に立つとともに、障害特性に対して配慮する必要があります。
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３　計画の構成

１　現状と課題
　令和元年度に本市が実施した障害者生活実態・意向調査において、在宅で生活する 18 歳以上
の障害者の主な介助者が 60歳以上の割合は、知的障害で 46.4％、精神障害で 51.1％となってい
ます。
　そのため、障害者本人の日常生活を支援している親に代わって、障害者本人の支援における連携
体制、障害者本人の意思を尊重した様々なサービスや生活支援のコーディネート役、日常生活を維
持するためのきめ細やかなサービスの提供、障害者本人の住まいの確保が、介助者の高齢化及び親
亡き後の支援に関する喫緊の課題となっています。
　また、これらの課題は、親が支援できなくなることに備え、円滑にサービスにつながるよう各制
度の普及、啓発及び相談支援体制の充実が必要です。

　※「親亡き後を見据えた支援」について
　　本計画においては、親（保護者）が亡くなった後の支援だけでなく、主たる介護者が何らかの事
　情により、支援が行えなくなった後（親が病気等により支援出来なくなった場合も含む。）の支援
　とします。

　第４次千葉市障害者計画では、千葉市地域自立支援協議会運営事務局会議からの提言を踏まえ、
より支援が必要な障害者への支援策を「重点課題」として設定していました。
　本計画では、令和元年度に本市が実施した障害者生活実態・意向調査の結果を踏まえ、これらの
課題を引き続き重点課題と設定します。

第２部　各　　論

重点課題第１章

親亡き後を見据えた支援重点課題Ⅰ重点課題Ⅰ

総　論

障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者が、自ら
の特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、必要な支
援が多様な地域の担い手により提供される共生社会を構築する。

誰もが安心して生活し、社会へ参加していくためのバリアフリー化の推進

新しい生活様式の実践

重点課題　Ⅰ親亡き後を見据えた支援　Ⅱ発達障害者への支援　Ⅲ重度の障害のある方たちへの支援

5　理解促進・社会参加の推進・オリパラレガシー　～心のバリアフリーとレガシーの継承～

1　相談支援の充実　～身近な相談支援体制の充実とその連携～

2　地域生活支援の充実　～自立した生活を営むための支援の充実～

3　保健・医療の充実　～保健や医療分野との効果的な連携と地域包括ケアシステムの構築～

4　障害児に対する支援の充実　～子どもの成長に合わせた切れ目のない支援体制の充実～

6　生活環境の整備　～社会的障壁の除去と安心・安全な環境づくり～

基本理念

計画の
視　点

中長期指針を踏まえた将来を見据えた施策展開と利用者本位の支援

関係機関・地域等との連携

進行管理と評価

計画の弾力的運用

ライフステージの全段階での相談とサービスの提供

計
画
の
体
系（
6
つ
の
基
本
目
標
）

計
画
の
推
進

各　論

障害福祉サービスの見込量等（第 6期障害福祉計画）

障害児通所支援等の見込量等（第 2期障害児福祉計画）
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重点課題　Ⅰ親亡き後を見据えた支援　Ⅱ発達障害者への支援　Ⅲ重度の障害のある方たちへの支援

5　理解促進・社会参加の推進・オリパラレガシー　～心のバリアフリーとレガシーの継承～

1　相談支援の充実　～身近な相談支援体制の充実とその連携～

2　地域生活支援の充実　～自立した生活を営むための支援の充実～

3　保健・医療の充実　～保健や医療分野との効果的な連携と地域包括ケアシステムの構築～

4　障害児に対する支援の充実　～子どもの成長に合わせた切れ目のない支援体制の充実～

6　生活環境の整備　～社会的障壁の除去と安心・安全な環境づくり～

基本理念

計画の
視　点

中長期指針を踏まえた将来を見据えた施策展開と利用者本位の支援

関係機関・地域等との連携

進行管理と評価

計画の弾力的運用

ライフステージの全段階での相談とサービスの提供

計
画
の
体
系（
6
つ
の
基
本
目
標
）

計
画
の
推
進

各　論

障害福祉サービスの見込量等（第 6期障害福祉計画）

障害児通所支援等の見込量等（第 2期障害児福祉計画）
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２　対応方針
　
　これらの課題に対応するため、次の項目に重点的に取り組んで行きます。
　（１）成年後見制度の利用促進
　　　親が健在のうちに、成年後見人候補者を決定するなど、障害者本人の生活状況や趣味・嗜好
　　などを理解して引き継げるよう、本制度の普及啓発を行っていきます。

　（２）親亡き後の住居への対応
　　　地域生活の受け皿であるグループホームの整備を促進するとともに、重度の障害者に対応
　　できるようグループホームへの支援について検討します。
　　　また、親亡き後も障害者が住みなれた我が家での一人暮らしができるよう、法定サービス等
　　の充実を図ります。

　（３）相談支援体制の充実
　　　障害者基幹相談支援センター等において、障害者が住み慣れた地域で暮らしていくために
　　必要な相談支援を実施します。また、地域自立支援協議会を中心に障害福祉サービス事業所を
　　はじめとする地域の多様な社会資源の参画や協力を得て、ネットワークの構築を推進します。

事　業　内　容事　業　名 掲載ページ

42ページ障害者相談員事業
　市から委託された身体障害者相談員・知的障害者相談員が、身体・知的障害者
（児）、その家族等からの身近な問題について相談に応じます。
　また、定期的に相談員に対する研修を行い、知識の向上に努めます。

43ページ
地域自立支援協議会
運営

　障害者の地域生活を支援するためのシステム作りや関係機関のネットワーク
の構築等に向けて定期的に協議を行います。

42ページ
障害福祉サービス等
利用支援コーディネーター
設置事業

　各保健福祉センターにコーディネーターを配置し、障害者等の相談をはじめ、
障害支援区分の調査、事業者との連絡調整等を行います。

事　業　内　容事　業　名 掲載ページ

44ページ

＜親亡き後を見据えた支援に関する主な事業＞

成年後見支援センター
運営事業

　成年後見制度の普及・啓発、専門相談、申立手続支援、市民後見人の養成などを
行い、制度に対する市民の理解を深め、利用促進を図ります。

44ページ
成年後見制度利用
支援事業

　判断能力が不十分なために契約締結などの法律行為が困難な方が成年後見制
度を円滑に利用できるよう、後見開始の審判請求費用や後見人などの報酬を助成
します。

44ページ

日常生活自立支援事業
　判断能力が不十分なために適切なサービスの利用が困難な方が、住みなれた地
域で安心して自立した生活が送れるように、千葉市社会福祉協議会が、福祉サー
ビスの利用援助や日常的な金銭管理を支援します。

44ページ

法人後見事業 　千葉市社会福祉協議会が、成年後見人等を家庭裁判所より受任し、市民との協
働により判断能力が十分でない方の権利擁護や財産管理を支援します。 44ページ

消費者被害の防止 　消費者被害防止に関する見守り講座の実施や情報提供など、悪質商法等による
被害に遭わないための支援などを推進します。

48ページ
障害者グループホーム
の整備

　住み慣れた地域で継続して生活できるよう、日常生活の援助等を受けながら共
同生活を行うグループホームの整備を促進します。

41ページ相談支援事業
　障害者等が適切なサービスを利用するためのケアマネジメントを行う計画相
談支援や、施設等から地域への移行及びその定着を支援するため、相談や情報提
供などを行います。

41ページ
障害者基幹相談
支援センター

　障害のある方が住み慣れた地域でその人らしく暮らしていくために、日常生活
や社会参加などに関するさまざまな相談に応じます。また、地域の方や関係機関
と連携し、障害のある方を地域全体で支える地域づくりに取り組みます。

42ページ
地域生活支援拠点の
整備

　障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、緊急時の受入
れ・対応等の様々な支援を行います。
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１　現状と課題
　平成24年度に文部科学省が実施した調査において、学習面又は行動面で著しい困難を示すとさ
れた児童の割合は6.5％でした。本市において発達障害の可能性があり特別な教育的支援を必要と
する児童数をこの数値から推計すると約１万人になります。
　また、強度行動障害などの非常に重度の行動障害のある方たちの受け入れ先が無い状況や、ＡＳ
Ｄ（自閉症スペクトラム）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害、注意欠如多動性障害）、ＬＤ（学習障害）
等の周囲の方に気づかれにくい発達障害を抱える方、強度ではないが行動障害のある方、更には、
症状があるものの、診断基準を満たさない状態のいわゆるグレーゾーンといわれる方に対する支
援や発達障害の特性への理解が十分でない状況があります。
　これらの現状に対し、発達障害に関する専門的な相談支援機関が、相談対応に追い付かない状況
であるとともに、地域の関係機関の連携の不足や様々な発達障害の種類に対応した事業所の不足、
強度行動障害者の家族への支援が喫緊の課題となっています。
　
２　対応方針
　
　これらの課題に対応するため、次の項目に重点的に取り組んで行きます。
　（１）相談支援体制の充実
　　　関係機関への支援（機関支援）を通じて地域の発達障害に関する対応力を向上させるととも
　　に、気軽に相談できる場の創出を検討します。
　（２）地域の関係機関の連携の仕組みづくり
　　　子どもの成長にあわせて、地域で関わる関係機関は変化していくため、成長段階に応じた発
　　達障害者本人の情報を関係機関が共有できる仕組みを検討します。
　　　また、複数の関係機関が関わる場合、十分な連携が図れるよう、必要に応じて関係者間での
　　話し合いの会議が設けられるなど、連携の強化を検討します。
　（３）強度行動障害者への対応
　　　強度行動障害者を受け入れる障害福祉サービス事業所等にインセンティブを付与します。
　　　また、親や支援者による不適切な対応の積み重ね（合理的配慮の欠如）により発生してしま
　　う二次障害を防ぐよう理解を促進することを検討します。

発達障害者への支援重点課題Ⅱ重点課題Ⅱ

54 ページ療育センター運営事業

　障害児の早期発見、早期療育の観点から、相談、指導、診断、検査、判定等を行い、
障害に応じた訓練等を行うとともに、個別指導や保護者への相談支援を行います。
　また、障害児とその保護者の抱える課題の解決や適切なサービス利用のため、
計画作成やサービス事業者との連絡調整等を行います。

51ページ

57ページ

56ページ

56ページ

56ページ

56ページ

55ページ

55ページ

55ページ

55ページ

養育支援訪問事業

要配慮保育事業

　育児不安の強い家庭や乳幼児健診未受診者に保健師等による家庭訪問を行い、
育児不安や育児ストレスの解消を図るとともに、乳幼児健診の受診勧奨を行い、
障害の早期発見・早期療育を促します。

私立幼稚園特別支援
教育費補助事業

　障害のある幼児の就園の機会の拡大を図ると共に、障害のある幼児の在籍する
私立幼稚園における特別支援教育の充実と振興及び保護者の教育費負担軽減を
図るため、市内私立幼稚園設置者及び公益社団法人千葉市幼稚園協会に対し補助
金を交付します。

障害児保育・
特別支援教育補助

　障害のある子どもを受け入れる教育・保育施設及び地域型保育事業所に対し、
障害児保育・特別支援教育の実施に必要な職員加配に係る経費に対する補助金
を交付します。

障害児保育等に係る
巡回相談

　障害児保育・特別支援教育を実施する教育・保育施設及び地域型保育事業所
を市嘱託職員が巡回し、障害のある子どもの経過観察、職員への助言・指導等を
行います。

障害児保育・特別支援
教育に関する研修

幼保小関連教育
推進事業

　すべての教育・保育施設及び地域型保育事業所が参加可能な研修を実施し、専
門知識の習得や技能の向上を図ります。

　幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、小学校と近隣の幼稚園・
保育所が連携して交流活動を行うことで、入学当初の学校生活への適応を容易に
します。

養護教育センター
教育相談事業

　特別な支援が必要な幼児（年長）、児童生徒、その保護者及び教職員等に対して、
一人ひとりの教育的ニーズに対応した的確な指導が行えるよう、電話相談・来所
相談・医療相談・学校訪問相談を行います。

特別支援教育指導員
配置事業

　小中学校の通常の学級に在籍する緊急に対応が必要なＡＤＨＤ（注意欠如／多
動症）等の児童生徒に対して、特別支援教育指導員を配置して、対象児童生徒の学
習面や行動面等の困難さの改善を図ります。

53ページ
かかりつけ医等発達障害
対応力向上研修事業

　かかりつけ医等の医療関係者を対象に、発達障害に係る研修を開催し、地域に
おける発達障害への対応力の向上を図ります。

　原則として、すべての認定こども園、保育所及び地域型保育事業所において、障
害のある子どもの受入れが可能な体制を整えます。

子どもルーム事業 　原則として、すべての子どもルームにおいて、障害のある子どもの受入れが可
能な体制を整えます。

43ページ
発達障害等に関する
巡回相談員整備事業

　専門知識を有する相談員が幼稚園・保育所等を巡回し、施設職員や保護者等に対
し、発達障害の疑いのある児童の早期発見・早期対応のための助言等を行います。

51ページ乳幼児健康診査事業
　４か月・１歳６か月・３歳児健康診査等を実施し、先天性の疾患、運動機能、視
聴覚等の障害、発達の遅れ等の早期発見・早期療育を促すとともに、育児不安を
持つ保護者に対する援助を行い、育児支援を図ります。

事　業　内　容事　業　名 掲載ページ

43ページ

＜発達障害者への支援に関する主な事業＞

発達障害者支援センター
運営

　発達障害者支援を総合的に行う地域の拠点として、本人や家族等からの相談に
応じるとともに、療育に関する指導や助言を行います。
　また、関係機関との連携強化を図り、地域における総合的な支援体制の整備に
努めます。
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強度行動障害者の家族への支援が喫緊の課題となっています。
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発達障害者への支援重点課題Ⅱ重点課題Ⅱ
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　原則として、すべての認定こども園、保育所及び地域型保育事業所において、障
害のある子どもの受入れが可能な体制を整えます。

子どもルーム事業 　原則として、すべての子どもルームにおいて、障害のある子どもの受入れが可
能な体制を整えます。

43ページ
発達障害等に関する
巡回相談員整備事業

　専門知識を有する相談員が幼稚園・保育所等を巡回し、施設職員や保護者等に対
し、発達障害の疑いのある児童の早期発見・早期対応のための助言等を行います。

51ページ乳幼児健康診査事業
　４か月・１歳６か月・３歳児健康診査等を実施し、先天性の疾患、運動機能、視
聴覚等の障害、発達の遅れ等の早期発見・早期療育を促すとともに、育児不安を
持つ保護者に対する援助を行い、育児支援を図ります。

事　業　内　容事　業　名 掲載ページ

43ページ

＜発達障害者への支援に関する主な事業＞

発達障害者支援センター
運営

　発達障害者支援を総合的に行う地域の拠点として、本人や家族等からの相談に
応じるとともに、療育に関する指導や助言を行います。
　また、関係機関との連携強化を図り、地域における総合的な支援体制の整備に
努めます。
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重度の障害のある方たちへの支援重点課題Ⅲ重点課題Ⅲ

１　現状と課題
　平成 25年度に本市が実施した調査では、医療的ケアを必要とする障害者の介護者の約 80％が
将来に不安を抱えており、そのうち約 10％はこのままでは介護を続けることが難しいと回答して
います。また、丸１日介護を休めた日について、１年以上前、若しくは介護を始めてから１日も休め
ていないと回答した方が約半数にのぼりました。
　その後、医療的ケアに対応できる事業所が増え、国においても法改正における課題の一つとして
取り上げられるなど、状況は着実に変化していますが、現状では、障害者団体等から特別支援学校
卒業後に通える障害福祉サービス事業所が不足しているとの意見があるなど、非常に困難な状況
にあります。
　そのため、医療的ケアなどの重度の障害に対応できる障害福祉サービス事業所などの不足、専門
的な相談支援機関や計画相談支援事業所の不足、医療と福祉の連携、教育機関での対応、重度の障
害者の意思決定のプロセス確保が喫緊の課題となっています。
　
２　対応方針
　
　これらの課題に対応するため、次の項目に重点的に取り組んで行きます。
　（１）重度の障害者に対応できる障害福祉サービス等の推進
　　　医療的ケア等を必要とするなど重度の障害のある方に対応できる事業所や人員の確保に努
　　めます。
　（２）教育機関での対応
　　　普通学校に所属する医療的ケア等を必要とするなど重度の障害のある児童に対する看護師
　　巡回サービス等の体制を拡充していきます。

57ページ特別支援教育介助員
配置事業

　特別支援教育介助員を配置し、小学校及び中学校に在籍する常時介助が必要な
児童生徒の安全を確保します。

57ページ言語障害・難聴等
通級指導教室の増設

　通常の学級に在籍するＬＤ(学習障害）や発達障害等の児童生徒を対象とした
通級指導教室を増設します。

57ページスクールカウンセラー
活用事業

　児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有するカウンセラーを配
置し、児童生徒等の悩みの解消にあたります。

事　業　内　容事　業　名 掲載ページ

57ページ
長柄ハッピーキャンプ
事業

　発達障害等の可能性のある児童生徒を対象に、豊かな自然環境の中で、宿泊体
験など様々な体験活動を通しながら、基本的な生活習慣等を身につけ、自主性・
社会性を高めるため、長柄ハッピーキャンプ事業を実施します。

58ページ
学校訪問相談員派遣
事業

　通常の学級に在籍するＡＤＨＤ（注意欠陥／多動症）等の児童生徒の教育的
ニーズに対応した的確な指導が行えるよう、小中学校に学校訪問相談員を派遣し
て、学校管理職や教職員に対する指導助言を行い、学校支援体制を確立し、児童生
徒の困難な状況を改善していけるように支援します。

58ページ教職員研修運営事業
　各種研修講座、研究を定期的に行い、特別支援教育に関わる教職員の資質の向
上を図ります。

47ページ
強度行動障害者支援
加算事業

　強度行動障害者の支援を行う施設が生活支援員等の加配などを行った場合、必
要な経費の一部を助成します。

事　業　内　容事　業　名 掲載ページ

46ページ

＜重度の障害のある方たちへの支援に関する主な事業＞

訪問系サービス事業 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を実施します。

46ページ
日中活動系サービス
事業

　生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・
Ｂ型）、就労定着支援、療養介護、短期入所サービスを実施します。

46ページ移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者に対し、外出のための支援を行います。

49ページ
日常生活用具費支給等
事業

　在宅の重度障害者（児）、難病患者（児）の日常生活の便宜を図るため、日常生活
用具費を支給します。
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　障害者が地域で安心して暮らしていくためには、障害福祉サービス等の提供体制の確保ととも
に、障害者個々の心身の状況、サービスの利用意向や家族の意向を踏まえたサービスの適切な利用
を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制が必要です。
　そのためには、日常生活のあらゆることを気軽に相談できる相談支援体制を一層強化するとと
もに、より専門性を備えた相談員を配置することが求められています。
　また、相談支援にあたっては、障害者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、障害者等及
びその家族が抱える複合的な問題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等、行政機
関とその他関係機関との連携が求められています。
　更に、当事者からの相談に応えるだけでなく、障害者等の自己決定を尊重する観点から、自ら意
思決定を表明することが困難な障害者への意思決定の支援に配慮することが求められています。
　加えて、障害者差別その他の権利利益を侵害する行為を禁止するとともに、社会的障壁を除去す
るための合理的配慮が提供されるよう、理解の促進を図ることが求められています。
　
　（１）身近な相談支援機関の充実
　　　障害者や家族介助者の不安を軽減するとともに、地域で福祉に関する様々な相談を気軽に
　　できるよう、障害福祉サービス事業所をはじめとする地域の多様な社会資源の参画や協力を
　　得ながら、地域の中で障害者を支えていく仕組みを強化します。
　　　また、相談支援機関同士の連携を強化するとともに、障害者への様々な支援が切れ目なく提
　　供できる仕組みを構築します。
　　　更に、障害福祉サービスや相談支援機関の利用に結びつくよう、その存在や利用方法等につ
　　いて周知を図っていきます。

基本目標第２章
基本目標 1基本目標 1
相談支援の充実　～身近な相談支援機関の充実とその連携～

46 ページ
障害福祉サービス
事業所の開設支援

　新たに障害福祉サービス事業への参入を検討している者を対象に、講座（障害
者支援版起業塾）を開設し、障害福祉サービス事業所への参入を支援します。

43ページ
在宅医療・
介護連携推進事業

　医療機関、あんしんケアセンター、障害者基幹相談支援センターなどの医療福
祉専門職への相談支援、会議・研修の開催や市民向けの在宅医療介護連携の普及
啓発を行います。

47ページ
喀痰吸引等研修促進
事業

　喀痰吸引等を実施できるヘルパーを増やすため、ヘルパー等が研修（第三号研
修）を受ける費用を助成します。

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

相談支援事業

障害者基幹相談
支援センター

1

2

　障害者等が適切なサービスを利用するためのケアマネジメントを行う計
画相談支援や、施設等から地域への移行及びその定着を支援するため、相談
や情報提供などを行います。

　障害のある方が住み慣れた地域でその人らしく暮らしていくために、日常
生活や社会参加などに関するさまざまな相談に応じます。また、地域の方や
関係機関と連携し、障害のある方を地域全体で支える地域づくりに取り組み
ます。

事　業　内　容事　業　名 掲載ページ

48ページ
障害者グループホームの
整備

　住み慣れた地域で継続して生活できるよう、日常生活の援助等を受けながら共
同生活を行うグループホームの整備を促進します。

56ページスクールメディカル
サポート事業

　千葉市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とす
る児童生徒に対し、医療的行為を行う看護師を派遣します。

54ページ桜木園運営事業 重症心身障害児に入所支援を通じて、治療や日常生活の指導を行います。

56ページ
特定教育・保育施設に
おける医療的ケアが必
要な子どもへの対応

特定教育・保育施設における医療的ケアが必要な子どもへの対応を実施します。

【主な事業】
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第２部　各　論　╱　第１章　重点課題

　障害者が地域で安心して暮らしていくためには、障害福祉サービス等の提供体制の確保ととも
に、障害者個々の心身の状況、サービスの利用意向や家族の意向を踏まえたサービスの適切な利用
を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制が必要です。
　そのためには、日常生活のあらゆることを気軽に相談できる相談支援体制を一層強化するとと
もに、より専門性を備えた相談員を配置することが求められています。
　また、相談支援にあたっては、障害者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、障害者等及
びその家族が抱える複合的な問題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等、行政機
関とその他関係機関との連携が求められています。
　更に、当事者からの相談に応えるだけでなく、障害者等の自己決定を尊重する観点から、自ら意
思決定を表明することが困難な障害者への意思決定の支援に配慮することが求められています。
　加えて、障害者差別その他の権利利益を侵害する行為を禁止するとともに、社会的障壁を除去す
るための合理的配慮が提供されるよう、理解の促進を図ることが求められています。
　
　（１）身近な相談支援機関の充実
　　　障害者や家族介助者の不安を軽減するとともに、地域で福祉に関する様々な相談を気軽に
　　できるよう、障害福祉サービス事業所をはじめとする地域の多様な社会資源の参画や協力を
　　得ながら、地域の中で障害者を支えていく仕組みを強化します。
　　　また、相談支援機関同士の連携を強化するとともに、障害者への様々な支援が切れ目なく提
　　供できる仕組みを構築します。
　　　更に、障害福祉サービスや相談支援機関の利用に結びつくよう、その存在や利用方法等につ
　　いて周知を図っていきます。

基本目標第２章
基本目標 1基本目標 1
相談支援の充実　～身近な相談支援機関の充実とその連携～

46 ページ
障害福祉サービス
事業所の開設支援

　新たに障害福祉サービス事業への参入を検討している者を対象に、講座（障害
者支援版起業塾）を開設し、障害福祉サービス事業所への参入を支援します。

43ページ
在宅医療・
介護連携推進事業

　医療機関、あんしんケアセンター、障害者基幹相談支援センターなどの医療福
祉専門職への相談支援、会議・研修の開催や市民向けの在宅医療介護連携の普及
啓発を行います。

47ページ
喀痰吸引等研修促進
事業

　喀痰吸引等を実施できるヘルパーを増やすため、ヘルパー等が研修（第三号研
修）を受ける費用を助成します。

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

相談支援事業

障害者基幹相談
支援センター

1

2

　障害者等が適切なサービスを利用するためのケアマネジメントを行う計
画相談支援や、施設等から地域への移行及びその定着を支援するため、相談
や情報提供などを行います。

　障害のある方が住み慣れた地域でその人らしく暮らしていくために、日常
生活や社会参加などに関するさまざまな相談に応じます。また、地域の方や
関係機関と連携し、障害のある方を地域全体で支える地域づくりに取り組み
ます。

事　業　内　容事　業　名 掲載ページ

48ページ
障害者グループホームの
整備

　住み慣れた地域で継続して生活できるよう、日常生活の援助等を受けながら共
同生活を行うグループホームの整備を促進します。

56ページスクールメディカル
サポート事業

　千葉市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とす
る児童生徒に対し、医療的行為を行う看護師を派遣します。

54ページ桜木園運営事業 重症心身障害児に入所支援を通じて、治療や日常生活の指導を行います。

56ページ
特定教育・保育施設に
おける医療的ケアが必
要な子どもへの対応

特定教育・保育施設における医療的ケアが必要な子どもへの対応を実施します。

【主な事業】
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（２）専門的な相談支援体制の強化
　　　障害が多様化・複雑化していく中で、発達障害者支援センター、こころの健康センターなど
　　における専門性の高い相談支援体制の充実を図るとともに、地域自立支援協議会などを通じ
　　て、強度行動障害のある方や医療的ケアを必要とする方などの事例に対応していくための相
　　談に応じる職員のスキルアップを図っていきます。

障害者
自立支援課

発達障害者支援センター
運営９

　発達障害者支援を総合的に行う地域の拠点として、本人や家族等からの相
談に応じるとともに、療育に関する指導や助言を行います。
　また、関係機関との連携強化を図り、地域における総合的な支援体制の整
備に努めます。

障害者
自立支援課

発達障害等に関する
巡回相談員整備事業10

　専門知識を有する相談員が幼稚園・保育所等を巡回し、施設職員や保護者
等に対し、発達障害の疑いのある児童の早期発見・早期対応のための助言等
を行います。

精神保健
福祉課

ひきこもり地域支援
センター運営12

　ひきこもりの状態にある方やその家族からの相談に応じ、適切な助言を行
うとともに、家庭訪問などのアウトリーチ型の支援を行います。

精神保健
福祉課

「こころと命の相談室」
運営13

　自殺対策として、月・金曜日（毎週・夜間）と土曜日（月２回・日中）・日曜
日（月１回・日中）に、産業カウンセラー等が職場の問題、生活の不安、心の健
康等について相談に応じます。

在宅医療・
介護連携
支援センター

教育委員会
養護教育センター

在宅医療・
介護連携推進事業14

　医療機関、あんしんケアセンター、障害者基幹相談支援センターなどの医
療福祉専門職への相談支援、会議・研修の開催や市民向けの在宅医療介護連
携の普及啓発を行います。

健康支援課
小児慢性特定疾病
児童等自立支援事業17

　小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提
供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行います。

障害福祉
サービス課

地域自立支援協議会
運営18

　障害者の地域生活を支援するためのシステム作りや関係機関のネット
ワークの構築等に向けて定期的に協議を行います。

養護教育センター
教育相談事業

障害福祉
サービス課障害児等療育支援事業16

　身近な地域で療育指導等が受けられるよう支援事業者が訪問又は外来に
よる療育相談等を行います。また、施設に対し、療育に関する技術指導等も行
います。

健康支援課難病相談事業15
　難病患者やその家族からの療養生活の相談に応じ、必要な情報の提供及び
助言等を行います。

精神保健
福祉課精神保健福祉相談事業11

　市民の心の健康の保持増進や精神疾患の早期発見、早期治療及び精神障害
者の社会復帰を促進するため、こころの健康センター、保健福祉センターで相
談に応じるとともに、訪問指導や受療援助等、状況に応じた支援を行います。

【主な事業】

＊No．96を参照

再掲
（10）

障害福祉
サービス課

地域生活支援拠点の
整備３

　障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、緊急時の
受入れ・対応等の様々な支援を行います。

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

計画相談支援推進
事業補助金４

　計画相談支援事業所が相談支援専門員を新規雇用等した場合に補助を行
うことで、計画相談支援の質と量の向上を図ります。

地域福祉課

地域福祉課

コミュニティ
ソーシャルワーク機能
の強化

5
　地域住民等による地域生活課題の解決力を強化し、かつ、地域住民等では
解決できない複合的・分野横断的な地域生活課題を包括的に受け止める相
談支援体制の構築を図ります。

障害者
自立支援課障害者相談員事業６

　市から委託された身体障害者相談員・知的障害者相談員が、身体・知的障
害者（児）、その家族等からの身近な問題についての相談に応じます。
　また、定期的に相談員に対する研修を行い、知識の向上に努めます。

民生委員・
児童委員研修8

　民生委員・児童委員の各種研修会で障害の特性などについての知識を深
めます。

障害者
自立支援課

発達障害等に関する
巡回相談員整備事業 　＊No．10を参照

再掲
（96）

再掲
（96）

再掲
（98）

再掲
（100）

教育委員会
養護教育センター

養護教育センター
教育相談事業 　＊No．96を参照

再掲
（11）

精神保健
福祉課精神保健福祉相談事業 　＊No．11を参照

障害福祉サービス等
利用支援コーディネーター
設置事業

7
　各保健福祉センターにコーディネーターを配置し、障害者等の相談をはじ
め、障害支援区分の調査、事業者との連絡調整等を行います。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

教育委員会
教育支援課

教育委員会
教育支援課
教育委員会
教育支援課

スクールカウン
セラー活用事業

学校生活支援事業

⑥ 　＊No．98-⑥を参照

① 教育相談指導教室事業
（不登校生徒・中学）

不登校児童・生徒に対する相談、指導事業

　＊No．100-①を参照

② 教育相談事業
（不登校・いじめ） 　＊No．100-②を参照

再掲
（98） 教育委員会

教育支援課
スクールカウン
セラー活用事業

学校生活支援事業

⑥ 　＊No．98-⑥を参照

再掲
（100）

教育委員会
教育支援課
教育委員会
教育支援課

① 教育相談指導教室事業
（不登校生徒・中学）

不登校児童・生徒に対する相談、指導事業

　＊No．100-①を参照

②
教育相談事業
（不登校・いじめ） 　＊No．100-②を参照
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（２）専門的な相談支援体制の強化
　　　障害が多様化・複雑化していく中で、発達障害者支援センター、こころの健康センターなど
　　における専門性の高い相談支援体制の充実を図るとともに、地域自立支援協議会などを通じ
　　て、強度行動障害のある方や医療的ケアを必要とする方などの事例に対応していくための相
　　談に応じる職員のスキルアップを図っていきます。

障害者
自立支援課

発達障害者支援センター
運営９

　発達障害者支援を総合的に行う地域の拠点として、本人や家族等からの相
談に応じるとともに、療育に関する指導や助言を行います。
　また、関係機関との連携強化を図り、地域における総合的な支援体制の整
備に努めます。

障害者
自立支援課

発達障害等に関する
巡回相談員整備事業10

　専門知識を有する相談員が幼稚園・保育所等を巡回し、施設職員や保護者
等に対し、発達障害の疑いのある児童の早期発見・早期対応のための助言等
を行います。

精神保健
福祉課

ひきこもり地域支援
センター運営12

　ひきこもりの状態にある方やその家族からの相談に応じ、適切な助言を行
うとともに、家庭訪問などのアウトリーチ型の支援を行います。

精神保健
福祉課

「こころと命の相談室」
運営13

　自殺対策として、月・金曜日（毎週・夜間）と土曜日（月２回・日中）・日曜
日（月１回・日中）に、産業カウンセラー等が職場の問題、生活の不安、心の健
康等について相談に応じます。

在宅医療・
介護連携
支援センター

教育委員会
養護教育センター

在宅医療・
介護連携推進事業14

　医療機関、あんしんケアセンター、障害者基幹相談支援センターなどの医
療福祉専門職への相談支援、会議・研修の開催や市民向けの在宅医療介護連
携の普及啓発を行います。

健康支援課
小児慢性特定疾病
児童等自立支援事業17

　小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提
供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行います。

障害福祉
サービス課

地域自立支援協議会
運営18

　障害者の地域生活を支援するためのシステム作りや関係機関のネット
ワークの構築等に向けて定期的に協議を行います。

養護教育センター
教育相談事業

障害福祉
サービス課障害児等療育支援事業16

　身近な地域で療育指導等が受けられるよう支援事業者が訪問又は外来に
よる療育相談等を行います。また、施設に対し、療育に関する技術指導等も行
います。

健康支援課難病相談事業15
　難病患者やその家族からの療養生活の相談に応じ、必要な情報の提供及び
助言等を行います。

精神保健
福祉課精神保健福祉相談事業11

　市民の心の健康の保持増進や精神疾患の早期発見、早期治療及び精神障害
者の社会復帰を促進するため、こころの健康センター、保健福祉センターで相
談に応じるとともに、訪問指導や受療援助等、状況に応じた支援を行います。

【主な事業】

＊No．96を参照

再掲
（10）

障害福祉
サービス課

地域生活支援拠点の
整備３

　障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、緊急時の
受入れ・対応等の様々な支援を行います。

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

計画相談支援推進
事業補助金４

　計画相談支援事業所が相談支援専門員を新規雇用等した場合に補助を行
うことで、計画相談支援の質と量の向上を図ります。

地域福祉課

地域福祉課

コミュニティ
ソーシャルワーク機能
の強化

5
　地域住民等による地域生活課題の解決力を強化し、かつ、地域住民等では
解決できない複合的・分野横断的な地域生活課題を包括的に受け止める相
談支援体制の構築を図ります。

障害者
自立支援課障害者相談員事業６

　市から委託された身体障害者相談員・知的障害者相談員が、身体・知的障
害者（児）、その家族等からの身近な問題についての相談に応じます。
　また、定期的に相談員に対する研修を行い、知識の向上に努めます。

民生委員・
児童委員研修8

　民生委員・児童委員の各種研修会で障害の特性などについての知識を深
めます。

障害者
自立支援課

発達障害等に関する
巡回相談員整備事業 　＊No．10を参照

再掲
（96）

再掲
（96）

再掲
（98）

再掲
（100）

教育委員会
養護教育センター

養護教育センター
教育相談事業 　＊No．96を参照

再掲
（11）

精神保健
福祉課精神保健福祉相談事業 　＊No．11を参照

障害福祉サービス等
利用支援コーディネーター
設置事業

7
　各保健福祉センターにコーディネーターを配置し、障害者等の相談をはじ
め、障害支援区分の調査、事業者との連絡調整等を行います。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

教育委員会
教育支援課

教育委員会
教育支援課
教育委員会
教育支援課

スクールカウン
セラー活用事業

学校生活支援事業

⑥ 　＊No．98-⑥を参照

① 教育相談指導教室事業
（不登校生徒・中学）

不登校児童・生徒に対する相談、指導事業

　＊No．100-①を参照

② 教育相談事業
（不登校・いじめ） 　＊No．100-②を参照

再掲
（98） 教育委員会

教育支援課
スクールカウン
セラー活用事業

学校生活支援事業

⑥ 　＊No．98-⑥を参照

再掲
（100）

教育委員会
教育支援課
教育委員会
教育支援課

① 教育相談指導教室事業
（不登校生徒・中学）

不登校児童・生徒に対する相談、指導事業

　＊No．100-①を参照

②
教育相談事業
（不登校・いじめ） 　＊No．100-②を参照
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（３）権利擁護の推進
　　　障害者が地域で安心して自立した生活を送れるよう、障害者の権利を擁護する様々な制度
　　の利用を促進するとともに、障害者虐待については、被虐待者への対応と同時に、家族や事業
　　所等への支援も行い、再発防止に努めます。

　（４）情報提供の充実
　　　障害者が利用できる各種福祉サービスはもとより生活に関わる情報まで、広報紙やイン
　　ターネット等を通じて的確な情報提供を行います。
　　　その際、カラーユニバーサルデザイン等に配慮したり、音声コードを付したりするなど、視
　　覚障害や聴覚障害などの特性に応じた情報提供、意思疎通に配慮します。
　　　また、障害者が意思疎通のための手段について選択する機会が確保され、円滑に意思表示や
　　コミュニケーションが行うことができるよう、手話通訳者など障害者のコミュニケーション
　　支援に関する知識・技能をもった支援者の養成及び派遣体制を充実することにより、障害者
　　の社会参加を促進します。

障害者
自立支援課

障害者福祉の
あんない発行事業25

　障害者が利用できる相談窓口や各種制度について、分野別に対象者、内容
を掲載した冊子を作成するとともに、ホームページに掲載し、情報提供に努
めます。なお、視覚障害者に配慮し、音声コードを添付するほか、点字版を作
成します。

障害者
自立支援課

26

27

28

29

30

31

障害者
自立支援課

新型コロナウイルス
感染症対策としての
遠隔手話通訳事業

　新型コロナウイルスの感染が疑われる又は本人の感染は疑われないが、医
療機関等の新型コロナウイルス感染予防対策により、医療機関への受診等に
係る手話通訳派遣を受けられない聴覚障害者等が、適切な情報保障を受けら
れるよう、感染の危険性がないタブレットによる遠隔手話通訳システムを導
入し、遠隔での手話通訳を行います。

障害者
自立支援課

点訳・朗読奉仕員
養成事業

　視覚障害者のコミュニケーション確保のため、点訳又は朗読に必要な技術
を持つ奉仕員を養成します。

広報広聴課＊No．43-④を参照市役所コールセンター
の運営

　視覚障害者に対し、点字により市政に関する情報を提供します。

障害者
自立支援課

　社会福祉法人日本視覚障害者団体連合が提供する毎日の新しい情報を点
字により提供します。

障害者
自立支援課

　手話通訳者を本庁舎及び各保健福祉センターに配置し、聴覚障害者等のコ
ミュニケーションの円滑化を図ります。

障害者
自立支援課

　手話通訳者・要約筆記者の派遣を行い、聴覚障害者等とその他の者の意思
疎通の円滑化を図ります。

障害者
自立支援課

　聴覚障害者の自立と社会参加の担い手となる手話通訳者を養成するため、
必要な知識や技術を指導します。また、千葉県と共同で手話通訳者全国統一
試験を実施します。

障害者
自立支援課

　聴覚障害者の自立と社会参加の担い手となる要約筆記者を養成するため、
必要な知識や技術を指導します。

障害者
自立支援課

　盲ろう者の自立と社会参加の担い手となる通訳・介助員を養成するため、点字又は手
話の知識を有する者に対して、盲ろう者に対する通訳及び移動等支援方法を指導します。

障害者
自立支援課

　盲ろう者のコミュニケーションや移動等を円滑に支援するため、盲ろう者
向け通訳・介助員を派遣します。

障害者
自立支援課

　夜間等に聴覚障害者等が急病等により医療機関への受診が必要となった
場合や事故等により警察から立ち会いを求められた場合等において、手話通
訳者派遣に係る受付・調整を行い、意志疎通の円滑化を図ります。

収集業務課
　市内在住の視覚障害者向けに「点字版家庭ごみの減量と出し方ガイドブッ
ク」を提供します。また、視覚障害者に配慮し「家庭ごみの減量と出し方ガイ
ドブック」に、音声コードを掲載します。

障害福祉
サービス課　視覚障害者に対し、音声録音により市政に関する情報を提供します。

議会事務局
調査課

　視覚障害者に対し、市議会の活動をお知らせするため、「ちば市議会だよ
り」の点字版と録音版（テープ・デイジー）を作成し、提供します。

【主な事業】

地域包括
ケア推進課

【主な事業】
事　業　内　容事　業　名No. 所管課

成年後見支援センター
運営事業

19
　地域における権利擁護支援の中核機関である成年後見支援センターを中心
として、成年後見制度の普及・啓発、専門相談、申立手続支援、市民後見人の養
成などを行い、制度に対する市民の理解を深め、利用促進を図ります。

地域福祉課法人後見事業22
　千葉市社会福祉協議会が、成年後見人等を家庭裁判所より受任し、市民との
協働により判断能力が十分でない方の権利擁護や財産管理を支援します。

消費生活
センター消費者被害の防止23

　消費者被害防止に関する見守り講座の実施や情報提供など、悪質商法等に
よる被害に遭わないための支援などを推進します。

障害者
自立支援課障害者虐待の防止24

　各保健福祉センターに障害者虐待防止センターを設置し、通報に対応する
とともに、一時的に保護する居室を確保するなど障害者の権利・尊厳を脅か
す虐待を防止します。更に、障害者を養護している家族等（養護者）が介護疲れ
などの原因で虐待を行わないよう、養護者の支援を行います。
　また、障害者虐待の防止に係る講演会などの啓発活動を実施します。

地域福祉課日常生活自立支援事業21
　判断能力が不十分なために適切なサービスの利用が困難な方が、住み慣れ
た地域で安心して自立した生活が送れるように、千葉市社会福祉協議会が、福
祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の支援を行います。

地域包括ケア推進課
障害者自立支援課

成年後見制度利用
支援事業

20
　判断能力が不十分なために契約締結などの法律行為や財産管理が困難な方
が成年後見制度を円滑に利用できるよう、後見等開始の審判請求費用や後見
人などの報酬を助成します。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

再掲
（43）

点字市政だより

情報提供における配慮に関する事業

①

点字即時情報
ネットワーク

④

家庭ごみの減量と
出し方ガイドブック
発行事業

⑤

声の市政だより②

市議会だより
点字版・録音版③

手話通訳者設置
事業

意思疎通支援事業

①

手話通訳者夜間等
派遣事業

②

手話通訳者・要約
筆記者派遣事業

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

①

盲ろう者向け通訳・
介助員派遣事業

②

手話通訳者養成事業

専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

①

要約筆記者養成事業②

盲ろう者向け通訳・
介助員養成事業

③

事　業　内　容事　業　名No. 所管課
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（３）権利擁護の推進
　　　障害者が地域で安心して自立した生活を送れるよう、障害者の権利を擁護する様々な制度
　　の利用を促進するとともに、障害者虐待については、被虐待者への対応と同時に、家族や事業
　　所等への支援も行い、再発防止に努めます。

　（４）情報提供の充実
　　　障害者が利用できる各種福祉サービスはもとより生活に関わる情報まで、広報紙やイン
　　ターネット等を通じて的確な情報提供を行います。
　　　その際、カラーユニバーサルデザイン等に配慮したり、音声コードを付したりするなど、視
　　覚障害や聴覚障害などの特性に応じた情報提供、意思疎通に配慮します。
　　　また、障害者が意思疎通のための手段について選択する機会が確保され、円滑に意思表示や
　　コミュニケーションが行うことができるよう、手話通訳者など障害者のコミュニケーション
　　支援に関する知識・技能をもった支援者の養成及び派遣体制を充実することにより、障害者
　　の社会参加を促進します。

障害者
自立支援課

障害者福祉の
あんない発行事業25

　障害者が利用できる相談窓口や各種制度について、分野別に対象者、内容
を掲載した冊子を作成するとともに、ホームページに掲載し、情報提供に努
めます。なお、視覚障害者に配慮し、音声コードを添付するほか、点字版を作
成します。

障害者
自立支援課

26

27

28

29

30

31

障害者
自立支援課

新型コロナウイルス
感染症対策としての
遠隔手話通訳事業

　新型コロナウイルスの感染が疑われる又は本人の感染は疑われないが、医
療機関等の新型コロナウイルス感染予防対策により、医療機関への受診等に
係る手話通訳派遣を受けられない聴覚障害者等が、適切な情報保障を受けら
れるよう、感染の危険性がないタブレットによる遠隔手話通訳システムを導
入し、遠隔での手話通訳を行います。

障害者
自立支援課

点訳・朗読奉仕員
養成事業

　視覚障害者のコミュニケーション確保のため、点訳又は朗読に必要な技術
を持つ奉仕員を養成します。

広報広聴課＊No．43-④を参照市役所コールセンター
の運営

　視覚障害者に対し、点字により市政に関する情報を提供します。

障害者
自立支援課

　社会福祉法人日本視覚障害者団体連合が提供する毎日の新しい情報を点
字により提供します。

障害者
自立支援課

　手話通訳者を本庁舎及び各保健福祉センターに配置し、聴覚障害者等のコ
ミュニケーションの円滑化を図ります。

障害者
自立支援課

　手話通訳者・要約筆記者の派遣を行い、聴覚障害者等とその他の者の意思
疎通の円滑化を図ります。

障害者
自立支援課

　聴覚障害者の自立と社会参加の担い手となる手話通訳者を養成するため、
必要な知識や技術を指導します。また、千葉県と共同で手話通訳者全国統一
試験を実施します。

障害者
自立支援課

　聴覚障害者の自立と社会参加の担い手となる要約筆記者を養成するため、
必要な知識や技術を指導します。

障害者
自立支援課

　盲ろう者の自立と社会参加の担い手となる通訳・介助員を養成するため、点字又は手
話の知識を有する者に対して、盲ろう者に対する通訳及び移動等支援方法を指導します。

障害者
自立支援課

　盲ろう者のコミュニケーションや移動等を円滑に支援するため、盲ろう者
向け通訳・介助員を派遣します。

障害者
自立支援課

　夜間等に聴覚障害者等が急病等により医療機関への受診が必要となった
場合や事故等により警察から立ち会いを求められた場合等において、手話通
訳者派遣に係る受付・調整を行い、意志疎通の円滑化を図ります。

収集業務課
　市内在住の視覚障害者向けに「点字版家庭ごみの減量と出し方ガイドブッ
ク」を提供します。また、視覚障害者に配慮し「家庭ごみの減量と出し方ガイ
ドブック」に、音声コードを掲載します。

障害福祉
サービス課　視覚障害者に対し、音声録音により市政に関する情報を提供します。

議会事務局
調査課

　視覚障害者に対し、市議会の活動をお知らせするため、「ちば市議会だよ
り」の点字版と録音版（テープ・デイジー）を作成し、提供します。

【主な事業】

地域包括
ケア推進課

【主な事業】
事　業　内　容事　業　名No. 所管課

成年後見支援センター
運営事業

19
　地域における権利擁護支援の中核機関である成年後見支援センターを中心
として、成年後見制度の普及・啓発、専門相談、申立手続支援、市民後見人の養
成などを行い、制度に対する市民の理解を深め、利用促進を図ります。

地域福祉課法人後見事業22
　千葉市社会福祉協議会が、成年後見人等を家庭裁判所より受任し、市民との
協働により判断能力が十分でない方の権利擁護や財産管理を支援します。

消費生活
センター消費者被害の防止23

　消費者被害防止に関する見守り講座の実施や情報提供など、悪質商法等に
よる被害に遭わないための支援などを推進します。

障害者
自立支援課障害者虐待の防止24

　各保健福祉センターに障害者虐待防止センターを設置し、通報に対応する
とともに、一時的に保護する居室を確保するなど障害者の権利・尊厳を脅か
す虐待を防止します。更に、障害者を養護している家族等（養護者）が介護疲れ
などの原因で虐待を行わないよう、養護者の支援を行います。
　また、障害者虐待の防止に係る講演会などの啓発活動を実施します。

地域福祉課日常生活自立支援事業21
　判断能力が不十分なために適切なサービスの利用が困難な方が、住み慣れ
た地域で安心して自立した生活が送れるように、千葉市社会福祉協議会が、福
祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の支援を行います。

地域包括ケア推進課
障害者自立支援課

成年後見制度利用
支援事業

20
　判断能力が不十分なために契約締結などの法律行為や財産管理が困難な方
が成年後見制度を円滑に利用できるよう、後見等開始の審判請求費用や後見
人などの報酬を助成します。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

再掲
（43）

点字市政だより

情報提供における配慮に関する事業

①

点字即時情報
ネットワーク

④

家庭ごみの減量と
出し方ガイドブック
発行事業

⑤

声の市政だより②

市議会だより
点字版・録音版③

手話通訳者設置
事業

意思疎通支援事業

①

手話通訳者夜間等
派遣事業

②

手話通訳者・要約
筆記者派遣事業

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

①

盲ろう者向け通訳・
介助員派遣事業

②

手話通訳者養成事業

専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

①

要約筆記者養成事業②

盲ろう者向け通訳・
介助員養成事業

③

事　業　内　容事　業　名No. 所管課
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　障害者が地域で自立した生活を営むために、必要とする障害福祉サービスその他の支援を受け
つつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことが求められています。そのためには、計画的な
障害福祉サービス基盤の整備とともに、日常生活を送る上で必要となる多様な支援事業を展開し、
経済的負担を軽減するための各種制度の周知と利用促進を図ることが必要です。

　（１）自立した地域生活への支援・促進
　　　必要な時に必要なサービスを利用しながら地域で自立した生活をおくれるよう、訪問系・
　　日中活動系・居住系サービスなどの障害福祉サービス及び地域生活支援事業をより充実させ
　　るとともに、サービス等利用計画の作成体制の充実を図ります。

基本目標 2基本目標 2
地域生活支援の充実
　　　　～自立した生活を営むための支援の充実～

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

日中活動系サービス事業

32

33

34

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課居住系サービス事業

　障害者の地域生活への移行や、家族との同居から自立した生活への移行を
支援するため、今後の住まいの場の中心となる共同生活援助の充実を図ると
ともに、施設入所支援、自立生活援助を実施します。

35
障害福祉
サービス課

重度訪問介護利用者等
大学修学支援事業

　重度障害のある方が修学するに当たり、大学等が修学に係る支援体制を構
築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における
身体介護等を提供し、障害のある方の社会参加を促進します。

36
障害福祉
サービス課相談支援事業

　障害者等が適切なサービスを利用するためのケアマネジメントを行う計
画相談支援や、施設等から地域への移行及びその定着を支援するため、相談
や情報提供などを行います。

37 障害福祉
サービス課

計画相談支援推進事業
補助金

　計画相談支援事業所が相談支援専門員を新規雇用等した場合に補助を行
うことで、計画相談支援の質と量の向上を図ります。

40

41

健康支援課
難病患者等ホームヘル
パー養成研修

　難病患者等の多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービス
を提供するため、必要な知識、技能を有するホームヘルパーを養成します。

移動支援事業 　屋外での移動が困難な障害者に対し、外出のための支援を行います。

39 障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

障害福祉サービス等
ヘルパー研修事業

　居宅介護事業所のヘルパー等を対象に、定期的な研修を行います。

38
障害福祉
サービス課

障害福祉サービス事業
所の開設支援

　新たに障害福祉サービス事業への参入を検討している者を対象に、講座
（障害者支援版起業塾）を開設し、障害福祉サービス事業所への参入を支援し
ます。

訪問系サービス事業
　居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を実
施します。

　生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ
型・Ｂ型）、就労定着支援、療養介護、短期入所サービスを実施します。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

42

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

訪問入浴サービス
事業①

②

　身体に重度の障害があり居宅において入浴が困難な障害者等に対し、訪問
入浴車を派遣します。

日中一時支援事業③
　一時的に見守り等が必要な障害者等に対し、障害者支援施設等で日中活動
の場を提供します。

障害者
自立支援課

生活訓練事業 　障害者に対して日常生活上必要な訓練・指導等を行います。

日常生活支援事業

43

収集業務課
視覚障害者への
資源物排出用特別
指定袋の配布

①
　視覚障害で単身世帯の方のうち、申請があった方に、びん・缶・ペットボ
トルもしくは資源化できない点字書類を排出するための資源物排出用特別
指定袋を配布します。

収集業務課
障害者世帯等の
粗大ごみの運び出
し収集

②
　粗大ごみの収集に際し、身近な人の協力を得ることが困難なため、自ら指
定場所まで運び出すことができない障害者世帯、高齢者世帯等を対象に、屋
内からの運び出し収集を実施します。

高齢福祉課高齢者等ごみ出し
支援事業

③
　家庭ごみを自らごみステーションに持っていくことが困難な高齢者世帯・
障害者世帯に対し、ごみ出し支援を行う団体活動を補助することで、これら
の方々のごみ出しを支援します。

区政推進課

地域福祉課

戸籍全部事項証明
書等宅配サービス
事業

⑤
　市内に住所を有する歩行等の困難な身体障害者、ねたきり高齢者等に対
し、戸籍全部（個人）事項証明書・住民票の写し等の証明書を職員が出張して
交付します。

広報広聴課市役所コールセン
ターの運営④

　市民からの行政サービスやイベントなどに関する電話等の問い合わせに、
一元的に対応する市役所コールセンターを運営します。

地域生活での各種支援

44

45

障害福祉
サービス課

強度行動障害者
支援加算事業

うつ病集団認知行動
療法の実施

46
精神障害者家族
のつどい

① 　強度行動障害者の支援を行う施設が生活支援員等の加配などを行った場
合、必要な経費の一部を助成します。

障害福祉
サービス課

高齢重度障害者
介護支援加算事業

② 　手厚い介護や医療的サービスが必要な高齢障害者を受け入れている施設
が生活支援員等の加配などを行った場合、必要な経費の一部を助成します。

障害福祉
サービス課

こころの健康
センター

こころの健康
センター

喀痰吸引等研修
促進事業

③ 　喀痰吸引等を実施できるヘルパーを増やすため、ヘルパー等が研修（第三
号研修）を受ける費用を助成します。

　精神障害者の家族を対象に、精神疾患についての知識や家族としての関わ
り方などを学ぶとともに、精神障害者の家族という同じ立場で、情報交換と
相互交流を図ります。

48

49

区支えあいのまち
推進協議会の開催

　地域の団体、社会福祉事業者などから選任された委員や公募委員等により
構成された合議体で、区支えあいのまち推進計画の推進を目的として、議論
や意見交換を通じて地域の生活課題や成果事例の共有、計画の進捗把握や推
進方法の検討などを行います。

47 うつ病当事者の会
こころの健康
センター

　うつ病の当事者同士が話し合いを通じて支え合い、回復につながることを
目指します。

　うつ病で通院中の市民を対象に、集団認知行動療法を実施します。

障害の重度化等に対する支援

選挙管理委
員会事務局

選挙情報の充実① 　選挙公報の点字版「選挙のお知らせ」及びその音声版を作成し、障害特性に
応じて、選挙等に関する情報の提供を行います。

選挙における配慮等
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　障害者が地域で自立した生活を営むために、必要とする障害福祉サービスその他の支援を受け
つつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことが求められています。そのためには、計画的な
障害福祉サービス基盤の整備とともに、日常生活を送る上で必要となる多様な支援事業を展開し、
経済的負担を軽減するための各種制度の周知と利用促進を図ることが必要です。

　（１）自立した地域生活への支援・促進
　　　必要な時に必要なサービスを利用しながら地域で自立した生活をおくれるよう、訪問系・
　　日中活動系・居住系サービスなどの障害福祉サービス及び地域生活支援事業をより充実させ
　　るとともに、サービス等利用計画の作成体制の充実を図ります。

基本目標 2基本目標 2
地域生活支援の充実
　　　　～自立した生活を営むための支援の充実～

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

日中活動系サービス事業

32

33

34

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課居住系サービス事業

　障害者の地域生活への移行や、家族との同居から自立した生活への移行を
支援するため、今後の住まいの場の中心となる共同生活援助の充実を図ると
ともに、施設入所支援、自立生活援助を実施します。

35
障害福祉
サービス課

重度訪問介護利用者等
大学修学支援事業

　重度障害のある方が修学するに当たり、大学等が修学に係る支援体制を構
築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における
身体介護等を提供し、障害のある方の社会参加を促進します。

36
障害福祉
サービス課相談支援事業

　障害者等が適切なサービスを利用するためのケアマネジメントを行う計
画相談支援や、施設等から地域への移行及びその定着を支援するため、相談
や情報提供などを行います。

37 障害福祉
サービス課

計画相談支援推進事業
補助金

　計画相談支援事業所が相談支援専門員を新規雇用等した場合に補助を行
うことで、計画相談支援の質と量の向上を図ります。

40

41

健康支援課
難病患者等ホームヘル
パー養成研修

　難病患者等の多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービス
を提供するため、必要な知識、技能を有するホームヘルパーを養成します。

移動支援事業 　屋外での移動が困難な障害者に対し、外出のための支援を行います。

39 障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

障害福祉サービス等
ヘルパー研修事業

　居宅介護事業所のヘルパー等を対象に、定期的な研修を行います。

38
障害福祉
サービス課

障害福祉サービス事業
所の開設支援

　新たに障害福祉サービス事業への参入を検討している者を対象に、講座
（障害者支援版起業塾）を開設し、障害福祉サービス事業所への参入を支援し
ます。

訪問系サービス事業
　居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を実
施します。

　生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ
型・Ｂ型）、就労定着支援、療養介護、短期入所サービスを実施します。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

42

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

訪問入浴サービス
事業①

②

　身体に重度の障害があり居宅において入浴が困難な障害者等に対し、訪問
入浴車を派遣します。

日中一時支援事業③
　一時的に見守り等が必要な障害者等に対し、障害者支援施設等で日中活動
の場を提供します。

障害者
自立支援課

生活訓練事業 　障害者に対して日常生活上必要な訓練・指導等を行います。

日常生活支援事業

43

収集業務課
視覚障害者への
資源物排出用特別
指定袋の配布

①
　視覚障害で単身世帯の方のうち、申請があった方に、びん・缶・ペットボ
トルもしくは資源化できない点字書類を排出するための資源物排出用特別
指定袋を配布します。

収集業務課
障害者世帯等の
粗大ごみの運び出
し収集

②
　粗大ごみの収集に際し、身近な人の協力を得ることが困難なため、自ら指
定場所まで運び出すことができない障害者世帯、高齢者世帯等を対象に、屋
内からの運び出し収集を実施します。

高齢福祉課高齢者等ごみ出し
支援事業

③
　家庭ごみを自らごみステーションに持っていくことが困難な高齢者世帯・
障害者世帯に対し、ごみ出し支援を行う団体活動を補助することで、これら
の方々のごみ出しを支援します。

区政推進課

地域福祉課

戸籍全部事項証明
書等宅配サービス
事業

⑤
　市内に住所を有する歩行等の困難な身体障害者、ねたきり高齢者等に対
し、戸籍全部（個人）事項証明書・住民票の写し等の証明書を職員が出張して
交付します。

広報広聴課市役所コールセン
ターの運営④

　市民からの行政サービスやイベントなどに関する電話等の問い合わせに、
一元的に対応する市役所コールセンターを運営します。

地域生活での各種支援

44

45

障害福祉
サービス課

強度行動障害者
支援加算事業

うつ病集団認知行動
療法の実施

46
精神障害者家族
のつどい

① 　強度行動障害者の支援を行う施設が生活支援員等の加配などを行った場
合、必要な経費の一部を助成します。

障害福祉
サービス課

高齢重度障害者
介護支援加算事業

② 　手厚い介護や医療的サービスが必要な高齢障害者を受け入れている施設
が生活支援員等の加配などを行った場合、必要な経費の一部を助成します。

障害福祉
サービス課

こころの健康
センター

こころの健康
センター

喀痰吸引等研修
促進事業

③ 　喀痰吸引等を実施できるヘルパーを増やすため、ヘルパー等が研修（第三
号研修）を受ける費用を助成します。

　精神障害者の家族を対象に、精神疾患についての知識や家族としての関わ
り方などを学ぶとともに、精神障害者の家族という同じ立場で、情報交換と
相互交流を図ります。

48

49

区支えあいのまち
推進協議会の開催

　地域の団体、社会福祉事業者などから選任された委員や公募委員等により
構成された合議体で、区支えあいのまち推進計画の推進を目的として、議論
や意見交換を通じて地域の生活課題や成果事例の共有、計画の進捗把握や推
進方法の検討などを行います。

47 うつ病当事者の会
こころの健康
センター

　うつ病の当事者同士が話し合いを通じて支え合い、回復につながることを
目指します。

　うつ病で通院中の市民を対象に、集団認知行動療法を実施します。

障害の重度化等に対する支援

選挙管理委
員会事務局

選挙情報の充実① 　選挙公報の点字版「選挙のお知らせ」及びその音声版を作成し、障害特性に
応じて、選挙等に関する情報の提供を行います。

選挙における配慮等
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　（２）日中活動の場、生活の場の確保
　　　福祉施設や精神科病院からの地域生活への移行を促進するため、関係機関が連携して支援
　　を行います。また、地域生活への移行については、地域で安心した暮らしを継続することがで
　　きるよう、グループホームその他の障害福祉サービス事業所の整備を進めるとともに、地域活
　　動支援センターなどの日中活動の場、生活の場の確保に努めます。

　（３）福祉用具利用支援の充実
　　　障害者が地域で自立して生活していくために、補装具費及び日常生活用具費の適切な支給
　　や障害者福祉センターにおける各種福祉機器の情報提供を充実し、障害者の自立や社会参加
　　を促進します。

　（４）経済的支援の充実
　　　障害者への経済的な支援として福祉手当、医療費助成など、各種の手当や助成を行うほ
　　か、日常生活における経済的負担の軽減等に努めます。

【主な事業】

【主な事業】

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者
自立支援課

心身障害者（児）
福祉手当支給事業57

　特別障害者手当に該当しない在宅の 20 歳以上の重度の障害者及び障害児
福祉手当に該当しない 20 歳未満の重度の障害児を監護する保護者に手当を
支給します。

障害者
自立支援課

心身障害者
扶養共済事業58

　障害のある児・者を扶養している満 65 歳未満の方が加入者となり、毎月
一定の掛け金を払い込み、加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害児・
者に終身一定の年金を給付します。

障害者
自立支援課

障害者通所交通費
助成事業59

　障害者が通所施設、小規模作業所、デイケア等に通所する際、必要な交通費
の一部を助成します。

障害者
自立支援課

自動車運転免許取得
助成事業63

　身体障害者が、就労等の社会参加のため、自動車免許を取得した場合に、そ
の費用の一部を助成します。

障害福祉
サービス課

グループホーム家賃
助成事業64

　グループホームに入居する障害者の経済的負担の軽減と、自立と社会参加
の促進を図るため、家賃の一部を助成します。

各担当課各種使用料等の減免65
　市内の各種文化施設、スポーツ施設等を利用する際、身体・知的・精神の
障害者手帳を提示した障害者に対し、使用料の減免を行います。

障害者
自立支援課自動車改造費助成事業62

　身体障害者（上肢・下肢又は体幹機能障害１・２級）が、就労等の社会参加
を行う目的で、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に自動車改造に
かかる費用の一部を助成します。

自動車燃料費助成事業61 　重度の障害者等が自動車を利用する際に、その燃料費の一部を助成します。

障害者
自立支援課
障害者
自立支援課

福祉タクシー事業60 　重度の障害者等がタクシーを利用する際に、その運賃の一部を助成します。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

49

50

54

選挙管理委
員会事務局

選挙管理委
員会事務局

教育委員会
中央図書館

投票しやすい環境
の整備② 　すべての投票所に貸出用車いすの設置を促進します。

③ 投票機会の確保

　指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の
促進により、投票所での投票が困難な方の投票機会の確保に努めます。
　また、投票所において、点字による投票、投票所の係員による投票用紙への
代筆を行います。

図書館サービスの充実
　中央図書館・地区図書館において、来館が困難な利用者に対する資料の貸
出（郵送・宅配）や点字・録音図書の整備、職員研修の実施を通じて、誰でも
利用しやすい図書館サービスの充実を図ります。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

障害者
自立支援課

補装具費支給事業
　身体障害者（児）、難病患者（児）の日常生活や社会生活の向上を図るため
に、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための補装具費（購入・
修理）を支給します。

56
障害福祉
サービス課

福祉機器展示コーナー
運営事業

　障害者福祉センターにおいて、障害者等が日常生活で利用する車いすや入
浴用具などの福祉用具を展示するとともに、福祉機器の使用方法や選定に関
する相談に応じます。

　在宅の重度障害者（児）、難病患者（児）の日常生活の便宜を図るため、日常
生活用具費を支給します。55

障害者
自立支援課

日常生活用具給付等事業

日常生活用具費
支給等事業①

　小児慢性特定疾病（国制度）児童等に対し、便器や特殊マット等の日常生活
用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。 健康支援課

小児慢性特定疾病
児童日常生活用具
給付事業

②

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

51
障害福祉
サービス課

① 強度行動障害者
支援加算事業

障害者グループホーム
の整備

　住み慣れた地域で継続して生活できるよう、日常生活の援助等を受けなが
ら共同生活を行うグループホームの整備を促進します。

52
障害福祉
サービス課

地域活動支援センター
事業

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

障害福祉サービス事業
所の開設支援 ＊No．38 を参照

＊No．44-①を参照

② 高齢重度障害者
介護支援加算事業

障害福祉
サービス課＊No．44-②を参照

③ 喀痰吸引等研修
促進事業

障害福祉
サービス課＊No．44-③を参照

　地域における日中活動の場として、創作的な活動や生産活動、社会との交
流など多様な活動の場を提供する地域活動支援センター事業を実施します。

53
精神保健
福祉課デイケアクラブ事業

障害の重度化等に対する支援事業

　精神障害者の社会復帰に関する相談指導の一環として、各区保健福祉セン
ターにおいて料理、手芸、スポーツなどを通じた仲間づくりや社会参加の場
としてのデイケアクラブを開催します。

再掲
（38）

再掲
（44）
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　（２）日中活動の場、生活の場の確保
　　　福祉施設や精神科病院からの地域生活への移行を促進するため、関係機関が連携して支援
　　を行います。また、地域生活への移行については、地域で安心した暮らしを継続することがで
　　きるよう、グループホームその他の障害福祉サービス事業所の整備を進めるとともに、地域活
　　動支援センターなどの日中活動の場、生活の場の確保に努めます。

　（３）福祉用具利用支援の充実
　　　障害者が地域で自立して生活していくために、補装具費及び日常生活用具費の適切な支給
　　や障害者福祉センターにおける各種福祉機器の情報提供を充実し、障害者の自立や社会参加
　　を促進します。

　（４）経済的支援の充実
　　　障害者への経済的な支援として福祉手当、医療費助成など、各種の手当や助成を行うほ
　　か、日常生活における経済的負担の軽減等に努めます。

【主な事業】

【主な事業】

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者
自立支援課

心身障害者（児）
福祉手当支給事業57

　特別障害者手当に該当しない在宅の 20 歳以上の重度の障害者及び障害児
福祉手当に該当しない 20 歳未満の重度の障害児を監護する保護者に手当を
支給します。

障害者
自立支援課

心身障害者
扶養共済事業58

　障害のある児・者を扶養している満 65 歳未満の方が加入者となり、毎月
一定の掛け金を払い込み、加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害児・
者に終身一定の年金を給付します。

障害者
自立支援課

障害者通所交通費
助成事業59

　障害者が通所施設、小規模作業所、デイケア等に通所する際、必要な交通費
の一部を助成します。

障害者
自立支援課

自動車運転免許取得
助成事業63

　身体障害者が、就労等の社会参加のため、自動車免許を取得した場合に、そ
の費用の一部を助成します。

障害福祉
サービス課

グループホーム家賃
助成事業64

　グループホームに入居する障害者の経済的負担の軽減と、自立と社会参加
の促進を図るため、家賃の一部を助成します。

各担当課各種使用料等の減免65
　市内の各種文化施設、スポーツ施設等を利用する際、身体・知的・精神の
障害者手帳を提示した障害者に対し、使用料の減免を行います。

障害者
自立支援課自動車改造費助成事業62

　身体障害者（上肢・下肢又は体幹機能障害１・２級）が、就労等の社会参加
を行う目的で、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に自動車改造に
かかる費用の一部を助成します。

自動車燃料費助成事業61 　重度の障害者等が自動車を利用する際に、その燃料費の一部を助成します。

障害者
自立支援課
障害者
自立支援課

福祉タクシー事業60 　重度の障害者等がタクシーを利用する際に、その運賃の一部を助成します。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

49

50

54

選挙管理委
員会事務局

選挙管理委
員会事務局

教育委員会
中央図書館

投票しやすい環境
の整備② 　すべての投票所に貸出用車いすの設置を促進します。

③ 投票機会の確保

　指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の
促進により、投票所での投票が困難な方の投票機会の確保に努めます。
　また、投票所において、点字による投票、投票所の係員による投票用紙への
代筆を行います。

図書館サービスの充実
　中央図書館・地区図書館において、来館が困難な利用者に対する資料の貸
出（郵送・宅配）や点字・録音図書の整備、職員研修の実施を通じて、誰でも
利用しやすい図書館サービスの充実を図ります。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

障害者
自立支援課

補装具費支給事業
　身体障害者（児）、難病患者（児）の日常生活や社会生活の向上を図るため
に、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための補装具費（購入・
修理）を支給します。

56
障害福祉
サービス課

福祉機器展示コーナー
運営事業

　障害者福祉センターにおいて、障害者等が日常生活で利用する車いすや入
浴用具などの福祉用具を展示するとともに、福祉機器の使用方法や選定に関
する相談に応じます。

　在宅の重度障害者（児）、難病患者（児）の日常生活の便宜を図るため、日常
生活用具費を支給します。55

障害者
自立支援課

日常生活用具給付等事業

日常生活用具費
支給等事業①

　小児慢性特定疾病（国制度）児童等に対し、便器や特殊マット等の日常生活
用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。 健康支援課

小児慢性特定疾病
児童日常生活用具
給付事業

②

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

51
障害福祉
サービス課

① 強度行動障害者
支援加算事業

障害者グループホーム
の整備

　住み慣れた地域で継続して生活できるよう、日常生活の援助等を受けなが
ら共同生活を行うグループホームの整備を促進します。

52
障害福祉
サービス課

地域活動支援センター
事業

障害福祉
サービス課

障害福祉
サービス課

障害福祉サービス事業
所の開設支援 ＊No．38 を参照

＊No．44-①を参照

② 高齢重度障害者
介護支援加算事業

障害福祉
サービス課＊No．44-②を参照

③ 喀痰吸引等研修
促進事業

障害福祉
サービス課＊No．44-③を参照

　地域における日中活動の場として、創作的な活動や生産活動、社会との交
流など多様な活動の場を提供する地域活動支援センター事業を実施します。

53
精神保健
福祉課デイケアクラブ事業

障害の重度化等に対する支援事業

　精神障害者の社会復帰に関する相談指導の一環として、各区保健福祉セン
ターにおいて料理、手芸、スポーツなどを通じた仲間づくりや社会参加の場
としてのデイケアクラブを開催します。

再掲
（38）

再掲
（44）
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　障害の原因となる疾病等を適切に予防し、その早期発見に努めるとともに、障害者が安心して医
療を受けられ、健康の保持・増進が図られるよう、地域での医療体制の更なる充実が求められてい
ます。
　また、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、更に、入院中の精
神障害者の早期退院と入院期間の短縮のため、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築が求められています。
　
　（１）障害の原因となる疾病等の予防と早期の対応の充実
　　　生活習慣病など、障害の原因となる疾病等を予防し、早期に対応するため、各種健康診査や
　　予防接種などを実施するほか、障害の軽減等に必要な受診を支援することにより、生涯を通じ
　　た健康維持・増進を支援します。

基本目標 3基本目標 3
保健・医療の充実
　～保健や医療分野との効果的な連携と地域包括ケアシステムの構築～

再掲
（74）

再掲
（98）

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

障害者
自立支援課

健康支援課

心身障害者（児）
医療費助成事業

小児慢性特定
疾病医療支援

＊No．74-①を参照

＊No．74-②を参照

①

②

健康支援課

健康支援課

健康支援課

健康支援課

ぜんそく等小児
指定疾病医療費
助成事業

＊No．74-③を参照

未熟児養育医療
給付事業 ＊No．74-④を参照④

育成医療給付事業 ＊No．74-⑤を参照⑤

特定医療費
（指定難病）
医療費助成事業

＊No．74-⑥を参照⑥

③

各種医療費助成事業

教育委員会
学事課

教育委員会
保健体育課

特別支援教育児童
生徒学用品等
扶助事業

特別支援教育児童
生徒学校給食費
扶助事業

＊No．98-⑨を参照

＊No．98-⑩を参照

⑨

⑩

学校生活支援事業

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

66 健康支援課乳幼児健康診査事業
　４か月・１歳６か月・３歳児健康診査等を実施し、先天性の疾患、運動機能、
視聴覚等の障害、発達の遅れ等の早期発見・早期療育を促すとともに、育児
不安を持つ保護者に対する援助を行い、育児支援を図ります。

67 健康支援課養育支援訪問事業
　育児不安の強い家庭や乳幼児健診未受診者に保健師等による家庭訪問を
行い、育児不安や育児ストレスの解消を図るとともに、乳幼児健診の受診勧
奨を行い、障害の早期発見・早期療育を促します。

68 健康推進課健康教育事業
　健康に関する正しい知識の普及を図るため、講演会等の集団健康教育や個
別健康教育（喫煙者）を行います。

69 健康推進課健康相談事業
　疾病の予防や生活習慣の改善など、心身の健康に関する個々の相談に応じ
ます。

71

72

健康支援課

医療政策課

がん検診等事業

高齢者予防接種事業

　疾病の早期発見及び早期治療を図るため、がん検診等を実施します。

70 健康推進課訪問指導事業 　療養上の保健指導が必要な人及びその家族等に対し、保健師等が訪問します。

　65 歳以上の高齢者に加えて、60 歳から 65 歳未満の者であって、心臓、じん
臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に身体
障害１級相当の障害を有する者に対してインフルエンザ予防接種を行います。

高齢者
インフルエンザ
予防接種事業

①

医療政策課
　65 歳以上の対象年齢の方に加えて、60 歳以上であって、心臓、じん臓若し
くは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に身体障害 1
級相当の障害を有する者に対し、肺炎球菌予防接種を行います。

高齢者肺炎球菌
予防接種事業

②
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　障害の原因となる疾病等を適切に予防し、その早期発見に努めるとともに、障害者が安心して医
療を受けられ、健康の保持・増進が図られるよう、地域での医療体制の更なる充実が求められてい
ます。
　また、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、更に、入院中の精
神障害者の早期退院と入院期間の短縮のため、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築が求められています。
　
　（１）障害の原因となる疾病等の予防と早期の対応の充実
　　　生活習慣病など、障害の原因となる疾病等を予防し、早期に対応するため、各種健康診査や
　　予防接種などを実施するほか、障害の軽減等に必要な受診を支援することにより、生涯を通じ
　　た健康維持・増進を支援します。

基本目標 3基本目標 3
保健・医療の充実
　～保健や医療分野との効果的な連携と地域包括ケアシステムの構築～

再掲
（74）

再掲
（98）

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

障害者
自立支援課

健康支援課

心身障害者（児）
医療費助成事業

小児慢性特定
疾病医療支援

＊No．74-①を参照

＊No．74-②を参照

①

②

健康支援課

健康支援課

健康支援課

健康支援課

ぜんそく等小児
指定疾病医療費
助成事業

＊No．74-③を参照

未熟児養育医療
給付事業 ＊No．74-④を参照④

育成医療給付事業 ＊No．74-⑤を参照⑤

特定医療費
（指定難病）
医療費助成事業

＊No．74-⑥を参照⑥

③

各種医療費助成事業

教育委員会
学事課

教育委員会
保健体育課

特別支援教育児童
生徒学用品等
扶助事業

特別支援教育児童
生徒学校給食費
扶助事業

＊No．98-⑨を参照

＊No．98-⑩を参照

⑨

⑩

学校生活支援事業

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

66 健康支援課乳幼児健康診査事業
　４か月・１歳６か月・３歳児健康診査等を実施し、先天性の疾患、運動機能、
視聴覚等の障害、発達の遅れ等の早期発見・早期療育を促すとともに、育児
不安を持つ保護者に対する援助を行い、育児支援を図ります。

67 健康支援課養育支援訪問事業
　育児不安の強い家庭や乳幼児健診未受診者に保健師等による家庭訪問を
行い、育児不安や育児ストレスの解消を図るとともに、乳幼児健診の受診勧
奨を行い、障害の早期発見・早期療育を促します。

68 健康推進課健康教育事業
　健康に関する正しい知識の普及を図るため、講演会等の集団健康教育や個
別健康教育（喫煙者）を行います。

69 健康推進課健康相談事業
　疾病の予防や生活習慣の改善など、心身の健康に関する個々の相談に応じ
ます。

71

72

健康支援課

医療政策課

がん検診等事業

高齢者予防接種事業

　疾病の早期発見及び早期治療を図るため、がん検診等を実施します。

70 健康推進課訪問指導事業 　療養上の保健指導が必要な人及びその家族等に対し、保健師等が訪問します。

　65 歳以上の高齢者に加えて、60 歳から 65 歳未満の者であって、心臓、じん
臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に身体
障害１級相当の障害を有する者に対してインフルエンザ予防接種を行います。

高齢者
インフルエンザ
予防接種事業

①

医療政策課
　65 歳以上の対象年齢の方に加えて、60 歳以上であって、心臓、じん臓若し
くは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に身体障害 1
級相当の障害を有する者に対し、肺炎球菌予防接種を行います。

高齢者肺炎球菌
予防接種事業

②
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（２）地域での医療体制等の充実
　　　医療機関の受診にあたり、特に配慮が必要な方に対応するため、休日・夜間における救急体
　　制、訪問による診療体制等の充実を図ります。
　　　また、地域生活への移行後における精神障害者や依存症者への支援を充実し、地域への円滑
　　な移行と定着を進めるとともに、発達障害に関する研修を実施し、対応力の向上を図ります。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

74

73
精神保健
福祉課

かかりつけ医等
心の健康対応力向上
研修事業

　うつ病及び思春期精神疾患の早期発見・早期治療を図るため、かかりつけ
医や学校関係者等に対し、適切なうつ病診療等の知識、技術及び精神科等の
専門の医師との連携方法、家族からの話や悩みを聞く姿勢等を習得するため
の研修を実施します。

　重度の障害者（児）に対し保険診療の自己負担分を助成します。
障害者
自立支援課

心身障害者（児）
医療費助成事業①

　慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、糖尿病などの慢性疾病にかかっていること
により長期にわたり療養を必要とする児童等について、健全育成の観点か
ら、患者家族の医療費負担の軽減を図ることを目的に、医療費の一部を助成
します。

健康支援課
小児慢性特定
疾病医療支援②

　小児慢性特定疾病医療支援の基準は満たさないが、市の認定基準を満たす
場合に、医療費の一部を助成します。

　40 歳以上の在宅のねたきり者に対して歯科診療サービスを提供し、心身
の健康の保持増進を図ります。

　休日・夜間における精神症状の急変などに対応するため、24 時間の緊急
医療相談に応じるとともに速やかに医療が受けられる精神科救急医療シス
テムの充実に努めます。

健康支援課
ぜんそく等小児
指定疾病医療費
助成事業

③

　生まれた時の体重が 2,000 グラム以下又は生活力が特に弱い未熟児で、養
育のために指定医療機関で入院が必要と認められる場合、養育に必要な医療
費を助成します。

健康支援課未熟児養育医療
給付事業

④

　身体に障害のある児童等に対し、手術等により障害の除去・軽減ができる
場合に、医療費の一部を助成します。 健康支援課育成医療給付事業⑤

　指定難病と診断され、その症状が一定程度以上の方に対し、指定された医
療機関で治療を受けた際の医療費の一部を助成します。 健康支援課

医療政策課

特定医療費
（指定難病）
助成事業

⑥

各種医療費助成事業

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

78
　精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送れるよう、
長期入院中の精神障害者の地域移行を支援するとともに、広報・啓発活動を
行います。

精神保健
福祉課

精神障害者にも対応し
た地域包括ケアシステ
ム構築推進事業

80 　かかりつけ医等の医療関係者を対象に、発達障害に係る研修を開催し、地
域における発達障害への対応力の向上を図ります。

障害者
自立支援課

かかりつけ医等
発達障害対応力向上
研修事業

79
　依存症患者及び家族への相談や研修の支援を実施します。また、依存症問
題に取り組む民間団体への支援を行います。

精神保健
福祉課
こころの
健康センター

依存症対策事業

【主な事業】

歯科診療事業

精神科救急医療
システム事業

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

訪問歯科診療事業①

　市休日救急診療所で要介護高齢者と心身障害者（児）の歯科診療を行います。 医療政策課

精神保健
福祉課

要介護高齢者・
心身障害者（児）
歯科診療事業

②

75

76

　措置入院者を対象に、退院後の地域生活の支援を行います。
精神障害による
措置入院者退院後支援

精神保健
福祉課77
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（２）地域での医療体制等の充実
　　　医療機関の受診にあたり、特に配慮が必要な方に対応するため、休日・夜間における救急体
　　制、訪問による診療体制等の充実を図ります。
　　　また、地域生活への移行後における精神障害者や依存症者への支援を充実し、地域への円滑
　　な移行と定着を進めるとともに、発達障害に関する研修を実施し、対応力の向上を図ります。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

74

73
精神保健
福祉課

かかりつけ医等
心の健康対応力向上
研修事業

　うつ病及び思春期精神疾患の早期発見・早期治療を図るため、かかりつけ
医や学校関係者等に対し、適切なうつ病診療等の知識、技術及び精神科等の
専門の医師との連携方法、家族からの話や悩みを聞く姿勢等を習得するため
の研修を実施します。

　重度の障害者（児）に対し保険診療の自己負担分を助成します。
障害者
自立支援課

心身障害者（児）
医療費助成事業①

　慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、糖尿病などの慢性疾病にかかっていること
により長期にわたり療養を必要とする児童等について、健全育成の観点か
ら、患者家族の医療費負担の軽減を図ることを目的に、医療費の一部を助成
します。

健康支援課
小児慢性特定
疾病医療支援②

　小児慢性特定疾病医療支援の基準は満たさないが、市の認定基準を満たす
場合に、医療費の一部を助成します。

　40 歳以上の在宅のねたきり者に対して歯科診療サービスを提供し、心身
の健康の保持増進を図ります。

　休日・夜間における精神症状の急変などに対応するため、24 時間の緊急
医療相談に応じるとともに速やかに医療が受けられる精神科救急医療シス
テムの充実に努めます。

健康支援課
ぜんそく等小児
指定疾病医療費
助成事業

③

　生まれた時の体重が 2,000 グラム以下又は生活力が特に弱い未熟児で、養
育のために指定医療機関で入院が必要と認められる場合、養育に必要な医療
費を助成します。

健康支援課未熟児養育医療
給付事業

④

　身体に障害のある児童等に対し、手術等により障害の除去・軽減ができる
場合に、医療費の一部を助成します。 健康支援課育成医療給付事業⑤

　指定難病と診断され、その症状が一定程度以上の方に対し、指定された医
療機関で治療を受けた際の医療費の一部を助成します。 健康支援課

医療政策課

特定医療費
（指定難病）
助成事業

⑥

各種医療費助成事業

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

78
　精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送れるよう、
長期入院中の精神障害者の地域移行を支援するとともに、広報・啓発活動を
行います。

精神保健
福祉課

精神障害者にも対応し
た地域包括ケアシステ
ム構築推進事業

80 　かかりつけ医等の医療関係者を対象に、発達障害に係る研修を開催し、地
域における発達障害への対応力の向上を図ります。

障害者
自立支援課

かかりつけ医等
発達障害対応力向上
研修事業

79
　依存症患者及び家族への相談や研修の支援を実施します。また、依存症問
題に取り組む民間団体への支援を行います。

精神保健
福祉課
こころの
健康センター

依存症対策事業

【主な事業】

歯科診療事業

精神科救急医療
システム事業

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

訪問歯科診療事業①

　市休日救急診療所で要介護高齢者と心身障害者（児）の歯科診療を行います。 医療政策課

精神保健
福祉課

要介護高齢者・
心身障害者（児）
歯科診療事業

②

75

76

　措置入院者を対象に、退院後の地域生活の支援を行います。
精神障害による
措置入院者退院後支援

精神保健
福祉課77
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（２）障害児支援の充実
　　　障害児に対し、療育センターの専門的療育の充実を図るとともに、障害児保育、幼稚園での
　　特別支援教育、児童発達支援などの各種サービスの実施体制を強化します。

　障害児支援にあたっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、健やかな育成を支援するこ
とが必要です。障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支
援等の関係機関が連携を図り、障害児一人ひとりに合った切れ目の無い一貫した支援を提供する
体制の構築を図ることが求められています。
　また、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援するとともに、
適切な時期に適切な療育を行うことにより、障害の程度を軽減し、いわゆる「二次障害」の発生を防
ぐことができるよう、障害の早期発見・早期療育体制の整備・充実が求められています。
　更に、障害の有無にかかわらず、すべての児童が共に成長できる体制が求められています。

　（１）早期発見・早期療育の体制の整備
　　　乳幼児期における障害の早期発見・早期療育のため、療育センター等での検査・判定機能
　　の充実を図るとともに、関連機関との連携により、ペアレントトレーニングなどを通じて、障
　　害児の保護者に対する支援を強化します。

基本目標 4基本目標 4
障害児に対する支援の充実
　　～子どもの成長に合わせた切れ目のない支援体制の構築～

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

心身障害者（児）
医療費助成事業

①

小児慢性特定
疾病医療支援②

未熟児養育医療
給付事業

④

育成医療給付事業⑤

ぜんそく等小児
指定疾病医療費
助成事業

③

各種医療費助成事業

再掲
（74）

再掲
（9）

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

81

　障害児の早期発見、早期療育の観点から、相談、指導、診断、検査、判定等を
行い、障害に応じた訓練等を行うとともに、個別指導や保護者への相談支援
を行います。
　また、障害児とその保護者の抱える課題の解決や適切なサービス利用のた
め、計画作成やサービス事業者との連絡調整等を行います。

障害福祉
サービス課

療育センター運営事業

障害者
自立支援課

発達障害者
支援センター運営 ＊No．9を参照

再掲
（10）

障害者
自立支援課

発達障害等に関する
巡回相談員整備事業 ＊No．10を参照

再掲
（80）

障害者
自立支援課

かかりつけ医等
発達障害対応力向上
研修事業

＊No．80を参照

再掲
（16）

障害福祉
サービス課障害児等療育支援事業 ＊No．16を参照

再掲
（66） 健康支援課乳幼児健康診査事業 ＊No．66を参照

83 　重症心身障害児に入所支援を通じて、治療や日常生活の指導を行います。
障害福祉
サービス課桜木園運営事業

82 　障害児への指導、訓練等の専門的な療育を行います。 障害福祉
サービス課大宮学園運営事業

再掲
（67） 健康支援課

障害者
自立支援課

健康支援課

健康支援課

健康支援課

健康支援課

養育支援訪問事業 ＊No．67を参照

＊No．74-①を参照

＊No．74-②を参照

特定医療費
（指定難病）
医療費助成事業

⑥ 健康支援課＊No．74-⑥を参照

＊No．74-③を参照

＊No．74-④を参照

＊No．74-⑤を参照

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名No. 所管課
障害福祉
サービス課障害児通所支援事業84

　障害児に、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練な
ど専門的な支援を行います。

幼保運営課私立幼稚園特別支援
教育費補助事業87

　障害のある幼児の就園の機会の拡大を図るとともに、障害のある幼児の在
籍する私立幼稚園における特別支援教育の充実と振興及び保護者の教育費
負担軽減を図るため、市内私立幼稚園設置者及び公益社団法人千葉市幼稚園
協会に対し補助金を交付します。

幼保運営課障害児保育・
特別支援教育補助88

　障害のある子どもを受け入れる教育・保育施設及び地域型保育事業所に
対し、障害児保育・特別支援教育の実施に必要な職員加配に係る経費に対す
る補助金を交付します。

幼保運営課障害児保育等に係る
巡回相談89

　障害児保育・特別支援教育を実施する教育・保育施設及び地域型保育事
業所を市嘱託職員が巡回し、障害のある子どもの経過観察、職員への助言・
指導等を行います。

幼保運営課
特定教育・保育施設に
おける医療的ケアが
必要な子どもへの対応

90 　特定教育・保育施設における医療的ケアが必要な子どもへの対応を実施
します。

幼保運営課要配慮保育事業85
　原則として、すべての認定こども園、保育所及び地域型保育事業所におい
て、障害のある子どもの受入れが可能な体制を整えます。

幼保運営課
保育アクション
プログラム86 　保育の質の向上を図るため、保育士等に対する研修の充実・強化を図ります。
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（２）障害児支援の充実
　　　障害児に対し、療育センターの専門的療育の充実を図るとともに、障害児保育、幼稚園での
　　特別支援教育、児童発達支援などの各種サービスの実施体制を強化します。

　障害児支援にあたっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、健やかな育成を支援するこ
とが必要です。障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支
援等の関係機関が連携を図り、障害児一人ひとりに合った切れ目の無い一貫した支援を提供する
体制の構築を図ることが求められています。
　また、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援するとともに、
適切な時期に適切な療育を行うことにより、障害の程度を軽減し、いわゆる「二次障害」の発生を防
ぐことができるよう、障害の早期発見・早期療育体制の整備・充実が求められています。
　更に、障害の有無にかかわらず、すべての児童が共に成長できる体制が求められています。

　（１）早期発見・早期療育の体制の整備
　　　乳幼児期における障害の早期発見・早期療育のため、療育センター等での検査・判定機能
　　の充実を図るとともに、関連機関との連携により、ペアレントトレーニングなどを通じて、障
　　害児の保護者に対する支援を強化します。

基本目標 4基本目標 4
障害児に対する支援の充実
　　～子どもの成長に合わせた切れ目のない支援体制の構築～

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

心身障害者（児）
医療費助成事業

①

小児慢性特定
疾病医療支援②

未熟児養育医療
給付事業

④

育成医療給付事業⑤

ぜんそく等小児
指定疾病医療費
助成事業

③

各種医療費助成事業

再掲
（74）

再掲
（9）

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

81

　障害児の早期発見、早期療育の観点から、相談、指導、診断、検査、判定等を
行い、障害に応じた訓練等を行うとともに、個別指導や保護者への相談支援
を行います。
　また、障害児とその保護者の抱える課題の解決や適切なサービス利用のた
め、計画作成やサービス事業者との連絡調整等を行います。

障害福祉
サービス課

療育センター運営事業

障害者
自立支援課

発達障害者
支援センター運営 ＊No．9を参照

再掲
（10）

障害者
自立支援課

発達障害等に関する
巡回相談員整備事業 ＊No．10を参照

再掲
（80）

障害者
自立支援課

かかりつけ医等
発達障害対応力向上
研修事業

＊No．80を参照

再掲
（16）

障害福祉
サービス課障害児等療育支援事業 ＊No．16を参照

再掲
（66） 健康支援課乳幼児健康診査事業 ＊No．66を参照

83 　重症心身障害児に入所支援を通じて、治療や日常生活の指導を行います。
障害福祉
サービス課桜木園運営事業

82 　障害児への指導、訓練等の専門的な療育を行います。 障害福祉
サービス課大宮学園運営事業

再掲
（67） 健康支援課

障害者
自立支援課

健康支援課

健康支援課

健康支援課

健康支援課

養育支援訪問事業 ＊No．67を参照

＊No．74-①を参照

＊No．74-②を参照

特定医療費
（指定難病）
医療費助成事業

⑥ 健康支援課＊No．74-⑥を参照

＊No．74-③を参照

＊No．74-④を参照

＊No．74-⑤を参照

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名No. 所管課
障害福祉
サービス課障害児通所支援事業84

　障害児に、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練な
ど専門的な支援を行います。

幼保運営課私立幼稚園特別支援
教育費補助事業87

　障害のある幼児の就園の機会の拡大を図るとともに、障害のある幼児の在
籍する私立幼稚園における特別支援教育の充実と振興及び保護者の教育費
負担軽減を図るため、市内私立幼稚園設置者及び公益社団法人千葉市幼稚園
協会に対し補助金を交付します。

幼保運営課障害児保育・
特別支援教育補助88

　障害のある子どもを受け入れる教育・保育施設及び地域型保育事業所に
対し、障害児保育・特別支援教育の実施に必要な職員加配に係る経費に対す
る補助金を交付します。

幼保運営課障害児保育等に係る
巡回相談89

　障害児保育・特別支援教育を実施する教育・保育施設及び地域型保育事
業所を市嘱託職員が巡回し、障害のある子どもの経過観察、職員への助言・
指導等を行います。

幼保運営課
特定教育・保育施設に
おける医療的ケアが
必要な子どもへの対応

90 　特定教育・保育施設における医療的ケアが必要な子どもへの対応を実施
します。

幼保運営課要配慮保育事業85
　原則として、すべての認定こども園、保育所及び地域型保育事業所におい
て、障害のある子どもの受入れが可能な体制を整えます。

幼保運営課
保育アクション
プログラム86 　保育の質の向上を図るため、保育士等に対する研修の充実・強化を図ります。
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　（３）学校教育の充実
　　　早期からの教育相談や就学相談の充実を図るとともに、個に応じた教育支援計画を作成し、
　　福祉や医療等との連携を図り、継続性、一貫性のある指導・支援の充実を図ります。また、医療
　　的ケアや常時介護を必要とする児童への支援、専門的な知識・経験を有する相談員等の学校
　　への派遣をするほか、教室の改修や備品の整備などにより、特別な教育的ニーズのある児童生
　　徒の教育環境を整えます。

57

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

障害のある子ども
の学校生活
サポート事業

①

学校生活支援事業

幼保小関連教育
推進事業

教育委員会
教育改革
推進課

【主な事業】

94

　幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、小学校と近隣の幼稚
園・保育所が連携して交流活動を行うことで、入学当初の学校生活への適応
を容易にします。
　併せて、幼稚園・保育所職員と小学校教職員の相互理解を図ります。

特別支援連携協議会
教育委員会
養護教育
センター

95

　特別な支援を要する子どもに関わる医療、保健、福祉、教育、労働等の関係
諸機関のネットワーク構築等に向け、乳幼児期から成人までライフステージ
に応じた適切な支援が受けられる体制づくりのための定期的な情報交換・
意見交換を行います。

養護教育センター
教育相談事業

教育委員会
養護教育
センター

教育委員会
養護教育
センター

96

97

98

　特別な支援が必要な幼児（年長）、児童生徒、その保護者及び教職員等に対
して、一人ひとりの教育的ニーズに対応した的確な指導が行えるよう、電話
相談・来所相談・医療相談・学校訪問相談を行います。

子どもルーム事業 健全育成課
　原則として、すべての子どもルームにおいて、障害のある子どもの受入れ
が可能な体制を整えます。

　千葉市立小・中学校に在籍する肢体不自由児や難聴児等の学校生活を支
援するために、児童生徒及び学校の実態に応じてボランティアを派遣します。
　また、車椅子・車椅子用可動机・スロープ等を必要とする児童生徒に対し
貸出を行い、学習面や生活面を支援します。

スクールメディカル
サポート事業②

教育委員会
養護教育
センター

　千葉市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要
とする児童生徒に対し、医療行為を行う看護師を派遣します。

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

長柄げんき
キャンプ事業①

体験活動事業

教育委員会
教育支援課

99

100

　特別支援学校・学級の児童生徒を対象に、豊かな自然環境の中で、宿泊体
験など様々な体験活動を通しながら、基本的な生活習慣等を身につけ、自主
性・社会性を高めるため、長柄げんきキャンプ事業を実施します。

教育相談指導教室
事業（不登校生徒
・中学）

①

不登校児童・生徒に対する相談、指導事業

教育委員会
教育支援課

　心理的要因等による不登校生徒の増加と多様化に対応するため、「教育相
談指導教室」を設置し、教育センターの適応指導教室やグループ活動等の適
応・相談事業と連携しながら、個々の生徒の状況に応じた指導を行うことに
より、人間関係の改善と自我の確立を図り、学校生活への適応及び社会的自
立を目指します。

教育相談事業
（不登校・いじめ）②

教育委員会
教育支援課

　いじめや心理的な要因等による不登校児童生徒にかかわる相談などにつ
いて、電話等による相談窓口の充実を図るほか、学校訪問により、その対応に
ついて指導や助言を行います。

長柄ジョイント
キャンプ事業

② 教育委員会
教育センター

　不登校児童生徒を対象に、豊かな自然環境の中で様々な体験活動を通し、
自主性・社会性を高めるため、長柄ジョイントキャンプ事業を実施します。

長柄ハッピー
キャンプ事業

③
　発達障害等の可能性のある児童を対象に、豊かな自然環境の中で、宿泊体
験など様々な体験活動を通しながら、基本的な生活習慣等を身につけ、自主
性・社会性を高めるため、長柄ハッピーキャンプ事業を実施します。

特別支援教育
指導員配置事業③

教育委員会
養護教育
センター

98

　小中学校の通常の学級に在籍する緊急に対応が必要なＡＤＨＤ（注意欠如
／多動症）等の児童生徒に対して、特別支援教育指導員を配置して、対象児童
生徒の学習面や行動面等の困難さの改善を図ります。

特別支援教育
介助員配置事業④

教育委員会
養護教育
センター

教育委員会
養護教育
センター

教育委員会
総務課
教育支援課

　特別支援教育介助員を配置し、小学校及び中学校に在籍する常時介助が必
要な児童生徒の安全を確保します。

小・中学校特別
支援学級運営事業⑦

　小・中学校特別支援学級に在籍する児童生徒が使用する備品等の購入を
進め、障害のある児童生徒の学校生活の充実を図ります。

教育委員会
教育支援課

新設の特別支援
学級等の備品整備⑧

　新設の特別支援学級・通級指導教室に対して多様な障害に対応した教育
を充実させるために、必要な管理用備品を整備します。

教育委員会
学事課

特別支援教育児童
生徒学用品等扶助
事業

⑨ 　小中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し、要件に応
じて学用品費、修学旅行費、その他就学に必要な経費を援助します。

教育委員会
保健体育課

特別支援教育児童
生徒学校給食費
扶助事業

⑩ 　小中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し、要件に応
じて給食費の援助を行います。

教育委員会
保健体育課学校歯科事業⑪

　特別支援学校や小中学校特別支援学級の児童生徒や保護者を対象に、実技
を通して児童生徒個々に応じた歯みがきや介助の必要性を啓発し、口腔衛生
の充実を図ります。

スクールカウンセラー
活用事業⑥

　児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有するカウンセラー
を配置し、児童生徒等の悩みの解消にあたります。

言語障害・難聴
通級指導教室の
増設

⑤
教育委員会
教育支援課

教育委員会
教育支援課

　通常の学級に在籍する言語障害や難聴等の児童を対象とした通級指導教
室を増設します。

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

幼保運営課
障害児保育・特別支援
教育に関する研修91

　すべての教育・保育施設及び地域型保育事業所が参加可能な研修を実施
し、専門知識の習得や技能の向上を図ります。

障害者
自立支援課

トイライブラリ―
運営事業93

　障害児の機能回復及び能力発達を促進するため、おもちゃの貸出や遊び方
に関する相談等を行います。

健全育成課子どもルーム事業

幼保支援課
幼保運営課保育環境改善事業92

　既存の保育所で障害児を受け入れるためにスロープの取り付けや保育室
の段差解消など、必要な施設の環境改善を行います。

再掲
（97）

＊No．97を参照
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　（３）学校教育の充実
　　　早期からの教育相談や就学相談の充実を図るとともに、個に応じた教育支援計画を作成し、
　　福祉や医療等との連携を図り、継続性、一貫性のある指導・支援の充実を図ります。また、医療
　　的ケアや常時介護を必要とする児童への支援、専門的な知識・経験を有する相談員等の学校
　　への派遣をするほか、教室の改修や備品の整備などにより、特別な教育的ニーズのある児童生
　　徒の教育環境を整えます。

57

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

障害のある子ども
の学校生活
サポート事業

①

学校生活支援事業

幼保小関連教育
推進事業

教育委員会
教育改革
推進課

【主な事業】

94

　幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るため、小学校と近隣の幼稚
園・保育所が連携して交流活動を行うことで、入学当初の学校生活への適応
を容易にします。
　併せて、幼稚園・保育所職員と小学校教職員の相互理解を図ります。

特別支援連携協議会
教育委員会
養護教育
センター

95

　特別な支援を要する子どもに関わる医療、保健、福祉、教育、労働等の関係
諸機関のネットワーク構築等に向け、乳幼児期から成人までライフステージ
に応じた適切な支援が受けられる体制づくりのための定期的な情報交換・
意見交換を行います。

養護教育センター
教育相談事業

教育委員会
養護教育
センター

教育委員会
養護教育
センター

96

97

98

　特別な支援が必要な幼児（年長）、児童生徒、その保護者及び教職員等に対
して、一人ひとりの教育的ニーズに対応した的確な指導が行えるよう、電話
相談・来所相談・医療相談・学校訪問相談を行います。

子どもルーム事業 健全育成課
　原則として、すべての子どもルームにおいて、障害のある子どもの受入れ
が可能な体制を整えます。

　千葉市立小・中学校に在籍する肢体不自由児や難聴児等の学校生活を支
援するために、児童生徒及び学校の実態に応じてボランティアを派遣します。
　また、車椅子・車椅子用可動机・スロープ等を必要とする児童生徒に対し
貸出を行い、学習面や生活面を支援します。

スクールメディカル
サポート事業②

教育委員会
養護教育
センター

　千葉市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要
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事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課
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100
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　特別支援学校や小中学校特別支援学級の児童生徒や保護者を対象に、実技
を通して児童生徒個々に応じた歯みがきや介助の必要性を啓発し、口腔衛生
の充実を図ります。

スクールカウンセラー
活用事業⑥

　児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有するカウンセラー
を配置し、児童生徒等の悩みの解消にあたります。

言語障害・難聴
通級指導教室の
増設

⑤
教育委員会
教育支援課

教育委員会
教育支援課

　通常の学級に在籍する言語障害や難聴等の児童を対象とした通級指導教
室を増設します。

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

幼保運営課
障害児保育・特別支援
教育に関する研修91

　すべての教育・保育施設及び地域型保育事業所が参加可能な研修を実施
し、専門知識の習得や技能の向上を図ります。

障害者
自立支援課

トイライブラリ―
運営事業93

　障害児の機能回復及び能力発達を促進するため、おもちゃの貸出や遊び方
に関する相談等を行います。

健全育成課子どもルーム事業

幼保支援課
幼保運営課保育環境改善事業92

　既存の保育所で障害児を受け入れるためにスロープの取り付けや保育室
の段差解消など、必要な施設の環境改善を行います。

再掲
（97）

＊No．97を参照
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第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　本市では、障害のある人もない人も一緒に活動できる共生社会の実現に向けて、東京２０２０オ
リンピック・パラリンピック競技大会開催都市として、同大会を契機とした理解促進・社会参加
事業を実施してきました。しかし、令和元年度に本市が実施した障害者生活実態・意向調査の結果
からも、障害のある方や障害特性についての市民の理解はまだ十分とは言えません。そのため、同
大会終了後もこれまで推進してきた取組みをレガシーとして継続し、更なる理解促進、社会参加を
図っていくことが求められています。
　また、就労は、単に報酬等を得るためだけのものではなく、達成感や生きがいが得られるもので
あり、余暇活動と同様に、仲間づくり等にも繋がることから、働く意欲のある障害者がその適性に
応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般就労を希望する者に対しては、多様な就業の
機会を確保するとともに、一般就労が困難な者に対しては福祉的就労の底上げにより工賃の水準
の向上を図ることが求められています。

　（１）相互理解の推進
　　　障害者団体との連携等により、「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」
　　という当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害のある人もない人も、お互いに障害の有無
　　にとらわれることなく社会で共に暮らしていくことが日常となるように、障害者への差別を
　　なくし、正しい理解の普及に努めるとともに、障害のある人とない人の交流機会を充実するこ
　　とにより相互理解の推進を図ります。
　　　また、福祉講話等の学校における取組みを充実することにより、次世代を担う子どもたちに
　　対する理解の促進に努めます。
　　　更に、障害を理由とする差別は、障害者の自立又は社会参加に深刻な悪影響を与えるもので
　　あることから、社会のあらゆる場面において、その解消に努めていきます。

基本目標 5基本目標 5
理解促進・社会参加の推進・オリパラレガシー
　　　　　　～心のバリアフリーとレガシーの継承～

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課

102

100

101
　既存校の中で階段昇降に困難を伴う児童生徒が在籍、又は入学を予定して
いる学校において、必要に応じてエレベーターを設置します。
　また、エレベーターの設置に併せて、校舎や体育館の各所にスロープ、手す
り等の設置を行います。

教育委員会
学校施設課

学校エレベーター
の設置

①

　教育支援センター（ライトポート花見川ほか）で少人数での個別指導を中
心に自己の回復をめざし、学習活動やスポーツ活動への参加を通して社会的
自立を支援します。

教育委員会
教育センター

教育支援センター
「ライトポート」
管理運営事業

③

学校施設の整備

　通常の学級に在籍するＡＤＨＤ（注意欠如／多動症）等の児童生徒の教育
的ニーズに対応した的確な指導が行えるよう、小中学校に学校訪問相談員を
派遣して、学校管理職や教職員に対する指導助言を行い、学校支援体制を確
立し、児童生徒の困難な状況を改善していけるように支援します。

教育委員会
養護教育
センター

学校訪問相談員
派遣事業

①

　各種研修講座、研究を定期的に行い、特別支援教育に関わる教職員の資質
の向上を図ります。

教育委員会
養護教育
センター

教職員研修
運営事業

②

教職員に対する支援

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者
自立支援課福祉講話の開催103

　市内の小学校等において、障害及び障害者への理解を促進するため、障害
者本人が学校に赴き、児童生徒の視点に立って体験談等を語るとともに、ス
ポーツ・レクリエーションや手話等の体験学習を通じて、障害者と交流を深
めることにより、共生社会の意識醸成を図ります。

地域福祉課ふれあいトークの開催104
　千葉市社会福祉協議会が行う子どもたちを対象にした障害者の講演等、福
祉教育の取り組みを支援します。
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ポーツ・レクリエーションや手話等の体験学習を通じて、障害者と交流を深
めることにより、共生社会の意識醸成を図ります。

地域福祉課ふれあいトークの開催104
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60 61

第２部　各　論　╱　第２章　基本目標

　（２）スポーツ・文化活動の支援及び交流の促進
　　　障害のある人もない人もスポーツや文化活動を通じて交流することができるよう様々なイ
　　ベントを開催するとともに、障害者がスポーツ活動に参加しやすくなるよう取り組むととも
　　に、健康増進を図ることを支援します。
　　　また、地域のスポーツ施設、障害者福祉センター、療育センターふれあいの家等におい
　　て、スポーツ・文化活動の機会を確保するとともに、健康づくりや生きがいづくりに繋がる
　　よう活動事業の内容の充実を図り、より多くの障害者の参加を促進します。

【主な事業】

再掲
（14）

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者
自立支援課

障害者
自立支援課

心の輪を広げる
障害者理解促進事業105

　障害者理解の促進を図るため、作文及びポスターを募集し、最優秀作品を
内閣府に推薦します。
　なお、最優秀賞受賞者は１２月に開催する「障害者福祉大会」において表彰
します。

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

スポーツ
振興課

ちばしパラスポーツ
コンシェルジュ119

　障害者が地域のスポーツ活動に参加しやすくするために、コーディネー
ターが障害の種類・程度に応じてスポーツの紹介やサークル活動へのマッ
チングを行います。
　また、パラスポーツに関する情報発信や、団体や施設等が行う体験会等の
普及活動への支援を行います。

スポーツ
振興課

パラスポーツフェスタ
ちば121

　障害者や健常者にパラスポーツ体験を通じて、パラスポーツへの関心を高
め、障害者との相互理解を深めます。

スポーツ
振興課スケート教室の開催125

　気軽にアイススケートを楽しむことができるよう、障害者を対象としたレ
クリエーションクラスを開催します。

スポーツ
振興課

千葉公園体育館の
再整備126

　老朽化した千葉公園体育館の再整備にあたり、障害者の利用に配慮した施
設として整備します。

スポーツ
振興課

スポーツ施設・
スポーツ広場の整備127

　スポーツ施設やスポーツ広場の整備にあたり、障害者の利用に配慮した施
設として整備します。

スポーツ
振興課

スポーツ施設の
障害者利用の促進124

　主なスポーツ施設での障害者利用を促進します。
　・こてはし温水プール
　・千葉ポートアリーナ
　・北谷津温水プール
　・宮野木スポーツセンター
　・中田スポーツセンター
　・みつわ台体育館
　・高洲スポーツセンター
　・磯辺スポーツセンター
　・古市場体育館
　・武道館
　・大宮スポーツ広場
　・宮崎スポーツ広場
　・千葉市民ゴルフ場
　・アクアリンクちば

千葉県理学療法士会
との連携123

　理学療法士のネットワークを活用し、障害者をリハビリからスポーツ活動
へ参加を促していきます。

パラスポーツ体験会122
　区民まつり等において、パラスポーツ体験会を実施し、パラスポーツへの
市民の理解を深めます。

オリンピック・
パラリンピック
調整課

オリンピック・
パラリンピック
調整課

オリンピック・
パラリンピック
調整課

千葉市パラスポーツ
振興補助金120

　障害者のスポーツ活動参加を促進し、生きがいや生活の質の向上、健康づ
くりの機会等を創出するため、市民団体等が行うパラスポーツ振興事業に対
し補助金を交付します。

障害者福祉大会
開催事業106

　障害者福祉大会を開催し、障害者の自立促進と市民意識の啓発及び障害者
間の障害種別を超えた交流を図ります。

こころの
健康センター

心のふれあい
フェスティバル
開催事業

107
　精神障害者の文化活動の発表、バザー、こころの健康相談などを行う心の
ふれあいフェスティバルを開催し、障害者同士や障害のない人との交流を図
ります。

こころの
健康センター明るいくらし促進事業108

　精神障害者の社会復帰と自立促進、地域住民との交流及びボランティア団
体の育成などを図るため、精神保健福祉教室等を開催します。

こころの
健康センター

精神障害者家族
セミナー109

　他の精神障害者施設の見学や家族会の研修を通じて精神障害についての
普及啓発の方法を学ぶことにより、家族会の活性化を促し、精神障害者の社
会参加の促進を図ります。

こころの
健康センター

地域精神保健福祉
講演会の開催110

　精神疾患に関する知識と精神障害の正しい理解についての普及啓発を図
るため、市民を対象とする地域精神保健福祉講演会を実施します。

こころの
健康センター

児童・思春期精神
保健福祉講演会の開催111

　児童思春期の心の問題への理解を深め、適切な対応と援助について考える
機会とすることを目的に、市民を対象とする講演会を実施します。

障害者
自立支援課

障害者社会参加推進
センター運営事業112

　障害者自らが社会参加施策を実施することにより、地域における自立生活
と社会参加の推進を図ります。

障害者
自立支援課

ヘルプマーク普及
促進事業114

　外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない方が身に着け
ることで、周囲の方に配慮を必要としていることなどを知らせるためのヘル
プマークの普及促進を図ります。

障害者
自立支援課障害者差別解消の推進115

　障害者差別に関する相談窓口を設置し相談に対応するとともに、講演会開
催などの啓発活動を実施します。

障害者
自立支援課

障害者等用駐車区画の
適正利用促進116

　障害者等用駐車区画であることを表示したカラーコーンを主な市有施設
に設置し、一般市民への障害者等用駐車区画の適正な利用を促進します。

地域福祉課社会福祉研修センター
における研修等の開催117

　社会福祉事業従事者や市民を対象とした研修を行い、障害者等への理解を
広めます。

地域福祉課社会福祉協議会地区
部会活動の活性化支援118

　千葉市社会福祉協議会地区部会が行う、地域住民同士の交流活動や福祉活
動推進員への研修等の実施を支援し、地域福祉活動を促進します。

障害者
自立支援課

障害者マークの普及113
　各種障害者に関するマークの啓発・広報を行い、障害に関する正しい知識
及び理解を促進します。

在宅医療・
介護連携
支援センター

在宅医療・
介護連携推進事業 ＊No．14を参照
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　（２）スポーツ・文化活動の支援及び交流の促進
　　　障害のある人もない人もスポーツや文化活動を通じて交流することができるよう様々なイ
　　ベントを開催するとともに、障害者がスポーツ活動に参加しやすくなるよう取り組むととも
　　に、健康増進を図ることを支援します。
　　　また、地域のスポーツ施設、障害者福祉センター、療育センターふれあいの家等におい
　　て、スポーツ・文化活動の機会を確保するとともに、健康づくりや生きがいづくりに繋がる
　　よう活動事業の内容の充実を図り、より多くの障害者の参加を促進します。

【主な事業】

再掲
（14）

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者
自立支援課

障害者
自立支援課

心の輪を広げる
障害者理解促進事業105

　障害者理解の促進を図るため、作文及びポスターを募集し、最優秀作品を
内閣府に推薦します。
　なお、最優秀賞受賞者は１２月に開催する「障害者福祉大会」において表彰
します。

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

スポーツ
振興課

ちばしパラスポーツ
コンシェルジュ119

　障害者が地域のスポーツ活動に参加しやすくするために、コーディネー
ターが障害の種類・程度に応じてスポーツの紹介やサークル活動へのマッ
チングを行います。
　また、パラスポーツに関する情報発信や、団体や施設等が行う体験会等の
普及活動への支援を行います。

スポーツ
振興課

パラスポーツフェスタ
ちば121

　障害者や健常者にパラスポーツ体験を通じて、パラスポーツへの関心を高
め、障害者との相互理解を深めます。

スポーツ
振興課スケート教室の開催125

　気軽にアイススケートを楽しむことができるよう、障害者を対象としたレ
クリエーションクラスを開催します。

スポーツ
振興課

千葉公園体育館の
再整備126

　老朽化した千葉公園体育館の再整備にあたり、障害者の利用に配慮した施
設として整備します。

スポーツ
振興課

スポーツ施設・
スポーツ広場の整備127

　スポーツ施設やスポーツ広場の整備にあたり、障害者の利用に配慮した施
設として整備します。

スポーツ
振興課

スポーツ施設の
障害者利用の促進124

　主なスポーツ施設での障害者利用を促進します。
　・こてはし温水プール
　・千葉ポートアリーナ
　・北谷津温水プール
　・宮野木スポーツセンター
　・中田スポーツセンター
　・みつわ台体育館
　・高洲スポーツセンター
　・磯辺スポーツセンター
　・古市場体育館
　・武道館
　・大宮スポーツ広場
　・宮崎スポーツ広場
　・千葉市民ゴルフ場
　・アクアリンクちば

千葉県理学療法士会
との連携123

　理学療法士のネットワークを活用し、障害者をリハビリからスポーツ活動
へ参加を促していきます。

パラスポーツ体験会122
　区民まつり等において、パラスポーツ体験会を実施し、パラスポーツへの
市民の理解を深めます。

オリンピック・
パラリンピック
調整課

オリンピック・
パラリンピック
調整課

オリンピック・
パラリンピック
調整課

千葉市パラスポーツ
振興補助金120

　障害者のスポーツ活動参加を促進し、生きがいや生活の質の向上、健康づ
くりの機会等を創出するため、市民団体等が行うパラスポーツ振興事業に対
し補助金を交付します。

障害者福祉大会
開催事業106

　障害者福祉大会を開催し、障害者の自立促進と市民意識の啓発及び障害者
間の障害種別を超えた交流を図ります。

こころの
健康センター

心のふれあい
フェスティバル
開催事業

107
　精神障害者の文化活動の発表、バザー、こころの健康相談などを行う心の
ふれあいフェスティバルを開催し、障害者同士や障害のない人との交流を図
ります。

こころの
健康センター明るいくらし促進事業108

　精神障害者の社会復帰と自立促進、地域住民との交流及びボランティア団
体の育成などを図るため、精神保健福祉教室等を開催します。

こころの
健康センター

精神障害者家族
セミナー109

　他の精神障害者施設の見学や家族会の研修を通じて精神障害についての
普及啓発の方法を学ぶことにより、家族会の活性化を促し、精神障害者の社
会参加の促進を図ります。

こころの
健康センター

地域精神保健福祉
講演会の開催110

　精神疾患に関する知識と精神障害の正しい理解についての普及啓発を図
るため、市民を対象とする地域精神保健福祉講演会を実施します。

こころの
健康センター

児童・思春期精神
保健福祉講演会の開催111

　児童思春期の心の問題への理解を深め、適切な対応と援助について考える
機会とすることを目的に、市民を対象とする講演会を実施します。

障害者
自立支援課

障害者社会参加推進
センター運営事業112

　障害者自らが社会参加施策を実施することにより、地域における自立生活
と社会参加の推進を図ります。

障害者
自立支援課

ヘルプマーク普及
促進事業114

　外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない方が身に着け
ることで、周囲の方に配慮を必要としていることなどを知らせるためのヘル
プマークの普及促進を図ります。

障害者
自立支援課障害者差別解消の推進115

　障害者差別に関する相談窓口を設置し相談に対応するとともに、講演会開
催などの啓発活動を実施します。

障害者
自立支援課

障害者等用駐車区画の
適正利用促進116

　障害者等用駐車区画であることを表示したカラーコーンを主な市有施設
に設置し、一般市民への障害者等用駐車区画の適正な利用を促進します。

地域福祉課社会福祉研修センター
における研修等の開催117

　社会福祉事業従事者や市民を対象とした研修を行い、障害者等への理解を
広めます。

地域福祉課社会福祉協議会地区
部会活動の活性化支援118

　千葉市社会福祉協議会地区部会が行う、地域住民同士の交流活動や福祉活
動推進員への研修等の実施を支援し、地域福祉活動を促進します。

障害者
自立支援課

障害者マークの普及113
　各種障害者に関するマークの啓発・広報を行い、障害に関する正しい知識
及び理解を促進します。

在宅医療・
介護連携
支援センター

在宅医療・
介護連携推進事業 ＊No．14を参照
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　（３）一般就労の支援
　　　障害者の一般就労に向けて、就労相談、職業訓練、実習、就労後の定着のための支援等の事業
　　に取り組むほか、障害者の福祉施設から一般就労への移行など、福祉、教育、労働などの関係機
　　関の連携強化に取り組みます。
　　　また、企業等に対し障害者雇用についての一層の理解と協力を求めて行きます。

教育委員会
企画課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者アスリートの
学校訪問128 　市内の小中特別支援学校に障害者アスリートを招き、児童生徒に対し、講

話や競技体験を実施して、競技や障害者への理解を深めます。

体育・保健体育に
おけるパラスポーツの
実施

129
　ゴールボール、シッティングバレーボール等のパラスポーツを体育の授業
に取り入れます。

教育委員会
企画課

競技用車いすを
活用した授業の実施130 　競技用車いすを全市立小中学校に１年に１回巡回し、車いすバスケット

ボールや乗車体験等の授業を実施します。

スポーツ
振興課

千葉市オープン
ボッチャ大会136 　年齢や障害の有無に関係なく、誰もが参加できるボッチャの市民大会を開

催します。

障害者
自立支援課

肢体不自由児激励会の
開催141 　市内の肢体不自由児及びその家族の交流と親睦を図るため、交流会を開催

します。

障害者
自立支援課

知的障害児激励会の
開催142 　市内の特別支援学級と特別支援学校で学ぶ児童生徒及びその保護者の交

流と親睦を図るため、交流会を開催します。

地域福祉交流館の運営144
　子どもから高齢者まで広く市民が利用できる施設として、小中台・犢橋地
域福祉交流館を運営し、地域福祉活動を促進します。

健全育成課

地域福祉課

成人学習団体育成事業143
　知的障害のある方を対象に、市内小学校等の特別支援学級担当教諭の指導
のもと、社会人として必要な基礎的な知識・技能を身につける活動を支援し
ます。

障害福祉
サービス課

創作的活動事業140
　療育センターふれあいの家、障害者福祉センターにおいて、障害者の余暇
活動の充実、文化・教養の向上、社会参加へのきっかけづくりなどを目的に、
様々な障害特性に対応した創作的活動を行う講座を開催します。

障害者
自立支援課

障害者作品展の開催139
　障害者が製作した作品を公開展示することを通して、障害者の自己表現の
場を提供するとともに、障害者への理解を広げるため、「障害者作品展」を開
催します。

文化振興課

農政課

チバリアフリーアート
プロジェクトの実施138 　障害者も健常者も一緒になって表現するファッションショーなどのイベ

ントを実施します。

障害福祉
サービス課

スポーツ・
レクリエーション事業137

　療育センターふれあいの家、障害者福祉センターにおいて、障害者の余暇
活動の充実、社会参加へのきっかけづくり、リハビリテーションなどを目的
に、スポーツ・レクリエーションなどの講座を開催します。

スポーツ
振興課

障害者とのスポーツ
交流の促進132 　障害者とのスポーツ交流を促進するため、各種団体が実施するスポーツ大

会などに障害者が参加できるよう、働きかけます。

障害者
自立支援課
こころの
健康センター

障害者スポーツ大会の
開催等事業135

　障害者の社会参加はもとより、健康づくりや生きがいづくりを促進するた
め、各種教室、スポーツ活動の機会の確保、全国障害者スポーツ大会への参加
支援などに取り組みます。

大学連携による
パラスポーツ講座

134 　大学生等に、講話や競技体験を実施して、競技や障害者への理解を深める
とともに、競技普及の担い手育成を支援します。

スポーツ
振興課

障害者スポーツ
指導員養成講習会の
開催

133 　障害者が身近な施設でスポーツを楽しめる環境整備を進めるため、地域で
障害者スポーツの推進を図る担い手を養成します。

スポーツ
振興課

パラスポーツ競技用具
の整備131

　市民がパラスポーツを気軽に体験できるよう、競技用車椅子 (バスケット
ボール用 )、ゴールボール（ゴール・ボール・アイシェード）、シッティングバ
レーボール（ネット・ポール・アンテナ）などの貸出を行います。

オリンピック・
パラリンピック
調整課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課
市民農園における
車いす使用者用区画の
貸出

145 　車いす使用者が野菜作りなどの農作業を楽しめるよう「中田やつ耕園」に
整備した車いす使用者用プランターを貸し出します。

障害者
自立支援課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者就業支援
キャリアセンターの
運営参画

146

　県が設置した千葉障害者就業支援キャリアセンターの運営に参画し、障害
者の就職に関する相談、就労準備訓練、職場実習、就労時の職場支援等を行
い、事業主には、雇用に関する相談、企業内ジョブコーチの育成等を行います。
　その他、求人開拓、広報啓発や企業、特別支援学校、施設等とのネットワー
クの構築などを行います。

雇用推進課
障害者雇用促進
就職面接会147

　就職の困難な障害者の雇用促進を図るため、千葉公共職業安定所等と共催
して求人者・求職者を対象とした合同面接会を行い、雇用機会の確保に努め
ます。

人事課チャレンジドオフィス
ちばし149

　「チャレンジドオフィスちばし」において、障害者が民間企業等で一般就労
するための支援を行います。

障害者
自立支援課

知的障害者職親
委託制度150

　職親として登録した事業経営者が知的障害者を一定期間預かり、生活指導
及び技能習得訓練等を行います。

契約課

障害者法定雇用率
達成企業等に対する
入札参加資格者の
格付けにおける
優遇制度

151 　法定雇用率を達成した場合等に、建設工事入札参加資格者の格付けの基準
となる評価点の加点を行います。

障害者
自立支援課障害者職場実習事業148

　一般就労を希望する障害者に対し、就職前に企業等で一定期間の実習を行
い、相互理解を深めたうえで雇用に結びつけることにより、障害者の職場定
着を図り、もって障害者の一般就労を促進します。

障害福祉
サービス課

日中活動系サービス
事業

精神保健
福祉課デイケアクラブ事業 ＊No．53を参照

＊No．33を参照

オリンピック・
パラリンピック
調整課

再掲
（53）

再掲
（33）

【主な事業】
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　（３）一般就労の支援
　　　障害者の一般就労に向けて、就労相談、職業訓練、実習、就労後の定着のための支援等の事業
　　に取り組むほか、障害者の福祉施設から一般就労への移行など、福祉、教育、労働などの関係機
　　関の連携強化に取り組みます。
　　　また、企業等に対し障害者雇用についての一層の理解と協力を求めて行きます。

教育委員会
企画課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者アスリートの
学校訪問128 　市内の小中特別支援学校に障害者アスリートを招き、児童生徒に対し、講

話や競技体験を実施して、競技や障害者への理解を深めます。

体育・保健体育に
おけるパラスポーツの
実施

129
　ゴールボール、シッティングバレーボール等のパラスポーツを体育の授業
に取り入れます。

教育委員会
企画課

競技用車いすを
活用した授業の実施130 　競技用車いすを全市立小中学校に１年に１回巡回し、車いすバスケット

ボールや乗車体験等の授業を実施します。

スポーツ
振興課

千葉市オープン
ボッチャ大会136 　年齢や障害の有無に関係なく、誰もが参加できるボッチャの市民大会を開

催します。

障害者
自立支援課

肢体不自由児激励会の
開催141 　市内の肢体不自由児及びその家族の交流と親睦を図るため、交流会を開催

します。

障害者
自立支援課

知的障害児激励会の
開催142 　市内の特別支援学級と特別支援学校で学ぶ児童生徒及びその保護者の交

流と親睦を図るため、交流会を開催します。

地域福祉交流館の運営144
　子どもから高齢者まで広く市民が利用できる施設として、小中台・犢橋地
域福祉交流館を運営し、地域福祉活動を促進します。

健全育成課

地域福祉課

成人学習団体育成事業143
　知的障害のある方を対象に、市内小学校等の特別支援学級担当教諭の指導
のもと、社会人として必要な基礎的な知識・技能を身につける活動を支援し
ます。

障害福祉
サービス課

創作的活動事業140
　療育センターふれあいの家、障害者福祉センターにおいて、障害者の余暇
活動の充実、文化・教養の向上、社会参加へのきっかけづくりなどを目的に、
様々な障害特性に対応した創作的活動を行う講座を開催します。

障害者
自立支援課

障害者作品展の開催139
　障害者が製作した作品を公開展示することを通して、障害者の自己表現の
場を提供するとともに、障害者への理解を広げるため、「障害者作品展」を開
催します。

文化振興課

農政課

チバリアフリーアート
プロジェクトの実施138 　障害者も健常者も一緒になって表現するファッションショーなどのイベ

ントを実施します。

障害福祉
サービス課

スポーツ・
レクリエーション事業137

　療育センターふれあいの家、障害者福祉センターにおいて、障害者の余暇
活動の充実、社会参加へのきっかけづくり、リハビリテーションなどを目的
に、スポーツ・レクリエーションなどの講座を開催します。

スポーツ
振興課

障害者とのスポーツ
交流の促進132 　障害者とのスポーツ交流を促進するため、各種団体が実施するスポーツ大

会などに障害者が参加できるよう、働きかけます。

障害者
自立支援課
こころの
健康センター

障害者スポーツ大会の
開催等事業135

　障害者の社会参加はもとより、健康づくりや生きがいづくりを促進するた
め、各種教室、スポーツ活動の機会の確保、全国障害者スポーツ大会への参加
支援などに取り組みます。

大学連携による
パラスポーツ講座

134 　大学生等に、講話や競技体験を実施して、競技や障害者への理解を深める
とともに、競技普及の担い手育成を支援します。

スポーツ
振興課

障害者スポーツ
指導員養成講習会の
開催

133 　障害者が身近な施設でスポーツを楽しめる環境整備を進めるため、地域で
障害者スポーツの推進を図る担い手を養成します。

スポーツ
振興課

パラスポーツ競技用具
の整備131

　市民がパラスポーツを気軽に体験できるよう、競技用車椅子 (バスケット
ボール用 )、ゴールボール（ゴール・ボール・アイシェード）、シッティングバ
レーボール（ネット・ポール・アンテナ）などの貸出を行います。

オリンピック・
パラリンピック
調整課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課
市民農園における
車いす使用者用区画の
貸出

145 　車いす使用者が野菜作りなどの農作業を楽しめるよう「中田やつ耕園」に
整備した車いす使用者用プランターを貸し出します。

障害者
自立支援課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者就業支援
キャリアセンターの
運営参画

146

　県が設置した千葉障害者就業支援キャリアセンターの運営に参画し、障害
者の就職に関する相談、就労準備訓練、職場実習、就労時の職場支援等を行
い、事業主には、雇用に関する相談、企業内ジョブコーチの育成等を行います。
　その他、求人開拓、広報啓発や企業、特別支援学校、施設等とのネットワー
クの構築などを行います。

雇用推進課
障害者雇用促進
就職面接会147

　就職の困難な障害者の雇用促進を図るため、千葉公共職業安定所等と共催
して求人者・求職者を対象とした合同面接会を行い、雇用機会の確保に努め
ます。

人事課チャレンジドオフィス
ちばし149

　「チャレンジドオフィスちばし」において、障害者が民間企業等で一般就労
するための支援を行います。

障害者
自立支援課

知的障害者職親
委託制度150

　職親として登録した事業経営者が知的障害者を一定期間預かり、生活指導
及び技能習得訓練等を行います。

契約課

障害者法定雇用率
達成企業等に対する
入札参加資格者の
格付けにおける
優遇制度

151 　法定雇用率を達成した場合等に、建設工事入札参加資格者の格付けの基準
となる評価点の加点を行います。

障害者
自立支援課障害者職場実習事業148

　一般就労を希望する障害者に対し、就職前に企業等で一定期間の実習を行
い、相互理解を深めたうえで雇用に結びつけることにより、障害者の職場定
着を図り、もって障害者の一般就労を促進します。

障害福祉
サービス課

日中活動系サービス
事業

精神保健
福祉課デイケアクラブ事業 ＊No．53を参照

＊No．33を参照

オリンピック・
パラリンピック
調整課

再掲
（53）

再掲
（33）

【主な事業】
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　（４）福祉的就労の支援
　　　障害の程度等により、企業等での就労が困難な障害者に対して、障害者就労施設等の活動の
　　場を確保する一方、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針に基づき、
　　市の優先調達を推進するほか、授産製品の販路拡大、障害者就労施設等の経営指導や共同受注
　　などへの支援を行い、工賃向上を図ります。

　（６）オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組みとレガシーとしての継承
　　　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として取り組んだ事業をレ
　　ガシーとして継承し、更なる障害者への理解促進と社会参加促進を図ります。

　（５）ボランティア活動の促進
　　　障害者へのボランティア活動にあたり必要となる基本的知識や技能の習得に関する講座な
　　どを開催するとともに、様々な活動機会を提供することにより、市民のボランティア活動への
　　参加を促進します。

障害者
自立支援課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者就労事業
振興センターの
運営参画

152

　千葉県障害者就労事業振興センターの運営に県、船橋市及び柏市とともに
参画し、授産製品の販路拡大や企業からの共同受注等を行うほか、新しい商
品開発や各作業所等への経営指導、作業所等職員の資質の向上のための研修
などを行います。

障害者
自立支援課
各区

授産製品の販売促進153
　本庁舎や各区役所において、市内の作業所等が生産した授産製品を販売
し、市民にＰＲして販路拡大を図ります。

障害福祉
サービス課いずみの家運営事業154

　療育センターいずみの家において、福祉的就労の支援とともに、一般就労
への訓練等を実施します。

障害福祉
サービス課

日中活動系
サービス事業

【主な事業】

地域福祉課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

ボランティアセンター
の運営支援155

　ボランティア活動に関する情報の提供、講座の開催、コーディネート等を
行う千葉市社会福祉協議会のボランティアセンターの運営を支援すること
により、幅広い市民のボランティア活動への積極的な参加を促進します。

市民自治
推進課

市民活動支援センター
の運営156

　市民公益活動の促進を図るための拠点施設として市民活動支援センター
を運営し、ボランティア活動やＮＰＯ活動に関する情報提供や活動場所の提
供、活動に関する相談などを行います。

障害福祉
サービス課

手話等ボランティア
養成等事業157

　療育センターふれあいの家において、手話等ボランティア養成講習会を開
催します。

障害者
自立支援課

ボランティア活動支援事業
（自発的活動支援事業）160

　在宅の知的障害者によるボランティア活動を支援するため、その活動の機
会を提供するとともに、その活動に関する便宜を図ります。

地域福祉課
ボランティア活動推進
協力校指定事業への
支援

159
　児童・生徒に対して、社会福祉への理解と関心を高めるため、千葉市社会
福祉協議会が市立の小中学校から指定したボランティア活動推進協力校で
のボランティア学習の実施を支援します。

こころの
健康センター

精神保健福祉
ボランティア事業158

　精神保健福祉に関する普及啓発を図るとともに、精神保健福祉ボランティ
アとして活動できる人材を育成します。

【主な事業】

＊No．33を参照再掲
（33）

障害者
自立支援課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

福祉講話の開催

【主な事業】

＊No．103 を参照再掲
（103）

教育委員会
企画課

競技用車いすを活用
した授業の実施 ＊No．130 を参照

再掲
（130）

障害者
自立支援課

障害者等用駐車区画の
適正利用促進 ＊No．116 を参照

再掲
（116）

スポーツ
振興課

障害者との
スポーツ交流の促進 ＊No．132 を参照

再掲
（132）

スポーツ
振興課

ちばしパラスポーツ
コンシェルジュ ＊No．119 を参照

再掲
（119）

スポーツ
振興課

パラスポーツ競技用具
の整備 ＊No．131 を参照

再掲
（131）

大学連携による
パラスポーツ講座 ＊No．134 を参照

再掲
（134）

文化振興課チバリアフリーアート
プロジェクトの実施 ＊No．138 を参照

再掲
（138）

スポーツ
振興課

パラスポーツフェスタ
ちば ＊No．121 を参照

再掲
（121）

パラスポーツ体験会 ＊No．122 を参照
再掲
（122）

教育委員会
企画課

体育・保健体育に
おけるパラスポーツ
の実施

＊No．129 を参照再掲
（129）

障害者アスリートの
学校訪問 ＊No．128 を参照再掲

（128）

オリンピック・
パラリンピック
調整課

オリンピック・
パラリンピック
調整課

オリンピック・
パラリンピック
調整課

千葉県理学療法士会
との連携 ＊No．123 を参照

再掲
（123）

オリンピック・
パラリンピック
調整課

千葉市パラスポーツ
振興補助金 ＊No．120 を参照

再掲
（120）

オリンピック・
パラリンピック
調整課
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　（４）福祉的就労の支援
　　　障害の程度等により、企業等での就労が困難な障害者に対して、障害者就労施設等の活動の
　　場を確保する一方、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針に基づき、
　　市の優先調達を推進するほか、授産製品の販路拡大、障害者就労施設等の経営指導や共同受注
　　などへの支援を行い、工賃向上を図ります。

　（６）オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組みとレガシーとしての継承
　　　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として取り組んだ事業をレ
　　ガシーとして継承し、更なる障害者への理解促進と社会参加促進を図ります。

　（５）ボランティア活動の促進
　　　障害者へのボランティア活動にあたり必要となる基本的知識や技能の習得に関する講座な
　　どを開催するとともに、様々な活動機会を提供することにより、市民のボランティア活動への
　　参加を促進します。

障害者
自立支援課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者就労事業
振興センターの
運営参画

152

　千葉県障害者就労事業振興センターの運営に県、船橋市及び柏市とともに
参画し、授産製品の販路拡大や企業からの共同受注等を行うほか、新しい商
品開発や各作業所等への経営指導、作業所等職員の資質の向上のための研修
などを行います。

障害者
自立支援課
各区

授産製品の販売促進153
　本庁舎や各区役所において、市内の作業所等が生産した授産製品を販売
し、市民にＰＲして販路拡大を図ります。

障害福祉
サービス課いずみの家運営事業154

　療育センターいずみの家において、福祉的就労の支援とともに、一般就労
への訓練等を実施します。

障害福祉
サービス課

日中活動系
サービス事業

【主な事業】

地域福祉課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

ボランティアセンター
の運営支援155

　ボランティア活動に関する情報の提供、講座の開催、コーディネート等を
行う千葉市社会福祉協議会のボランティアセンターの運営を支援すること
により、幅広い市民のボランティア活動への積極的な参加を促進します。

市民自治
推進課

市民活動支援センター
の運営156

　市民公益活動の促進を図るための拠点施設として市民活動支援センター
を運営し、ボランティア活動やＮＰＯ活動に関する情報提供や活動場所の提
供、活動に関する相談などを行います。

障害福祉
サービス課

手話等ボランティア
養成等事業157

　療育センターふれあいの家において、手話等ボランティア養成講習会を開
催します。

障害者
自立支援課

ボランティア活動支援事業
（自発的活動支援事業）160

　在宅の知的障害者によるボランティア活動を支援するため、その活動の機
会を提供するとともに、その活動に関する便宜を図ります。

地域福祉課
ボランティア活動推進
協力校指定事業への
支援

159
　児童・生徒に対して、社会福祉への理解と関心を高めるため、千葉市社会
福祉協議会が市立の小中学校から指定したボランティア活動推進協力校で
のボランティア学習の実施を支援します。

こころの
健康センター

精神保健福祉
ボランティア事業158

　精神保健福祉に関する普及啓発を図るとともに、精神保健福祉ボランティ
アとして活動できる人材を育成します。

【主な事業】

＊No．33を参照再掲
（33）

障害者
自立支援課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

福祉講話の開催

【主な事業】

＊No．103 を参照再掲
（103）

教育委員会
企画課

競技用車いすを活用
した授業の実施 ＊No．130 を参照

再掲
（130）

障害者
自立支援課

障害者等用駐車区画の
適正利用促進 ＊No．116 を参照

再掲
（116）

スポーツ
振興課

障害者との
スポーツ交流の促進 ＊No．132 を参照

再掲
（132）

スポーツ
振興課

ちばしパラスポーツ
コンシェルジュ ＊No．119 を参照

再掲
（119）

スポーツ
振興課

パラスポーツ競技用具
の整備 ＊No．131 を参照

再掲
（131）

大学連携による
パラスポーツ講座 ＊No．134 を参照

再掲
（134）

文化振興課チバリアフリーアート
プロジェクトの実施 ＊No．138 を参照

再掲
（138）

スポーツ
振興課

パラスポーツフェスタ
ちば ＊No．121 を参照

再掲
（121）

パラスポーツ体験会 ＊No．122 を参照
再掲
（122）

教育委員会
企画課

体育・保健体育に
おけるパラスポーツ
の実施

＊No．129 を参照再掲
（129）

障害者アスリートの
学校訪問 ＊No．128 を参照再掲

（128）

オリンピック・
パラリンピック
調整課

オリンピック・
パラリンピック
調整課

オリンピック・
パラリンピック
調整課

千葉県理学療法士会
との連携 ＊No．123 を参照

再掲
（123）

オリンピック・
パラリンピック
調整課

千葉市パラスポーツ
振興補助金 ＊No．120 を参照

再掲
（120）

オリンピック・
パラリンピック
調整課
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　（３）安全な交通の確保
　　　障害者がバリアを感じることなく気軽に外出できるよう、歩道や、公共交通機関などのバリ
　　アフリー化を進める一方、交通マナーの普及や放置自転車対策など、安全な交通環境の確保に
　　努めます。

　障害の有無に関わらず、すべての人が安全に安心して日常生活を送ることができるよう、住宅環
境、公共施設、交通機関、道路などにおける社会的障壁の除去を進め、誰もが利用しやすいバリアフ
リーのまちをつくることが求められています。
　また、目的地まで安全にアクセスできる環境づくりとともに、防犯・防災体制の充実も求められ
ています。

　（１）住環境の整備
　　　障害者の生活の場を確保するため、住宅のバリアフリー化を促進するとともに、グループ　
　　ホームの整備を促進します。
　　　また、障害者のグループホームの家賃助成を行い、経済的負担を軽減します。

　（２）公共施設等の整備
　　　公共施設はもとより、公共性の高い施設等の建築主に対して指導や助言を行うことなどに
　　より、オストメイト対応トイレ設備の整備など、バリアフリー化の取組みを促進します。また、
　　障害者の意見を取り入れながら施設設備の改修等を進めます。

基本目標 6基本目標 6
生活環境の整備
　～社会的障壁の除去と安心・安全な環境づくり～

【主な事業】
障害福祉
サービス課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者等住宅改造
相談事業161

　障害者等に適した住宅改造の促進を図るため、専門知識を有する相談員に
よる訪問相談事業を実施します。

障害者
自立支援課

障害者住宅改造費
助成事業162

　重度の障害者世帯のバリアフリー化を促進するため、住宅の改造費の一部
を助成します。

障害福祉
サービス課

障害者グループホーム
の整備

再掲
（51）

【主な事業】

＊No．51を参照

障害福祉
サービス課

グループホーム家賃
助成事業

再掲
（64）

＊No．64を参照

土木保全課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

歩道の改良168
　誰もが安全・安心に通行できるよう、歩道の段差解消や視覚障害者誘導用
ブロックの設置などを推進します。

地域安全課交通安全教育事業169
　子どもの交通安全を図るため、交通安全専門の指導員が小学校・保育所等
を訪れ、交通安全教室を開催し、交通ルールとマナーの指導・啓発活動を行
います。

交通政策課
鉄道駅バリアフリー化
の推進171

　鉄道事業者が実施する、鉄道駅への段差解消設備、多機能トイレ及び内方
線付点状ブロックの整備に対し助成します。

交通政策課
千葉都市モノレール
旅客トイレ整備事業172

　利便性向上のため、トイレのリニューアル（多目的トイレ等バリアフリー
整備含む）を計画的に進めます。

交通政策課
地区別バリアフリー
基本構想の策定173

　バリアフリーマスタープランに基づき、鉄道駅等を中心とした促進地区の
面的・一体的なバリアフリー化を促進するとともに、具体的なバリアフリー
事業を検討・調整し、地区毎にバリアフリー基本構想を策定し、重点整備地
区に位置づける。

自転車政策課放置自転車対策の推進170

　歩道や駅前広場などの道路上において、歩行や救急車などの緊急車両の活
動を阻害するほか、街の美観を損ねるなど様々な問題を生じさせている放置
自転車等を解消するため、自転車駐車場の確保、放置自転車の撤去などに取
り組みます。

障害者
自立支援課

障害者等用駐車区画の
適正利用促進

再掲
（116） ＊No．116 を参照

公園管理課
公園建設課

都市公園の
バリアフリー化165 　安全で快適な公園利用を促進するため、公園の園路や出入口等のバリアフ

リー化を推進します。

各施設所管課

多機能トイレ設備の
充実（オストメイト
対応トイレ設備・
フィッティングシート
の整備）

167
　市施設の多機能トイレにオストメイト対応トイレ設備やフィッティング
シートを整備し、障害者の社会参加を促進します。

教育委員会
生涯学習振興課公民館の改修166 　人に優しく、使いやすい公民館を目指し、トイレ改修等を進めます。

教育委員会
学校施設課

学校施設の整備
再掲
（101） 学校エレベーター

の設置 ＊No．101-①を参照①

新庁舎整備課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

新庁舎整備163
　新庁舎の整備にあたり、だれでも安全で利用しやすい庁舎を目指し、多様
な来庁者にとって使いやすい施設計画としています。

都心整備課
中央公園・通町公園の
整備164

　中央公園・通町公園の整備にあたり、障害者の利用に配慮した公園として
整備します。

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課
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境、公共施設、交通機関、道路などにおける社会的障壁の除去を進め、誰もが利用しやすいバリアフ
リーのまちをつくることが求められています。
　また、目的地まで安全にアクセスできる環境づくりとともに、防犯・防災体制の充実も求められ
ています。

　（１）住環境の整備
　　　障害者の生活の場を確保するため、住宅のバリアフリー化を促進するとともに、グループ　
　　ホームの整備を促進します。
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　　　公共施設はもとより、公共性の高い施設等の建築主に対して指導や助言を行うことなどに
　　より、オストメイト対応トイレ設備の整備など、バリアフリー化の取組みを促進します。また、
　　障害者の意見を取り入れながら施設設備の改修等を進めます。

基本目標 6基本目標 6
生活環境の整備
　～社会的障壁の除去と安心・安全な環境づくり～

【主な事業】
障害福祉
サービス課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

障害者等住宅改造
相談事業161

　障害者等に適した住宅改造の促進を図るため、専門知識を有する相談員に
よる訪問相談事業を実施します。

障害者
自立支援課

障害者住宅改造費
助成事業162

　重度の障害者世帯のバリアフリー化を促進するため、住宅の改造費の一部
を助成します。

障害福祉
サービス課

障害者グループホーム
の整備

再掲
（51）

【主な事業】

＊No．51を参照

障害福祉
サービス課

グループホーム家賃
助成事業

再掲
（64）

＊No．64を参照

土木保全課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

歩道の改良168
　誰もが安全・安心に通行できるよう、歩道の段差解消や視覚障害者誘導用
ブロックの設置などを推進します。

地域安全課交通安全教育事業169
　子どもの交通安全を図るため、交通安全専門の指導員が小学校・保育所等
を訪れ、交通安全教室を開催し、交通ルールとマナーの指導・啓発活動を行
います。

交通政策課
鉄道駅バリアフリー化
の推進171

　鉄道事業者が実施する、鉄道駅への段差解消設備、多機能トイレ及び内方
線付点状ブロックの整備に対し助成します。

交通政策課
千葉都市モノレール
旅客トイレ整備事業172

　利便性向上のため、トイレのリニューアル（多目的トイレ等バリアフリー
整備含む）を計画的に進めます。

交通政策課
地区別バリアフリー
基本構想の策定173

　バリアフリーマスタープランに基づき、鉄道駅等を中心とした促進地区の
面的・一体的なバリアフリー化を促進するとともに、具体的なバリアフリー
事業を検討・調整し、地区毎にバリアフリー基本構想を策定し、重点整備地
区に位置づける。

自転車政策課放置自転車対策の推進170

　歩道や駅前広場などの道路上において、歩行や救急車などの緊急車両の活
動を阻害するほか、街の美観を損ねるなど様々な問題を生じさせている放置
自転車等を解消するため、自転車駐車場の確保、放置自転車の撤去などに取
り組みます。

障害者
自立支援課

障害者等用駐車区画の
適正利用促進

再掲
（116） ＊No．116 を参照

公園管理課
公園建設課

都市公園の
バリアフリー化165 　安全で快適な公園利用を促進するため、公園の園路や出入口等のバリアフ

リー化を推進します。

各施設所管課

多機能トイレ設備の
充実（オストメイト
対応トイレ設備・
フィッティングシート
の整備）

167
　市施設の多機能トイレにオストメイト対応トイレ設備やフィッティング
シートを整備し、障害者の社会参加を促進します。

教育委員会
生涯学習振興課公民館の改修166 　人に優しく、使いやすい公民館を目指し、トイレ改修等を進めます。

教育委員会
学校施設課

学校施設の整備
再掲
（101） 学校エレベーター

の設置 ＊No．101-①を参照①

新庁舎整備課

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

新庁舎整備163
　新庁舎の整備にあたり、だれでも安全で利用しやすい庁舎を目指し、多様
な来庁者にとって使いやすい施設計画としています。

都心整備課
中央公園・通町公園の
整備164

　中央公園・通町公園の整備にあたり、障害者の利用に配慮した公園として
整備します。

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名
（詳細事業）

No. 所管課
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　（４）防犯・防災体制の整備
　　　障害者が地域において安心して暮らせるよう、防犯街灯の設置・維持管理に対する助成や
　　市民防犯活動を支援します。
　　　また、災害発生時の救援・救助体制、避難支援体制を構築するほか、避難所における支援の
　　充実を図ります。

【主な事業】

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

174 地域安全課市民防犯活動の支援
　防犯パトロール隊への物品配付や各種講座の開催、防犯街灯の設置助成等
を進め、市民の自主的な防犯活動を支援します。

176
障害者
自立支援課

障害者家具転倒防止
対策事業

　家具の転倒防止金具を取り付けることが困難な重度の障害者のみの世帯
等に対し、金具の取付費用の助成を行います。（金具代は除く。）

178 消防局予防課住宅防火訪問指導
　「住宅防火対策の推進」として、住宅火災による死傷者及び損害の低減を図
るため、住宅用火災警報器などの住宅用防災機器の設置を促進するととも
に、要援護高齢者等への防火訪問指導等により防火対策を推進します。

179 消防局指令課
メール及び
インターネットによる
１１９番通報の受付

　災害時の情報・伝達方法として、携帯電話等のメール及びスマートフォン
等のインターネットからの緊急通報受付システムの導入により、事前登録し
た聴覚障害者及び音声・言語障害者からの緊急通報受付を行います。

180
電話・FAXによる
災害時緊急情報
配信サービス

　携帯電話を使用していない方で緊急情報の入手が比較的困難な高齢者な
どを対象に、ご自宅の電話やＦＡＸに災害時緊急情報を配信します。

177
障害者
自立支援課

火災警報器設置費の
支給（日常生活用具費
支給事業）

　障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯のうち、重度の障害者がいる世帯
に対して、音又は光により火災を知らせることができる火災警報器の設置費
用を支給します。

175 地域安全課

防災対策課

181 自主防災組織の育成
　地域の住民が平常時からお互いに協力し合い「自分たちの町は自分たちで
守る」ということを目的に結成される自主防災組織の育成・支援を行います。

防災対策課

182 避難所運営委員会の
設立促進及び活動支援

　災害時に迅速かつ円滑に避難所の開設・運営を行うため、地域の町内自治
会等が主体となった避難所運営委員会の設立を促進します。
　また、避難所運営委員会の活動を支援するため、訓練や会議等に要する経
費を補助します。

防災対策課

183 災害時における
避難支援体制の強化

　災害から障害者を守るため、避難行動要支援者名簿の町内自治会等への提
供を進め、災害時に地域で避難支援を行う体制の整備に努めます。 防災対策課

185 オストメイト用装具
預かり保管の実施

　災害発生時に、オストメイトの方が自己のオストメイト用装具の調達を容
易にできるよう、装具を市立施設で預かり保管します。

障害者
自立支援課

184
避難行動要支援者
名簿情報の活用

　避難行動要支援者名簿システムで把握した要支援者情報をちば消防共同
指令センターの指令管制システムに取り込むことで、火災や、風水害等の発
生時に、災害地点から一定範囲の要支援者の安全を確保します。

消防局指令課

地域防犯ネットワーク
　市民、事業者及び警察と連携し、地域防犯を進めるネットワークを構築し
ます。

事　業　内　容事　業　名No. 所管課

186
高齢福祉課
障害者
自立支援課

拠点的福祉避難所の
指定

　要配慮者支援として、入院、加療は必要ではないものの、より専門性の高い
サービスを必要とする方たちの二次避難先として、高齢者施設、障害者施設
を中心に協定を結び、拠点的福祉避難所の指定を進めます。

高齢福祉課
障害者
自立支援課

要配慮者向け
防災用備蓄品の整備

　災害時に必要に応じて開設される拠点的福祉避難所等において、要配慮者
向け防災用備蓄品の整備を進めます。

187
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障害者家具転倒防止
対策事業
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事　業　内　容事　業　名No. 所管課
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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第１章　成果目標

１　施設入所者の地域生活への移行
　本市の福祉施設から地域生活への移行者については、平成 30 年度から令和元年度までの累計
は 68人となり、第５期障害福祉計画の目標値である 51人を上回っています。そのため、第６期障
害福祉計画の目標値については、国の基本指針に沿って目標値を設定します。
　また、国の基本指針では、施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から１．６％以上削
減することを目標値に設定することとしていますが、令和元年度末時点の施設入所者数は 537人
で令和元年度に本市が実施した障害者生活実態・意向調査の結果によると、障害福祉サービスの
利用意向として、在宅の障害者のうち約４人に１人の方が施設入所支援の利用を希望しているこ
と、今後、障害者及び介護者の高齢化は更に進むと考えられることから、総入所者数を減少させる
ことは難しい状況であるため、施設入所定員については、削減目標を設定しないこととします。

【目標達成に向けた取組み】
　障害者が地域で自立した生活を営むために、居住の場であるグループホームの整備を進めるほ
か、地域移行に向けた相談機能を一層充実させるとともに、関係機関との連携を強化することによ
り、安心して暮らしていくための仕組みを強化します。

【目標達成に向けた取組み】
　市内の精神科病院や地域の事業所等と連携しながら、入院後３か月、６か月、１年時点における
入院長期化の理由及び背景を分析し、地域での受け皿調整や、その他必要な対応について協議、実
施をしていきます。あわせて、当事者等を対象とした地域移行支援プログラムや、退院及び地域移
行支援に携わる職員等に向けた研修会を開催するなどの取組みを行います。

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
　
　本市における入院中の精神障害者の退院に関して、国の基本指針に沿って、令和５年度における
目標値を入院後３か月時点は 69％以上、入院後６か月時点は 86％以上、入院後１年時点は 92％
以上と設定します。

３　地域生活支援拠点等の整備
　
　国の基本指針では、令和５年度末までに、各市町村又は各圏域に地域生活支援拠点等を少なくと
も一つ整備するとともに、その機能の充実のため、年１回以上の運用状況を検証、検討することが
示されています。本市においては、現在設置している３か所の地域生活支援拠点を確保しつつ、そ
の機能の充実のため、地域自立支援協議会で年１回以上の運用状況を検証、検討することとします。

４　福祉施設から一般就労への移行等
　
　本市の福祉施設から一般就労への移行者については、令和元年度は 232人となり、第５期障害
福祉計画の目標値である 177人を上回る結果となっていることから、第６期障害福祉計画の目標
値については、国の基本指針に沿って目標値を設定します。
　また、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率についても、同指針に沿って目
標値を設定します。
　なお、同指針では、就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業（以下
「就労移行支援事業等」という。）における、令和５年度までに一般就労に移行する者の目標値につ
いて設定することとしていますが、本市においては、一般就労への支援として、就労移行支援事業
所等による支援のみならず、千葉障害者就業支援キャリアセンターなどの独自の取組みによるア
プローチも複合的に行っており、一般就労に向けて就労移行支援事業所等を利用することが唯一
の方法ではないことから、本市においてはこれらの目標については、設定しないこととします。

第３部　障害福祉サービスの見込量等

成果目標第１章

（第６期千葉市障害福祉計画）

【本市の目標値】

項　目 目標値 備　考

地域生活移行者数 令和元年度末時点の施設入所者数 (537人 ) の６％以上33人以上

【本市の目標値】

項　目 目標値

精神病床における早期退院率

入院後３か月時点

入院後６か月時点

入院後１年時点

69％以上

86％以上

92％以上
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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第１章　成果目標

【目標達成に向けた取組み】
　障害者の一般就労に向けて、福祉、教育、労働などの関係機関の連携強化により、横断的かつ効果
的な事業に取り組む一方、障害者一人ひとりの状況を踏まえた、就労相談、職業訓練、職場実習等の
充実を図るとともに、就労後の定着支援等を通じて企業等に対する障害者雇用の一層の理解と協
力を求めていきます。

１　発達障害者等に対する支援
　　（１）発達障害者支援地域協議会の開催
　　　国の基本指針では、地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行うために必
　　要な発達障害者支援地域協議会の開催回数の見込みを設定することとしており、本市では、現
　　在の開催状況を元に、年１回の開催をすることとします。

　（２）発達障害者支援センター
　　　国の基本指針では、発達障害者支援センターによる相談件数、関係機関への助言件数、外部
　　機関や地域住民への研修、啓発件数、ペアレントトレーニングの受講者数の見込みを設定する
　　こととしており、本市では、以下の通り実施することとします。

活動指標第２章
【本市の目標値】

項　目 目標値 備　考

一般就労移行者数 令和元年度の一般就労への移行実績 (232人 ) の1.27 倍以上295人以上

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

発達障害者支援地域協議会の開催回数 年１回

【本市の実施見込み】

項　目 単　位
見込量

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

相談支援

関係機関への助言

外部機関や地域住民への
研修、啓発

ペアレントトレーニング
の受講者数

延件数／年 4,472 4,852 5,238

562 610 663

163 163 163

8 8 8

件／年

回／年

実人数／年

項　目 目標値

就労定着支援事業の利用者数 令和５年度における就労移行支援事業等から
一般就労へ移行する者のうち７割が利用

就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上就労定着支援事業の就労定着率
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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第２章　活動指標

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
　
　（１）保健、医療及び福祉関係者による協議の場
　　　国の基本指針では、保健、医療及び福祉関係者による協議の場の、開催回数、保健、医療、福
　　祉、介護、当事者及び家族等の参加者数、目標設定及び評価の実施回数の見込みを設定するこ
　　ととしており、本市では、以下の通り実施することとします。

４　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築
　
　（１）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用
　　　国の基本指針では、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への
　　市職員の参加人数の見込みを設定することとされています。本市では、各種研修への参加人数
　　の見込みを以下の通り設定することとし、障害者総合支援法の具体的内容の理解を促進する
　　観点から、職員に対し障害者の権利擁護や虐待防止に関する各種研修への受講を促し、職員へ
　　の意識付けを図ります。

　（２）障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有
　　　国の基本指針では、障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析して、その結
　　果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定
　　することとされています。本市では、請求の過誤を減らすための取組みとして障害者自立支援
　　審査支払等システムによる審査結果を分析してその結果を活用し、年１回事業所説明会等に
　　て情報共有を行うこととします。

　（３）指導監査結果の関係市町村との共有
　　　国の基本指針では、都道府県が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所
　　支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無
　　及びその共有回数の見込みを設定することとされています。本市では、千葉県及び関係自治体
　　と１年に１回の頻度で指導監査に関する情報共有を行うこととします。また、処分を行うなど
　　関係自治体と情報共有が必要な場合は、適宜情報共有を行うこととします。

３　相談支援体制の充実・強化のための取組み
　
　（１）総合的・専門的な相談支援
　　　国の基本指針では、障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の
　　実施見込みを設定することとされています。本市では、障害者基幹相談支援センター（各区１
　　か所設置）、地域生活支援拠点（市内３か所設置）で総合的・専門的な相談支援の実施をするこ
　　ととします。

　（２）地域の相談支援体制の強化
　　　国の基本指針では、地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数
　　の見込み、地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見込み及び地域の相談機関との連
　　携強化の取組の実施回数の見込みを設定することとされています。本市では、６か所設置して
　　いる障害者基幹相談支援センターにおいて以下の通り実施することとします。

項　目 見込量

開催回数 ３回／年

関係者の参加者数 延べ 90人／年

目標設定及び評価の実施回数 ３回／年

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

各種研修の参加人数 20人／年

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

共有の実施回数 １回／年

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

共有の実施回数 １回／年

備　考　

処分等があれば適宜実施

【本市の実施見込み】

項　目 見込量

相談支援事業者に対する指導・助言の件数 年２回／１か所

相談支援事業者の人材育成の支援件数 年１２回／１か所

相談機関との連携強化の取組の実施回数 年６回／１か所

【本市の実施見込み】
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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第３章　指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策

１　指定障害福祉サービス等の見込量算定の考え方
　
　（１）訪問系サービス
　　　過年度実績の伸び等を勘案して見込みます。
　　　また、重度障害者等包括支援は、現在、県内に事業者がなく利用実績はありませんが、事業者
　　の新規参入により利用者が発生することを想定して見込みます。

　（２）日中活動系サービス
　　　第５期計画期間の利用実績の伸び等を勘案して見込みます。

　（３）居住系サービス
　　　共同生活援助は、施設入所者の地域移行目標者数や介助者の高齢化による利用者数の伸び
　　等を勘案して見込みます。
　　　施設入所支援は、利用実績は減少傾向にありますが、障害者本人の高齢化・重度化や介助者
　　の高齢化を見据えて、現状維持として見込みます。
　　　自立生活援助は、過年度実績の伸び等を勘案して見込みます。

　（４）相談支援
　　　過年度実績の伸び等を勘案して見込みます。

２　指定障害福祉サービス等の見込量確保の方策
　
　（１）訪問系サービス
　　　障害福祉サービス事業者には、連絡協議会や事業者説明会等を通じて、ホームヘルパーの増
　　員を働きかけるとともに、介護サービス事業者には、指定居宅サービス事業者等連絡会議等を
　　通じて、障害福祉サービス事業への参入を促します。
　　　また、居宅介護及び重度訪問介護については、ホームヘルパーが医療的ケアを必要とする重
　　度障害者等に対しても支援を行えるよう、必要な研修の受講を支援します。
　　　同行援護及び行動援護については、事業者の参入を促進するとともに、利用者への情報提供
　　に努めます。
　　　重度障害者等包括支援は、居宅介護、短期入所、生活介護等複数のサービスを提供している
　　事業者等に、事業の実施を働きかけます。 

　（２）日中活動系サービス
　　　「障害者支援版起業塾」の開催等により、事業者の参入を促進します。
　　　また、指定事業者等への説明会において必要な情報提供を行うなどを通じて、事業者の参入
　　を促進します。

　（３）居住系サービス
　　　共同生活援助は、民間事業者の参入により事業者数は増加していますが、施設や精神科病院
　　からの地域移行を更に促進するとともに、介助者の高齢化によるニーズの増加に対応するた
　　めに必要な助成を行い、積極的な整備を進めます。

　（４）相談支援
　　　指定相談支援事業者の確保に努めます。また、従事する相談支援専門員を養成するため、指
　　定障害福祉サービス事業者に対し、相談支援従事者研修の受講等を促します。

３　指定障害福祉サービス等の見込量
　
　（１）訪問系サービス

指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策第３章

サービスの種類 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度
見込量

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

1,352 1,406 1,462

32,313 33,603 34,942

33,642 35,532 37,044

89 94 98

190 194 197

3,686 3,764 3,822

29 29 30

635 635 657

1 1 1

425 425 425



76 77

第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第３章　指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策

１　指定障害福祉サービス等の見込量算定の考え方
　
　（１）訪問系サービス
　　　過年度実績の伸び等を勘案して見込みます。
　　　また、重度障害者等包括支援は、現在、県内に事業者がなく利用実績はありませんが、事業者
　　の新規参入により利用者が発生することを想定して見込みます。

　（２）日中活動系サービス
　　　第５期計画期間の利用実績の伸び等を勘案して見込みます。

　（３）居住系サービス
　　　共同生活援助は、施設入所者の地域移行目標者数や介助者の高齢化による利用者数の伸び
　　等を勘案して見込みます。
　　　施設入所支援は、利用実績は減少傾向にありますが、障害者本人の高齢化・重度化や介助者
　　の高齢化を見据えて、現状維持として見込みます。
　　　自立生活援助は、過年度実績の伸び等を勘案して見込みます。

　（４）相談支援
　　　過年度実績の伸び等を勘案して見込みます。

２　指定障害福祉サービス等の見込量確保の方策
　
　（１）訪問系サービス
　　　障害福祉サービス事業者には、連絡協議会や事業者説明会等を通じて、ホームヘルパーの増
　　員を働きかけるとともに、介護サービス事業者には、指定居宅サービス事業者等連絡会議等を
　　通じて、障害福祉サービス事業への参入を促します。
　　　また、居宅介護及び重度訪問介護については、ホームヘルパーが医療的ケアを必要とする重
　　度障害者等に対しても支援を行えるよう、必要な研修の受講を支援します。
　　　同行援護及び行動援護については、事業者の参入を促進するとともに、利用者への情報提供
　　に努めます。
　　　重度障害者等包括支援は、居宅介護、短期入所、生活介護等複数のサービスを提供している
　　事業者等に、事業の実施を働きかけます。 

　（２）日中活動系サービス
　　　「障害者支援版起業塾」の開催等により、事業者の参入を促進します。
　　　また、指定事業者等への説明会において必要な情報提供を行うなどを通じて、事業者の参入
　　を促進します。

　（３）居住系サービス
　　　共同生活援助は、民間事業者の参入により事業者数は増加していますが、施設や精神科病院
　　からの地域移行を更に促進するとともに、介助者の高齢化によるニーズの増加に対応するた
　　めに必要な助成を行い、積極的な整備を進めます。

　（４）相談支援
　　　指定相談支援事業者の確保に努めます。また、従事する相談支援専門員を養成するため、指
　　定障害福祉サービス事業者に対し、相談支援従事者研修の受講等を促します。

３　指定障害福祉サービス等の見込量
　
　（１）訪問系サービス

指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策第３章

サービスの種類 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度
見込量

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（時間分／月）

1,352 1,406 1,462

32,313 33,603 34,942

33,642 35,532 37,044

89 94 98

190 194 197

3,686 3,764 3,822

29 29 30

635 635 657

1 1 1

425 425 425



78 79

第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第３章　指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策

（２）日中活動系サービス

サービスの種類 単位
見込量

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

就労定着支援

療養介護

短期入所（福祉型）

短期入所（医療型）

利用者数
（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）

利用者数
（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（延人日／月）

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）

1,791 1,809 1,827

35,104 35,456 35,809

155 172 172

9 10 10

84 99 117

1,470 1,733 2,048

393 408 425

6,367 6,610 6,885

686 871 1,106

12,897 16,375 20,793

1,037 1,141 1,255

16,799 18,484 20,331

378 586 909

84 85 86

340 340 340

2,278 2,278 2,278

61 66 71

256 277 298

令和３年度 令和４年度 令和５年度

（３）居住系サービス

（４）相談支援

サービスの種類 単位
見込量

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）

3 3 3

962 1,105 1,247

精神障害者の自立生活援助 利用者数
（実人／月） 2 2 2

精神障害者の共同生活援助
（グループホーム）

利用者数
（実人／月） 327 376 424

669 669 669

サービスの種類 単位
見込量

計画相談支援

地域移行支援

精神障害者の地域移行支援

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）

1,829 2,323 2,950

9 9 9

7 7 7

精神障害者の地域定着支援 利用者数
（実人／月） 34 34 34

地域定着支援 利用者数
（実人／月） 40 40 40

令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和３年度 令和４年度 令和５年度
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（２）日中活動系サービス

サービスの種類 単位
見込量

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

就労定着支援

療養介護

短期入所（福祉型）

短期入所（医療型）

利用者数
（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）

利用者数
（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）

利用者数
（実人／月）

利用量
（延人日／月）

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用者数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）

1,791 1,809 1,827

35,104 35,456 35,809

155 172 172

9 10 10

84 99 117

1,470 1,733 2,048

393 408 425

6,367 6,610 6,885

686 871 1,106

12,897 16,375 20,793

1,037 1,141 1,255

16,799 18,484 20,331

378 586 909

84 85 86

340 340 340

2,278 2,278 2,278

61 66 71

256 277 298

令和３年度 令和４年度 令和５年度

（３）居住系サービス

（４）相談支援

サービスの種類 単位
見込量

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）

3 3 3

962 1,105 1,247

精神障害者の自立生活援助 利用者数
（実人／月） 2 2 2

精神障害者の共同生活援助
（グループホーム）

利用者数
（実人／月） 327 376 424

669 669 669

サービスの種類 単位
見込量

計画相談支援

地域移行支援

精神障害者の地域移行支援

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）

利用者数
（実人／月）

1,829 2,323 2,950

9 9 9

7 7 7

精神障害者の地域定着支援 利用者数
（実人／月） 34 34 34

地域定着支援 利用者数
（実人／月） 40 40 40

令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和３年度 令和４年度 令和５年度
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　地域生活支援事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の
特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態等により効率的・効果的に実施する事業です。実施
が義務付けられている「必須事業」と、市町村の判断により地域の実情に応じて実施する「任意事
業」があります。
　
１　必須事業

地域生活支援事業の実施に関する事項第４章

事業の種類 事業名 単位
令和３年度 令和５年度令和４年度

実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

理解促進
研修・啓発
事業

自発的活動
支援事業

相談支援
事業

①心の輪を広げる
　理解促進事業

②精神障害者
　明るいくらし
　促進事業

実施の
有無 実施 実施 実施

　障害に関する理解の促進を図るため、
市内の小中学校等を通じて、作文及びポ
スターを募集し、最優秀作品を内閣府に
推薦します。

②障害者福祉大会 実施の
有無 実施 実施 実施

　障害者週間事業の一環として、障害者
（児）の自立の促進と市民意識の啓発及
び障害者間の障害種別を超えた交流を
図るため、障害者福祉大会の企画・運営
を（一社）千葉市身体障害者連合会に委
託して実施します。

①本人活動支援事業 実施の
有無 実施 実施 実施

実施の
有無 実施 実施 実施

　在宅の知的障害者本人によるボラン
ティア活動を支援するため、その活動の
機会を提供するとともに、その活動に関
する便宜を図るため、千葉市手をつなぐ
育成会に委託して実施します。

　精神障害者やその家族及び地域住民
との交流を図ることにより、精神障害者
の社会参加の促進を図るため、ＮＰＯ法
人千家連に委託して実施します。

③精神障害者家族
　セミナー

障害者基幹
相談支援センター

実施の
有無

箇所数

実施 実施 実施

6 6 6

　他の精神障害者施設の見学や家族会
の研修を通じて精神障害についての普
及啓発の方法を学ぶことにより、家族会
の活性化を促し、精神障害者の社会参加
の促進を図るため、ＮＰＯ法人千家連に
委託して実施します。

　各区に１か所ずつ設置した障害者基
幹相談支援センターにおいて、障害者や
その保護者、介護者からの相談、その他
必要な支援を実施します。

専門性の
高い相談
支援事業

①障害児等療育
　支援事業

成年後見制度利用支援事業

　身近な地域で療育指導等が受けられ
るよう、障害児（者）施設等の有する機能
を活用して実施します。

②発達障害者支援
　センター運営事業

　発達障害児（者）に対する総合的な支
援拠点として療育センター内に設置し、
（福）千葉市社会福祉協議会に委託して
実施します。

　千葉市成年後見支援センター・障害
者相談支援事業所等での広報・相談及
び、各区高齢障害支援課・健康課での相
談等により、制度の周知を図ります。

箇所数 11 11 11

箇所数 1 1 1

実利用
見込者数 924 933 942

実利用
見込者数 116 202 349

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

意思疎通
支援事業

専門性の
高い意思
疎通支援を
行う者の
派遣事業

専門性の
高い意思
疎通支援を
行う者の
養成研修
事業

①手話通訳者設置
　事業

実施の
有無 実施 実施 実施

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、本庁舎及び各保健福
祉センターに手話通訳者を配置します。

　夜間等の緊急時における聴覚障害者
のコミュニケーション手段を確保する
ため、（福）千葉県聴覚障害者協会に委託
して実施します。

実設置
見込者数 7 7 7

①手話通訳者派遣
　事業

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、（福）千葉県聴覚障害
者協会に委託して実施します。

延利用
見込者数 3,115 3,583 4,124

①手話通訳者養成
　研修事業

　聴覚障害者のコミュニケーション等
の支援者として、手話による通訳に必要
な技術や知識を習得した手話通訳者を
養成するため、千葉市聴覚障害者協会及
び（福）千葉県聴覚障害者協会に委託し
て実施します。

実修了
見込者数 0 20 0

②要約筆記者養成
　研修事業

　聴覚障害者のコミュニケーション等
の支援者として、要約筆記に必要な技術
や知識を習得した要約筆記者を養成す
るため、千葉市中途失聴・難聴者協会に
委託して実施します。

実修了
見込者数 0 10 0

③盲ろう者向け
　通訳・介助員
　養成研修

　盲ろう者の自立と社会参加の担い手
として、通訳及び移動等の支援方法を習
得した通訳・介助員を養成するため、四
県市（千葉県・船橋市・柏市・千葉市）
共同事業として、ＮＰＯ法人千葉盲ろう
者友の会に委託して実施します。

実修了
見込者数 5 5 5

②要約筆記者派遣
　事業　

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、（福）千葉県聴覚障害
者協会に委託して実施します。

延利用
見込者数 308 342 380

③盲ろう者向け通訳
・介助員派遣事業　

　盲ろう者のコミュニケーションや移
動等を確保するため、四県市（千葉県・
船橋市・柏市・千葉市）共同事業として、
ＮＰＯ法人千葉盲ろう者友の会に委託
して実施します。

延利用
見込者数 373 373 373

②手話通訳者夜間
　派遣等事業

令和３年度 令和５年度令和４年度
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　地域生活支援事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の
特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態等により効率的・効果的に実施する事業です。実施
が義務付けられている「必須事業」と、市町村の判断により地域の実情に応じて実施する「任意事
業」があります。
　
１　必須事業

地域生活支援事業の実施に関する事項第４章

事業の種類 事業名 単位
令和３年度 令和５年度令和４年度

実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

理解促進
研修・啓発
事業

自発的活動
支援事業

相談支援
事業

①心の輪を広げる
　理解促進事業

②精神障害者
　明るいくらし
　促進事業

実施の
有無 実施 実施 実施

　障害に関する理解の促進を図るため、
市内の小中学校等を通じて、作文及びポ
スターを募集し、最優秀作品を内閣府に
推薦します。

②障害者福祉大会 実施の
有無 実施 実施 実施

　障害者週間事業の一環として、障害者
（児）の自立の促進と市民意識の啓発及
び障害者間の障害種別を超えた交流を
図るため、障害者福祉大会の企画・運営
を（一社）千葉市身体障害者連合会に委
託して実施します。

①本人活動支援事業 実施の
有無 実施 実施 実施

実施の
有無 実施 実施 実施

　在宅の知的障害者本人によるボラン
ティア活動を支援するため、その活動の
機会を提供するとともに、その活動に関
する便宜を図るため、千葉市手をつなぐ
育成会に委託して実施します。

　精神障害者やその家族及び地域住民
との交流を図ることにより、精神障害者
の社会参加の促進を図るため、ＮＰＯ法
人千家連に委託して実施します。

③精神障害者家族
　セミナー

障害者基幹
相談支援センター

実施の
有無

箇所数

実施 実施 実施

6 6 6

　他の精神障害者施設の見学や家族会
の研修を通じて精神障害についての普
及啓発の方法を学ぶことにより、家族会
の活性化を促し、精神障害者の社会参加
の促進を図るため、ＮＰＯ法人千家連に
委託して実施します。

　各区に１か所ずつ設置した障害者基
幹相談支援センターにおいて、障害者や
その保護者、介護者からの相談、その他
必要な支援を実施します。

専門性の
高い相談
支援事業

①障害児等療育
　支援事業

成年後見制度利用支援事業

　身近な地域で療育指導等が受けられ
るよう、障害児（者）施設等の有する機能
を活用して実施します。

②発達障害者支援
　センター運営事業

　発達障害児（者）に対する総合的な支
援拠点として療育センター内に設置し、
（福）千葉市社会福祉協議会に委託して
実施します。

　千葉市成年後見支援センター・障害
者相談支援事業所等での広報・相談及
び、各区高齢障害支援課・健康課での相
談等により、制度の周知を図ります。

箇所数 11 11 11

箇所数 1 1 1

実利用
見込者数 924 933 942

実利用
見込者数 116 202 349

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

意思疎通
支援事業

専門性の
高い意思
疎通支援を
行う者の
派遣事業

専門性の
高い意思
疎通支援を
行う者の
養成研修
事業

①手話通訳者設置
　事業

実施の
有無 実施 実施 実施

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、本庁舎及び各保健福
祉センターに手話通訳者を配置します。

　夜間等の緊急時における聴覚障害者
のコミュニケーション手段を確保する
ため、（福）千葉県聴覚障害者協会に委託
して実施します。

実設置
見込者数 7 7 7

①手話通訳者派遣
　事業

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、（福）千葉県聴覚障害
者協会に委託して実施します。

延利用
見込者数 3,115 3,583 4,124

①手話通訳者養成
　研修事業

　聴覚障害者のコミュニケーション等
の支援者として、手話による通訳に必要
な技術や知識を習得した手話通訳者を
養成するため、千葉市聴覚障害者協会及
び（福）千葉県聴覚障害者協会に委託し
て実施します。

実修了
見込者数 0 20 0

②要約筆記者養成
　研修事業

　聴覚障害者のコミュニケーション等
の支援者として、要約筆記に必要な技術
や知識を習得した要約筆記者を養成す
るため、千葉市中途失聴・難聴者協会に
委託して実施します。

実修了
見込者数 0 10 0

③盲ろう者向け
　通訳・介助員
　養成研修

　盲ろう者の自立と社会参加の担い手
として、通訳及び移動等の支援方法を習
得した通訳・介助員を養成するため、四
県市（千葉県・船橋市・柏市・千葉市）
共同事業として、ＮＰＯ法人千葉盲ろう
者友の会に委託して実施します。

実修了
見込者数 5 5 5

②要約筆記者派遣
　事業　

　聴覚障害者のコミュニケーション手
段を確保するため、（福）千葉県聴覚障害
者協会に委託して実施します。

延利用
見込者数 308 342 380

③盲ろう者向け通訳
・介助員派遣事業　

　盲ろう者のコミュニケーションや移
動等を確保するため、四県市（千葉県・
船橋市・柏市・千葉市）共同事業として、
ＮＰＯ法人千葉盲ろう者友の会に委託
して実施します。

延利用
見込者数 373 373 373

②手話通訳者夜間
　派遣等事業

令和３年度 令和５年度令和４年度
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２　任意事業
事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方

（確保の方策）
見込量

日常生活
用具給付等
事業

地域活動
支援センター
事業

発達障害者支援地域協議会による
体制整備事業

移動支援事業

①介護・訓練支援
　用具

　地域で生活する障害者の利便性の向
上を図ります。また、障害者の生活実態
や技術進歩に対応した品目選定等に努
めます。

　事業者数は着実に増えていますが、移
動支援の登録をしていない介護保険の
訪問介護事業者等への情報提供に努め、
事業所の一層の参入を促進します。

　利用者に創作的活動、生産活動の機会
等を提供する事業（Ⅱ型、Ⅲ型）を実施す
るほか、これに加えて精神保健福祉士等
の専門職員を配置し、医療・福祉及び地
域の社会基盤との連携強化のための調
整、地域住民ボランティア育成、障害に
対する理解促進を図るための普及啓発
等の事業（Ⅰ型）を実施します。

　発達障害児（者）への支援体制を整備
するため、医療、保健、福祉、教育、労働等
の関係者で構成する「発達障害者支援地
域協議会」を設置し、発達障害者支援セ
ンターの活動状況等について検証を行
うとともに、関係機関の連携の緊密化を
図ります。

箇所数 6 6 6

給付等
見込件数 65 65 65

②自立生活支援
　用具

給付等
見込件数 155 155 155

③在宅療養等支援
　用具

給付等
見込件数 116 116 116

④情報・意思疎通
　支援用具

給付等
見込件数 210 210 210

⑤排泄管理支援
　用具

①Ⅰ型

給付等
見込件数 22,001 24,575 27,451

⑥居宅生活動作
　補助用具
（住宅改修費）

給付等
見込件数 15 15 15

実利用
見込者数 851 885 921

実利用
見込者数 465 465 465

箇所数 2 2 2
②Ⅱ型 実利用

見込者数 51 51 51

箇所数 15 15 15
③Ⅲ型 実利用

見込者数

協議会の
開催
見込数

392 392 392

1 1 1

延利用
見込時間数 95,482 99,297 103,336

令和３年度 令和５年度令和４年度

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

日常生活
支援

①福祉ホーム
　運営事業

　地域における住まいの場を確保する
ため、民間事業者への補助事業により実
施します。

箇所数 1 1 1

実利用
見込者数 5 5 5

②訪問入浴
　サービス事業

④日中一時支援
　事業

⑤発達障害等に
　関する巡回相談員
　整備事業

③生活訓練等事業

盲婦人家庭生活
訓練事業

　重度身体障害者の生活支援のため、登
録事業者による訪問入浴サービスを提
供します。

　盲婦人の生活支援のため、ＮＰＯ法人
千葉市視覚障害者協会に委託して実施
します。

箇所数 13 13 13

実利用
見込者数 49 49 49

実利用
見込者数 536 536 536

実施の
有無 実施 実施 実施

盲青年社会生活
教室開催事業

　盲青年の生活支援のため、ＮＰＯ法人
千葉市視覚障害者協会に委託して実施
します。

実施の
有無 実施 実施 実施

中途失明者緊急
生活訓練事業

　中途失明者の生活支援のため、ＮＰＯ
法人千葉市視覚障害者協会に委託して
実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

視覚障害者自立
生活訓練等事業

　視覚障害者の生活支援のため、ＮＰＯ
法人千葉市視覚障害者協会に委託して
実施します。

　障害者等の日中活動の場を確保する
とともに、家族の就労支援や一時的な休
息を確保します。

　保育所等に相談員が赴き、保護者等に
対し、発達障害等に関する助言等を行う
ため、発達障害者支援センター運営事業
を受託している（福）千葉市社会福祉協
議会に委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

ろうあ者社会
生活教室開催事業

　ろうあ者の生活支援のため、千葉市聴
覚障害者協会に委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

実施の
有無 実施 実施 実施

令和３年度 令和５年度令和４年度
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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第４章　地域生活支援事業の実施に関する事項

２　任意事業
事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方

（確保の方策）
見込量

日常生活
用具給付等
事業

地域活動
支援センター
事業

発達障害者支援地域協議会による
体制整備事業

移動支援事業

①介護・訓練支援
　用具

　地域で生活する障害者の利便性の向
上を図ります。また、障害者の生活実態
や技術進歩に対応した品目選定等に努
めます。

　事業者数は着実に増えていますが、移
動支援の登録をしていない介護保険の
訪問介護事業者等への情報提供に努め、
事業所の一層の参入を促進します。

　利用者に創作的活動、生産活動の機会
等を提供する事業（Ⅱ型、Ⅲ型）を実施す
るほか、これに加えて精神保健福祉士等
の専門職員を配置し、医療・福祉及び地
域の社会基盤との連携強化のための調
整、地域住民ボランティア育成、障害に
対する理解促進を図るための普及啓発
等の事業（Ⅰ型）を実施します。

　発達障害児（者）への支援体制を整備
するため、医療、保健、福祉、教育、労働等
の関係者で構成する「発達障害者支援地
域協議会」を設置し、発達障害者支援セ
ンターの活動状況等について検証を行
うとともに、関係機関の連携の緊密化を
図ります。

箇所数 6 6 6

給付等
見込件数 65 65 65

②自立生活支援
　用具

給付等
見込件数 155 155 155

③在宅療養等支援
　用具

給付等
見込件数 116 116 116

④情報・意思疎通
　支援用具

給付等
見込件数 210 210 210

⑤排泄管理支援
　用具

①Ⅰ型

給付等
見込件数 22,001 24,575 27,451

⑥居宅生活動作
　補助用具
（住宅改修費）

給付等
見込件数 15 15 15

実利用
見込者数 851 885 921

実利用
見込者数 465 465 465

箇所数 2 2 2
②Ⅱ型 実利用

見込者数 51 51 51

箇所数 15 15 15
③Ⅲ型 実利用

見込者数

協議会の
開催
見込数

392 392 392

1 1 1

延利用
見込時間数 95,482 99,297 103,336

令和３年度 令和５年度令和４年度

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

日常生活
支援

①福祉ホーム
　運営事業

　地域における住まいの場を確保する
ため、民間事業者への補助事業により実
施します。

箇所数 1 1 1

実利用
見込者数 5 5 5

②訪問入浴
　サービス事業

④日中一時支援
　事業

⑤発達障害等に
　関する巡回相談員
　整備事業

③生活訓練等事業

盲婦人家庭生活
訓練事業

　重度身体障害者の生活支援のため、登
録事業者による訪問入浴サービスを提
供します。

　盲婦人の生活支援のため、ＮＰＯ法人
千葉市視覚障害者協会に委託して実施
します。

箇所数 13 13 13

実利用
見込者数 49 49 49

実利用
見込者数 536 536 536

実施の
有無 実施 実施 実施

盲青年社会生活
教室開催事業

　盲青年の生活支援のため、ＮＰＯ法人
千葉市視覚障害者協会に委託して実施
します。

実施の
有無 実施 実施 実施

中途失明者緊急
生活訓練事業

　中途失明者の生活支援のため、ＮＰＯ
法人千葉市視覚障害者協会に委託して
実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

視覚障害者自立
生活訓練等事業

　視覚障害者の生活支援のため、ＮＰＯ
法人千葉市視覚障害者協会に委託して
実施します。

　障害者等の日中活動の場を確保する
とともに、家族の就労支援や一時的な休
息を確保します。

　保育所等に相談員が赴き、保護者等に
対し、発達障害等に関する助言等を行う
ため、発達障害者支援センター運営事業
を受託している（福）千葉市社会福祉協
議会に委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

ろうあ者社会
生活教室開催事業

　ろうあ者の生活支援のため、千葉市聴
覚障害者協会に委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

実施の
有無 実施 実施 実施

令和３年度 令和５年度令和４年度
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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第４章　地域生活支援事業の実施に関する事項

１　児童発達支援センターの設置
　児童発達支援センターでは、障害のある児童が通所により、日常生活における基本的動作の指
導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行っています。
　国の基本指針では、児童発達支援センターについて、令和５年度末までに各市町村に少なくとも
１か所以上設置することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、児童発達支援センターを６か所設置しており、国の基
本指針の目標を上回っていることから、目標値は設定しないこととします。

２　保育所等訪問支援の充実
　保育所等訪問支援では、保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害児を対象に、障害児が障
害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、訪問支援員が障害児の状況や環境に
応じて適切かつ効果的な支援を行うものです。
　国の基本指針では、令和５年度末までに各市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制
を構築することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、保育所等訪問支援を実施する事業所等を９か所確保し
ており、同指針の目標を達成していることから、目標値は設定しないこととします。

３　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保
　国の基本指針では、未就学の障害児が発達支援を受けられる児童発達支援事業所のうち、主に重
症心身障害児を支援する児童発達支援事業所について、令和５年度末までに各市町村に少なくと
も１か所以上を確保することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を
４か所確保しており、同指針の目標を達成していることから、目標値は設定しないこととします。

第４部　障害児通所支援等の見込量等

成果目標第１章

（第２期千葉市障害児福祉計画）

社会参加
支援事業

①レクリエーション活動等支援

身体障害者スポーツ
大会開催事業

　身体障害者の社会参加の促進を図る
ため、（一社）千葉市身体障害者連合会に
委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

ゆうあいピック
開催事業

　知的障害者の社会参加の促進を図る
ため、千葉市手をつなぐ育成会に委託し
て実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

精神障害者
ソフトバレーボール
大会開催事業

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、障害者スポーツ団体に委託して実
施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

精神障害者
卓球大会開催事業

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、（一社）千葉市身体障害者連合会に
委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

就業・就労
支援

②芸術文化活動振興

障害者作品展
開催事業

　障害者の社会参加の促進を図るため、
（一社）千葉市身体障害者連合会に委託
して実施します。

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、精神障害者関連団体に委託して実
施します。

実修了
見込者数 10 10 10

実施の
有無 実施 実施 実施

③点字・声の広報等発行

点字市政だより
発行事業

　視覚障害者に対し、点字により市政に
関する情報を提供するため、（福）千葉県
視覚障害者福祉協会に委託して実施し
ます。

実施の
有無 実施 実施 実施

④奉仕員養成研修事業

知的障害者職親
委託事業

点訳奉仕員養成
研修事業

　視覚障害者への情報提供の支援者と
して、点訳に必要な技術や知識を習得し
た点訳奉仕員を養成するため、（福）千葉
県視覚障害者福祉協会に委託して実施
します。

実修了
見込者数 7 7 7

実利用
見込者数 1 1 1

朗読奉仕員養成
研修事業

　視覚障害者への情報提供の支援者と
して、朗読に必要な技術や知識を習得し
た朗読奉仕員を養成するため、（福）千葉
県視覚障害者福祉協会に委託して実施
します。

　知的障害者を対象に生活指導も含め
た就労訓練の一環として実施します。

声の市政だより
発行事業

　視覚障害者に対し、音声録音により市
政に関する情報を提供するため、（福）千
葉市社会福祉協議会に委託して実施し
ます。

実施の
有無 実施 実施 実施

心のふれあい
フェスティバル
開催事業

実施の
有無 実施 実施 実施

令和３年度 令和５年度令和４年度
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第３部　障害福祉サービスの見込量等　╱　第４章　地域生活支援事業の実施に関する事項

１　児童発達支援センターの設置
　児童発達支援センターでは、障害のある児童が通所により、日常生活における基本的動作の指
導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行っています。
　国の基本指針では、児童発達支援センターについて、令和５年度末までに各市町村に少なくとも
１か所以上設置することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、児童発達支援センターを６か所設置しており、国の基
本指針の目標を上回っていることから、目標値は設定しないこととします。

２　保育所等訪問支援の充実
　保育所等訪問支援では、保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害児を対象に、障害児が障
害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、訪問支援員が障害児の状況や環境に
応じて適切かつ効果的な支援を行うものです。
　国の基本指針では、令和５年度末までに各市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制
を構築することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、保育所等訪問支援を実施する事業所等を９か所確保し
ており、同指針の目標を達成していることから、目標値は設定しないこととします。

３　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保
　国の基本指針では、未就学の障害児が発達支援を受けられる児童発達支援事業所のうち、主に重
症心身障害児を支援する児童発達支援事業所について、令和５年度末までに各市町村に少なくと
も１か所以上を確保することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を
４か所確保しており、同指針の目標を達成していることから、目標値は設定しないこととします。

第４部　障害児通所支援等の見込量等

成果目標第１章

（第２期千葉市障害児福祉計画）

社会参加
支援事業

①レクリエーション活動等支援

身体障害者スポーツ
大会開催事業

　身体障害者の社会参加の促進を図る
ため、（一社）千葉市身体障害者連合会に
委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

ゆうあいピック
開催事業

　知的障害者の社会参加の促進を図る
ため、千葉市手をつなぐ育成会に委託し
て実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

精神障害者
ソフトバレーボール
大会開催事業

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、障害者スポーツ団体に委託して実
施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

精神障害者
卓球大会開催事業

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、（一社）千葉市身体障害者連合会に
委託して実施します。

実施の
有無 実施 実施 実施

事業の種類 事業名 単位 実施に関する考え方
（確保の方策）

見込量

就業・就労
支援

②芸術文化活動振興

障害者作品展
開催事業

　障害者の社会参加の促進を図るため、
（一社）千葉市身体障害者連合会に委託
して実施します。

　精神障害者の社会参加の促進を図る
ため、精神障害者関連団体に委託して実
施します。

実修了
見込者数 10 10 10

実施の
有無 実施 実施 実施

③点字・声の広報等発行

点字市政だより
発行事業

　視覚障害者に対し、点字により市政に
関する情報を提供するため、（福）千葉県
視覚障害者福祉協会に委託して実施し
ます。

実施の
有無 実施 実施 実施

④奉仕員養成研修事業

知的障害者職親
委託事業

点訳奉仕員養成
研修事業

　視覚障害者への情報提供の支援者と
して、点訳に必要な技術や知識を習得し
た点訳奉仕員を養成するため、（福）千葉
県視覚障害者福祉協会に委託して実施
します。

実修了
見込者数 7 7 7

実利用
見込者数 1 1 1

朗読奉仕員養成
研修事業

　視覚障害者への情報提供の支援者と
して、朗読に必要な技術や知識を習得し
た朗読奉仕員を養成するため、（福）千葉
県視覚障害者福祉協会に委託して実施
します。

　知的障害者を対象に生活指導も含め
た就労訓練の一環として実施します。

声の市政だより
発行事業

　視覚障害者に対し、音声録音により市
政に関する情報を提供するため、（福）千
葉市社会福祉協議会に委託して実施し
ます。

実施の
有無 実施 実施 実施

心のふれあい
フェスティバル
開催事業

実施の
有無 実施 実施 実施

令和３年度 令和５年度令和４年度
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第４部　障害児通所支援等の見込量等　╱　第１章　成果目標

４　主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保
　国の基本指針では、学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力の
向上のための訓練等を継続的に提供する放課後等デイサービス事業所のうち、主に重症心身障害
児を支援する放課後等デイサービス事業所について、令和５年度末までに各市町村に少なくとも
１か所以上を確保することとしています。
　本市においては、令和元年度末において、主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス
事業所を５か所確保しており、同指針の目標を達成していることから、目標値は設定しないことと
します。

５　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置
　国の基本指針では、医療的ケア児が適切に支援を受けられるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教
育等の関係機関等が連携を図るための協議の場について、令和５年度末までに設置することとし
ています。
　本市においては、協議の場として、地域自立支援協議会に「医療的ケア児等支援部会」を令和元年
度に設置しており、同指針の目標を達成していることから、目標値は設定しないこととします。

６　医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置
　第２期計画の策定に係る国の基本指針では、医療的ケア児が適切に支援を受けられるよう、コー
ディネーターを令和５年度末までに配置することとしています。本市では、令和５年度までに７名
配置することを目標とします。

１　指定通所支援等の見込量の算定の考え方
　平成30年度から令和２年度までの利用実績の伸びをベースに、障害者手帳交付児童数の伸び等
を勘案して見込みます。
　また、医療型児童発達支援は、利用実績及び利用契約者数を勘案し、現状維持として見込みます。
　なお、居宅訪問型児童発達支援は、新たに利用が発生することを想定して見込みます。
　更に、障害児相談支援は、障害児通所支援の通所給付決定を受ける全ての方に対して計画を作成
することとして、利用者数を見込みます。
　
２　指定通所支援等の見込量確保の方策
　指定事業者等への説明会において必要な情報提供を行うなどを通じて事業者の参入を促進しま
す。なお、障害児入所支援は、既存施設において対応していきます。
　更に、障害児相談支援については、指定相談支援事業者の確保に努めます。また、従事する相談支
援専門員を養成するため、指定障害福祉サービス事業者に対し、相談支援従事者研修の受講等を促
します。
　
３　指定通所支援等の見込量
　（１）日中活動系サービス

指定通所支援等の見込量と確保の方策第２章

【本市の目標値】

項　目
目標値

令和３年度 令和５年度令和４年度

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 ５名配置 ６名配置 ７名配置

サービスの種類 単位
見込量

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

利用人数
（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用人数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用人数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）
利用人数

（実人／月）
利用量

（延人日／月）

利用人数
（実人／月）
利用量

（延人日／月）

1,233 1,247 1,261

9,050 9,145 9,241

203 208 213

42 43 44

1,762 1,864 1,972

20,274 21,445 22,685

83 138 230

225 375 625

1 1 1

1 1 1

令和３年度 令和４年度 令和５年度
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第４部　障害児通所支援等の見込量等　╱　第２章　指定通所支援等の見込量と確保の方策

１　関係機関・地域等との連携
　障害者施策は、福祉、保健・医療、雇用、教育等の様々な分野を対象とするものであり、また身近
な地域での結びつきを強め、支え合う体制を整備するためには、各分野との連携が重要であること
から、庁内関係部局の連携はもとより、サービス提供事業者、障害者団体、社会福祉協議会等の関係
機関、民生委員・児童委員、ボランティア・ＮＰＯ、民間企業、医療機関、国・県などの関係行政機
関等との連携強化に努めます。

２　進行管理と評価
　本計画に基づき、各施策の実現が図られるよう、毎年度、事業の達成状況を把握し、進行管理を行
うとともに、目標量を設定している事業については、その達成状況について、点検・評価を行い、障
害者施策推進協議会に報告します。

３　計画の弾力的運用
　法改正等に伴う制度改正や、障害者の高齢化・重度化、生活環境の変化、財政事情の動向、更には、
新型コロナウイルス感染症など、社会経済環境の変化に応じて計画の弾力的運用に努めます。

第５部　計画の推進に向けて
（２）居住系サービス

（３）相談支援

サービスの種類 単位
見込量

福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

利用人数
（実人／月）

利用人数
（実人／月）

配置人数

35 35 35

28 28 28

サービスの種類 単位
見込量

障害児相談支援

医療的ケア児に対する関連分野
の支援を調整する
コーディネーターの配置

利用人数
（実人／月） 856 1,053 1,295

5 6 7

令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和３年度 令和４年度 令和５年度
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1　計画策定過程

実施年月日

令和元年 12月～１月

令和２年９月９日

令和３年３月８日

令和２年 12月 17日

令和２年９月 16日
～ 10月 14日

令和３年１月 25日
～２月 24日

千葉市障害者計画・障害福祉
計画策定に係る実態調査

令和２年度第１回
千葉市障害者施策推進協議会

令和２年度第２回
千葉市障害者施策推進協議会

令和２年度第３回
千葉市障害者施策推進協議会
（書面）

パブリックコメント手続の実施

障害者団体等ヒアリング（書面）

・計画策定の趣旨・
　骨子案

・計画骨子案への意見

・計画原案の検討

・計画案への意見

・計画案の承認

会議名等 主な内容
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資料編

　　（趣旨）
第１条　この条例は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第３６条第３項の規定に基づき、千
　葉市障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める
　ものとする。
　　（組織）
第２条　協議会は、委員２５人以内で組織する。
　２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
　（１）関係行政機関の職員
　（２）学識経験を有する者
　（３）障害者
　（４）障害者の福祉に関する事業に従事する者
　（５）市職員
　　（委員の任期）
第３条　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の
　任期は、前任者の残任期間とする。
　　（会長及び副会長）
第４条　協議会に会長及び副会長を置く。
　２　会長及び副会長は、委員の互選により定める。
　３　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
　４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
　　（会議）
第５条　協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
　２　協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
　３　協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
　　（専門委員）
第６条　協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
　２　専門委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
　（１）学識経験を有する者
　（２）障害者
　（３）障害者の福祉に関する事業に従事する者
　３　専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解嘱されるものとする。

　　（関係者の出席等）
第７条　協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、
　又は資料の提出を求めることができる。
　　（部会）
第８条　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１７条第
　１項の障害者差別解消支援地域協議会として、協議会に障害者差別解消支援部会（以下「部会」と
　いう。）を置く。
　２　部会は、会長が指名する委員で組織する。
　３　部会に部会長を置く。
　４　部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
　５　部会長は、部会の事務を掌理する。
　６　部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者
　　　が、その職務を代理する。
　７　前３条の規定は、部会について準用する。この場合において、第５条第１項中「協議会」とあ
　　　るのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第２項中「協議会」とあるのは「部会」
　　　と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、同条第３項、第６条第１項及び前条中「協議　
　　　会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
　８　協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
　　（委任）
第９条　この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って
　定める。

　　　附　則
　この条例は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成６年３月２４日条例第１０号）
　この条例は、規則で定める日から施行する。
　（平成６年規則第３６号で平成６年６月１日から施行）
　　　附　則（平成１７年７月１４日条例第３６号）
　この条例は、公布の日から施行する。
　　　附　則（平成２４年３月２１日条例第１３号 )
　この条例は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第７条の規定は、障害者基本法の一部を
　改正する法律（平成２３年法律第９０号）附則第１条第１号に定める日から施行する。
　　　附　則（平成２８年３月２２日条例第１０号）
　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

2　千葉市障害者施策推進協議会条例
平成４年３月１９日

条例第１４号
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　　（趣旨）
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　３　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
　４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
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平成４年３月１９日
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○主な用語解説

（あ行）
一般就労
　雇用契約を締結し、企業などで働き、収入（給料）を得る就労のこと。
インセンティブ
　動機付け、刺激、誘因など、意欲をかき立てる要因のこと。

（か行）
強度行動障害
　激しい他害、自傷、多動など、生活環境に対する不適応行動を頻繁に示す障害のこと。
拠点的福祉避難所
　災害が発生した場合、緊急の入院加療等を必要としないが、より専門性の高いサービスを必要と
する方が利用するための避難所のこと。なお、あらかじめ本市が高齢者施設、障害者施設などの施
設を指定のうえ、災害時に必要が生じた際に指定施設に対し開設を要請し、身近な避難所である指
定避難所から対象となる方を移送することになるため、指定避難所を経ずに直接拠点的福祉避難
所に避難することはできません。
心のバリアフリー
　様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーション
をとり、支え合うことをいう。

（さ行）
重度の意識障害者
　外傷や病気等により、遷延性意識障害や最小意識状態といった意識障害の状態にある者のこと。
多くの場合、経管栄養、たん吸引等医療的ケアが必要な状態にあります。
障害者差別解消法
　平成２８年４月１日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のこと。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び
民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによっ
て、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い
ながら共生する社会の実現につなげることを目的に制定された法律です。

３　千葉市障害者施策推進協議会委員名簿
（氏名：五十音順、敬称略）

令和２年７月１日現在

市川　美也子

伊藤　文彦

大石　千惠

大濱　洋一

氏　名 役職名等 備考

千葉大学医学部附属病院准教授

淑徳大学教授

千葉市身体障害者施設連絡協議会会長

（一社）千葉市身体障害者連合会副会長

（一社）千葉市医師会副会長

菊池　裕美 千葉市自閉症協会会長

木村　章 千葉市精神保健福祉審議会会長

近藤　みつる 千葉市民生委員児童委員協議会副会長

斉藤　浩司 （一社）千葉市歯科医師会会長

坂井　和彦 （一社）千葉市身体障害者連合会副会長

佐久間　正敏 千葉商工会議所常務理事

佐久間　水月 千葉県弁護士会弁護士

髙野　正敏 千葉市知的障害者福祉施設連絡協議会代表

高山　功一 （一社）千葉市身体障害者連合会会長

竹川　幸夫 （福）千葉市社会福祉協議会会長

成田　智子

山本　恵美

千葉市手をつなぐ育成会会長

平鹿　百合子

山下　幸子

村田　淳

（特非）千家連理事

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
千葉障害者職業センター主幹障害者職業カウンセラー

千葉公共職業安定所統括職業指導官

久保木　修 千葉市立養護学校校長

会長

副会長
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障害者総合支援法
　平成２５年４月１日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律」のこと。地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支援法」を改正したものです。
　なお、障害者自立支援法は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで
の障害の種類ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、
共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設した法律で、平成１８年４月に施行されました。
成年後見制度
　認知症のある高齢者、知的障害者、精神障害者などの主として判断能力が十分でない方を対象と
して、その方の財産がその方の意思に即して保全活用され、また、日常生活の場面において、主体性
がよりよく実現されるよう、財産管理や日常生活での援助をする制度です。

（た行）
地域包括ケアシステム
　令和７年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れ
た地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・
サービス（住まい・医療・介護・予防・生活支援）が一体的に提供される体制です。

（な行）
二次障害
　本来の症状とは別に、二次的な問題・行動・症状が発生してしまうこと。

（は行）
福祉的就労
　社会参加や日中活動の場として、福祉施設等で授産活動に従事し、売上げの中から収入（工賃）を
得る就労のこと。
福祉避難室
　災害時に、専門性の高いサービスは必要としないが、指定避難所での避難生活に困難が生じる高
齢者、障害者等に対して特別の配慮をした避難所（福祉避難室）のこと。本市では学校などの指定避
難所内に必要に応じて開設します。

（ら行）
ライフステージ
　人の一生を幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などに分けた各段階のこと。

第 5次千葉市障害者計画
第 6期千葉市障害福祉計画
第 2期千葉市障害児福祉計画

（令和3年度～5年度）

発 行 年 月
編集・発行
住 　  所
電 　  話
Ｆ  Ａ  Ｘ
Ｅ -  m a i l  

令和３年３月
千葉市保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
〒260-8722　千葉市中央区千葉港 2 番１号
043（245）5175
043（245）5549
shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

表紙及び裏表紙
　令和２年度心の輪を広げる障害者理解促進事業「障害者週間のポスター」
　表　紙：中学生の部最優秀賞受賞作品（作　市立緑町中学校　石川　万智さん）
　裏表紙：小学生の部最優秀賞受賞作品（作　市立鶴沢小学校　山﨑　琴羽さん）



資料編

96

障害者総合支援法
　平成２５年４月１日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律」のこと。地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支援法」を改正したものです。
　なお、障害者自立支援法は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで
の障害の種類ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、
共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設した法律で、平成１８年４月に施行されました。
成年後見制度
　認知症のある高齢者、知的障害者、精神障害者などの主として判断能力が十分でない方を対象と
して、その方の財産がその方の意思に即して保全活用され、また、日常生活の場面において、主体性
がよりよく実現されるよう、財産管理や日常生活での援助をする制度です。

（た行）
地域包括ケアシステム
　令和７年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れ
た地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・
サービス（住まい・医療・介護・予防・生活支援）が一体的に提供される体制です。

（な行）
二次障害
　本来の症状とは別に、二次的な問題・行動・症状が発生してしまうこと。

（は行）
福祉的就労
　社会参加や日中活動の場として、福祉施設等で授産活動に従事し、売上げの中から収入（工賃）を
得る就労のこと。
福祉避難室
　災害時に、専門性の高いサービスは必要としないが、指定避難所での避難生活に困難が生じる高
齢者、障害者等に対して特別の配慮をした避難所（福祉避難室）のこと。本市では学校などの指定避
難所内に必要に応じて開設します。

（ら行）
ライフステージ
　人の一生を幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などに分けた各段階のこと。

第 5次千葉市障害者計画
第 6期千葉市障害福祉計画
第 2期千葉市障害児福祉計画

（令和3年度～5年度）

発 行 年 月
編集・発行
住 　  所
電 　  話
Ｆ  Ａ  Ｘ
Ｅ -  m a i l  

令和３年３月
千葉市保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
〒260-8722　千葉市中央区千葉港 2 番１号
043（245）5175
043（245）5549
shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

表紙及び裏表紙
　令和２年度心の輪を広げる障害者理解促進事業「障害者週間のポスター」
　表　紙：中学生の部最優秀賞受賞作品（作　市立緑町中学校　石川　万智さん）
　裏表紙：小学生の部最優秀賞受賞作品（作　市立鶴沢小学校　山﨑　琴羽さん）







第５次千葉市障害者計画
第６期千葉市障害福祉計画
第２期千葉市障害児福祉計画

（令和３年度～令和５年度）

第５次千葉市障害者計画
第６期千葉市障害福祉計画
第２期千葉市障害児福祉計画

（令和３年度～令和５年度）

第５次千葉市障害者計画
第６期千葉市障害福祉計画
第２期千葉市障害児福祉計画

令和３年３月

（令和３年度～令和５年度）

第
５
次
千
葉
市
障
害
者
計
画
・
第
６
期
千
葉
市
障
害
福
祉
計
画
・
第
２
期
千
葉
市
障
害
児
福
祉
計
画
　
　
　
令
和
３
年
度
〜
令
和
５
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
市


	表紙
	はじめに
	目次
	第１部　総論
	第１章　計画の策定にあたって
	第２章　本市の障害者の現状
	第３章　計画の基本的な考え方

	第２部　各論
	第１章重点課題
	第２章　基本目標

	第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期千葉市障害福祉計画）
	第１章　成果目標
	第２章　活動指標
	第３章　指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策
	第４章　地域生活支援事業の実施に関する事項

	第４部　障害児通所支援等の見込量等（第２期千葉市障害児福祉計画）
	第１章　成果目標
	第２章　指定通所支援等の見込量と確保の方策

	第５部　計画の推進に向けて
	資料編
	奥付
	裏表紙

